


はは じじ めめ にに 

過疎対策については、昭和４５年に制定された「過疎地域対策緊急措置法」から令和

３年制定の「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」まで、５次にわたる過

疎法に基づき各種対策が講じられております。

会員皆様におかれましては、これまでの過疎対策により、産業の振興、交通・生活環

境・福祉等の施設整備、地域医療の確保、情報通信環境の確保など、一定の成果は得ら

れたものと存じます。  

しかしながら、過疎地域においては、今もなお著しい人口減少・少子高齢化が進んで

おり、地域公共交通網の維持、医療・介護人材の確保、集落維持・活性化等、課題が山

積しており、多くの集落が消滅の危機に瀕する極めて深刻な状況に直面しています。  

他方において、過疎地域は豊かな自然や歴史・文化を有しており、都市に対する食料・水・

エネルギーの供給や国土・自然環境の保全などの多面的・公益的機能は国民共有の財産であ

り、これらは過疎地域の住民により支えられております。  

また、テレワーク等の普及により地方への移住が注目され、国民のライフスタイルが多様

化する中、過疎地域と都市部との新たな交流が生み出され、過疎地域が健全に維持されるこ

とは、国民全体の安全・安心な生活に寄与するものです。  

社会情勢の新たな変化を踏まえ、過疎地域住民の暮らしを守るため、これからの過疎市町

村は、行政と住民とが一体となって知恵を出し合い、創意工夫を凝らした事業の展開を、な

お一層進めていく必要があります。  

本書が、過疎問題に対するより深い理解と、過疎市町村の持続可能な社会の形成や過

疎地域が有する可能性の実現による発展に向けた施策推進の一助になれば幸いです。

 

令和６年４月  

長崎県過疎地域協議会  

会 長 金 澤 秀 三 郎
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２５年間人口
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４０年間人口
減少率

55年間人口
減少率

高齢者比率 若年者比率
２５年間人口

増加率
財政力指数

公営競技
収益

イ 30％以上

ロ 38％以上

ハ 11％以下

二 21％以上

25％以上 10％未満 0.40以下

1号 30％以上

2号 38％以上

3号 11％以下

4号 21％以上

25％以上 10％未満 0.40以下 要

0.64以下 要

一部過疎

40億円
以下

第3条
第1項

10％未満
25％以上

第2項

全部過疎
25％以上

第2号

人口要件 財政力要件
旧法過疎 特定期間合併

第2条
第1項

第1号
10％未満

0.51以下

Ⅰ 過疎地域の現況

１．概況

（１）過疎地域の要件

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（以下「過疎法」という。）」にお

いて、過疎地域とは「人口の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産

機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域（法第１条）」と定義さ

れている。

月公示：要件一覧

月追加公示：要件一覧

２５年間人口
減少率

４０年間人口
減少率

55年間人口
減少率

高齢者比率 若年者比率
２５年間人口

増加率
財政力指数

公営競技
収益

イ 28％以上

ロ 35％以上

ハ 11％以下

二 21％以上

23％以上 10％未満 0.40以下

1号 28％以上

2号 35％以上

3号 11％以下

4号 21％以上

23％以上 10％未満 0.40以下 要

1号 40％以上

2号 35％以上

3号 11％以下

1号
（旧市町村区域）

40％以上

2号
（旧市町村区域）

35％以上

3号
（旧市町村区域）

11％以下

1号
（旧過疎区域）

40％以上

2号
（旧過疎区域）

35％以上

3号
（旧過疎区域）

11％以下

減少 減少 減少 0.51以下
全部過疎・み
なし過疎

要
人口1/3以上
面積1/2以上

みなし過疎

財政力要件
旧法過疎 特定期間合併

第2条
第1項

第1号

10％未満

0.51以下

人口要件

40億円
以下

23％以上

第2号

第2項

第3条

第1項

10％未満

要23％以上

10％未満

0.64以下

（旧過疎区域）

30％以上

第42条

0.64以下
（旧市町村区域）

30％以上

第3項
（旧過疎区域）

10％未満

0.51以下
30％以上

第2項
（旧市町村区域）

10％未満第41条

第1項

全部過疎

一部過疎

全部過疎
（S35基準）

一部過疎
（S35基準）

0.64以下 一部過疎 要

全部過疎・み
なし過疎

要

全部過疎・み
なし過疎
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図表１－１－１ 県内過疎地域の状況（令和６年４月１日現在）

地域

適用条項

法第 条第 項

（ 団体）

法第 条第 項

（ 団体 区域）

法第 条第 項

（ 団体 区域）

全部過疎 一部過疎 一部過疎

県南地域

長崎市（旧香焼町、旧伊王島町、

旧高島町、旧野母崎町、旧三和

町、旧外海町）

県北地域
平戸市、松浦市、西海市、

東彼杵町、小値賀町

佐世保市（旧宇久町、旧江迎町、

旧鹿町町、旧世知原町）

佐世保市（旧小佐々

町、旧吉井町）

県央地域 諫早市（旧小長井町）

島原半島地域 雲仙市、南島原市、島原市

五島地域 五島市、新上五島町

壱岐地域 壱岐市

対馬地域 対馬市

（２）過疎地域の団体数、人口、面積等

（団体数）

全国の過疎市町村は、８８５団体で、全市町村数（１，７１８団体）の５１．５％を占

めている。

長崎県の過疎市町の数は１５団体で、県内市町数（２１市町）に占める割合は７１．４％

となっている。

（人口）

令和５年４月１日時点での全国の過疎地域人口は令和２年国勢調査によると１ １６４

万人であり、総人口（１億２ ６１４万人）に占める割合は９．２％である。

長崎県の過疎地域人口は、３７万１千人、県総人口（１３１万２千人）に占める割合は、

２８．３％となっている。

（面積）

令和５年４月１日時点での全国の過疎地域面積は、２３万８ ７６２ｋ㎡であり、国の総

面積 ３７万７，９７６ｋ㎡ に占める割合は６３．２％である。

長崎県の過疎地域面積は、２，９６１ｋ㎡であり、県総面積（４，１３１ｋ㎡）に占め

る割合は７１．７％となっている。
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Ａ Ｂ Ｂ/Ａ Ｃ Ｄ Ｄ/Ｃ Ｅ Ｆ Ｆ/Ｅ
北 海 道

青 森 県

岩 手 県

宮 城 県

秋 田 県

山 形 県

福 島 県

茨 城 県

栃 木 県

群 馬 県

埼 玉 県

千 葉 県

東 京 都

神 奈 川 県

新 潟 県

富 山 県

石 川 県

福 井 県

山 梨 県

長 野 県

岐 阜 県

静 岡 県

愛 知 県

三 重 県

滋 賀 県

京 都 府

大 阪 府

兵 庫 県

奈 良 県

和 歌 山 県

鳥 取 県

島 根 県

岡 山 県

広 島 県

山 口 県

徳 島 県

香 川 県

愛 媛 県

高 知 県

福 岡 県

佐 賀 県

長 崎 県

熊 本 県

大 分 県

宮 崎 県

鹿 児 島 県

沖 縄 県

（備考）
1.市町村数は令和5年4月1日現在。
2.東京都特別区は市数に含まない。
3.面積に境界未定分は含まれていない。
4.過疎地域の人口・面積はR2国勢調査のデータを活用している。

過疎地域人口（令和２年国調） 過疎地域面積

市 町村 計 比率

合　計

図表1-1-2

全国の過疎市町村の状況（都道府県別）

全市町村 過疎市町村 比率 全市町村 過疎市町村 比率

（単位：人・k㎡・％）

都 道 府 県
全市町
村数

過疎市町村数
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図表１－１－３ 過疎地域と非過疎地域の比較

｛全 国｝市町村数

人 口

面 積

過疎 非過疎

非過疎

過疎 非過疎

｛長崎県｝ 市町数

人 口

面 積

過疎 非過疎

過疎 非過疎

過疎 非過疎

※ 時点

市町村数 団体 ％ 人 口 人 ％ 面 積 ｋ㎡ ％

過疎地域 （ ） （ ）

非過疎地域 （ ） （ ）

全 国

過疎地域

非過疎地域

長 崎 県

※ 時点

（３）他の地域振興関係法に基づく指定地域等との関係

本県過疎市町村の地域振興関係法の指定状況は、図表１－１－４のとおりであり、全

て離島・半島地域に指定されている。

図表１－１－４ 過疎地域市町村の地域振興関係法に基づく指定状況

区 分 団体 離 島 半 島

過疎地域

非過疎地域

長崎県

（備考）１ 令和５年４月１日現在

２ ＊１は、市の区域に一部離島を含む５市（長崎市、佐世保市、平戸市、松浦市、西海市）

を含む。

３ ＊２は、市の区域に一部過疎地域である半島を含む３市（長崎市、佐世保市、平戸市）を

含む。

４ ＊３は、市の区域に一部過疎地域ではない半島を含む１市（諫早市）を含む。
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２．人口

（１）人口動態

我が国においては、昭和３０年代後半からの経済高度成長に伴い、地方圏から三大都

市圏への人口流出が激化し、三大都市圏での過密現象と地方圏での過疎現象を生ずるに

至った。しかし、昭和５０年代になると、第一次石油ショックを契機とした高度成長の

終焉に伴い、「国民の価値観の多様化」「若年人口の減少」「地方圏の生活環境向上」

等により、三大都市圏への集中が沈静化し、地方圏への人口定住が見られるようになっ

た。また、昭和６０年に入るとバブル経済と青年層人口の拡大期に入ったことにより、

東京都を中心に再び人口及び諸機能が一極集中したことにより過密等に伴う大都市問題

が深刻化し、都市部における人口増加率は横這い状態を保つ一方、地方圏においては、

若年層を中心とした人口減少が広がっていたが、その後、バブル経済の崩壊とともに都

市空洞化が顕在化し、再び三大都市圏の人口増加率が減少し、地方圏の人口増加率は上

向きに転じている。

本県の人口動態は、昭和３０年代以降の高度経済成長やエネルギー革命による炭鉱閉

山などに伴い、都市部への人口流出が昭和４０年代前半まで急速に進み、その後も鈍化

傾向にあるものの引き続き人口が減少しており、全国的な社会情勢の変化と本県の地理

的・地形的状況が大きな要因と考えられる。また、県内を「過疎地域」と「非過疎地域」

に分類し、国勢調査ごとに前回の調査と比べた人口推移でみると、非過疎地域は昭和

４０年で減少しているが、その後、平成７年までいったん増加し、平成１２年以降は減

少に転じている。しかし、過疎地域においては昭和３５年から引き続き減少傾向となっ

ている。

図表１－２－１ 人口増減率の推移 単位：％

（備考）１ 国勢調査による

２ 三大都市圏とは、東京圏（埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域）、大阪圏（京都府、

大阪府及び兵庫県の区域）、名古屋圏（岐阜県、愛知県及び三重県の区域）をいい、地方圏

とは三大都市圏以外の区域をいう。

３ 長崎県過疎地域は、令和５年４月１日現在。

東京都

三大都市圏

地方圏 △ 1.0 △ 0.8 △ 1.5 △ 2.1

長崎県 △ 6.8 △ 4.3 △ 1.9 △ 1.2 △ 1.8 △ 2.5 △ 3.5 △ 3.5 △ 4.7

県内過疎地域 △ 13.0 △ 11.8 △ 7.1 △ 2.4 △ 2.8 △ 5.6 △ 4.9 △ 4.5 △ 6.3 △ 7.7 △ 7.7 △ 6.1

県内非過疎地域 △ 0.6 △ 0.5 △ 0.6 △ 1.5 △ 1.6 △ 4.2



6

 

 

（２）人口構成

１）年齢階層別人口の推移

県内過疎地域の昭和３５年から令和２年までの間の年齢階層別人口をみると、

０～１４歳の階層は３３７千人から４２千人 減少率８７．６％ と大幅に減少し、全

体に占める割合も３８．８％から１１．０％に大きく減少している。

また､１５～２９歳の階層も昭和３５年から令和２年の間に８０．９％減少し、全体

に占める割合も令和２年では県全体の１１．９％に対し、過疎地域は８．８％と若年

層の割合が低くなっている。

生産年齢人口である１５～６４歳の階層は４７７千人から１８２千人（減少率６１．

９％）に減少している。６５歳以上の高齢者階層については５６千人から１４６千人

（増加率１５８．７％）へと大幅に増加して、全体に占める割合も６．５％から３８．

５％へと大きく上昇している。

図表１－２－２ 過疎地域の年齢階層別人口及び構成比 （単位：千人、％）

15～29歳 30～64歳

構成比

構成比

構成比

構成比

構成比

構成比

構成比

構成比

構成比

構成比

構成比

構成比

構成比

構成比

構成比

構成比

構成比

令和2年
全
国

県
内
過
疎
地
域

区分

昭和35年

平成27年

令和2年

県
全
体

平成2年

昭和40年

昭和45年

昭和50年

昭和55年

昭和60年

平成27年

平成27年

15～64歳 65歳以上0～14歳計

平成7年

平成12年

平成17年

平成22年

令和2年

（備考）１ 国勢調査による。（計には年齢不詳を含む）

２ 四捨五入しているため、計とは合わないことがある。

３ 長崎県過疎地域は、令和５年４月１日現在。
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２）高齢者比率・若年者比率の推移について

（高齢者比率について）

平成７年と令和２年を比べると県全体においても１５．１ポイント上昇して

いるが、過疎地域については１７． ポイント上昇しており、過疎地域の高齢化

が進んでいることがわかる。

（若年者比率について）

県全体、過疎地域ともに高齢化により、若年者比率は低下しており、令和２年

では県全体と過疎市町とでは３．１ポイントの差がある。

図表１－２－３ 高齢者・若年者比率の推移 （単位：％）

県全体

過疎地域

県全体

過疎地域

高齢

若年

（備考） １ 国勢調査による。

２ 過疎地域は、令和５年４月１日現在。
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３．財政状況等

（１）概要

一部過疎市町を除いた県内過疎市町（１２団体）の決算規模は、県内市町全体の３３％程

度、また、一団体当たりの決算額は、県内市町平均の５９％程度であり、財政規模が小さい

といえる。

図表１－３－１　市町決算の状況 （単位：百万円）

決算額 １団体当たり

過疎市町 歳入 743,476 49,565
（15団体）※２ 歳出 715,929 47,729

うち12団体 歳入 289,723 24,144
※３ 歳出 278,301 23,192
うち３団体 歳入 453,752 151,251
※４ 歳出 437,628 145,876

県内市町 歳入 865,366 41,208
（21団体） 歳出 832,003 39,619

令和４年度

（備考）１ 「令和４年度地方財政状況調査」による。

※２ 一部過疎市町（長崎市、佐世保市、諫早市）を含む決算額。

※３ 一部過疎市町（長崎市、佐世保市、諫早市）を除いた決算額。

※４ 一部過疎市町（長崎市、佐世保市、諫早市）の決算額。

５ 以下財政状況に関する図表についての過疎市町の計上方法は、上記と同様に取り扱うこととする。

（２）歳入

歳入に占める地方税の割合は、一部過疎市町を除いた県内過疎市町（ 団体）では１２．

２％であり、県内市町全体の１８．８％と比べて低い。また、１団体当たりの額を県内市町

平均と比較しても、３８．０％にとどまっている。

図表１－３－２　市町歳入決算額の状況（令和４年度） （単位：百万円、％）

地方税

過疎市町 決算額 358,731 136,968 165,749 57,090 56,103 105,803 743,476
（15団体） １団体当 23,915 9,131 11,050 3,806 3,740 7,054 49,565
※２ 構成比 48.3 18.4 22.3 7.7 7.5 14.2 100.0

決算額 155,158 35,253 48,169 24,800 22,866 38,730 289,723
１団体当 12,930 2,938 4,014 2,067 1,906 3,228 24,144
構成比 53.6 12.2 16.6 8.6 7.9 13.4 100.0
決算額 203,572 101,714 117,580 32,290 33,237 67,073 453,752
１団体当 67,857 33,905 39,193 10,763 11,079 22,358 151,251
構成比 44.9 22.4 25.9 7.1 7.3 14.8 100.0

県内市町 決算額 408,690 162,321 189,390 66,298 62,416 138,573 865,366
（21団体） １団体当 19,461 7,730 9,019 3,157 2,972 6,599 41,208

構成比 47.2 18.8 21.9 7.7 7.2 16.0 100.0

その他 合計
一般財源

うち12団体
※３

うち３団体
※４

国庫支
出金

県支出金 地方債

（備考） １ 「令和４年度地方財政状況調査」による。

２ 一般財源は地方税、地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地

方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、特別地方消費税交付金、自動車取得税交付金、自

動車税環境性能割交付金、法人事業税交付金、地方特例交付金、地方交付税の合計額である。

３ 構成比は小数点第２位を四捨五入している。

４ 端数調整の関係で合計が一致しない場合がある。
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（３）歳出

令和４年度における歳出決算を性質別にみると、一部過疎市町を除いた県内過疎市町（１

２団体）の歳出決算は、県内市町に比べ投資的経費の割合が大きいが、これは過疎地域市町

が遅れている公共施設等の基盤整備を推進していることによるものと推察される。

図表１－３－３　市町性質別歳出決算額の状況（令和４年度） （単位：百万円、％）

普通建設事業

過疎市町 決算額 354,330 99,710 93,680 261,888 715,929
（15団体） １団体当 23,622 6,647 6,245 17,459 47,729
※２ 構成比 49.5 13.9 13.1 36.6 100.0

決算額 120,653 42,890 38,360 114,758 278,301
１団体当 10,054 3,574 3,197 9,563 23,192
構成比 43.4 15.4 13.8 41.2 100.0
決算額 233,677 56,820 55,320 147,130 437,628
１団体当 77,892 18,940 18,440 49,043 145,876
構成比 53.4 13.0 12.6 33.6 100.0

県内市町 決算額 401,986 115,854 107,725 314,163 832,003
（21団体） １団体当 19,142 5,517 5,130 14,960 39,619

構成比 48.3 13.9 12.9 37.8 100.0

うち３団体
※４

投資的経費
義務的経費 その他 合計

うち12団体
※３

（備考）１ 「令和４年度地方財政状況調査」による。

２ 構成比は小数点第２位を四捨五入している。

３ 端数調整の関係で合計が一致しない場合がある。

（４）財政力指数

市町村の財政力を示す指標である財政力指数 ３カ年平均 の状況をみると、一部過疎市町

を除いた過疎市町（１２団体）の平均は０．２８であり、非過疎市町（ 団体）の平均０．

５４及び県内全市町（２１団体）の平均０．３９に比べて低く、財政力は脆弱なものとなっ

ている。

図表１－３－４　財政力指数段階別市町数

0.1以上 0.2以上 0.3以上 0.42以上

0.2未満 0.3未満 0.42未満0.56未満

過疎市町（15団体）※２ 0 1 9 0 2 3 15 0.33
うち12団体※３ 0 1 9 0 1 1 12 0.28
うち３団体※４ 0 0 0 0 1 2 3 0.56

非過疎市町(６団体) 0 0 0 2 1 3 6 0.54
県内市町(21団体） 0 1 9 2 3 6 21 0.39

合計 平均値0.56以上0.1未満

（備考）１ 「令和４年度地方財政状況調査」による。

２ 「平均値」は市町の財政力指数を単純に積み上げ、市町数で除した数値である。
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（５）実質公債費比率

過疎地域の財政状況は、地方税をはじめとする自主財源が極めて乏しく、地方交付税

や地方債等に依存せざるを得ない状況である。

地方債の元利償還金に充てられる公債費は、義務的経費の中でも特に固定的な経費で

あるため、その増加は財政運営の硬直化を招くことになる。

実質公債費比率は、公債費のうち地方交付税算定に用いる基準財政需要額に算入され

たものを除外して計算した数値であるが、過疎債については元利償還金の７０％が基準

財政需要額に算入される。そのため、過疎地域においては、できるだけ実質公債費比率

を押し下げるよう公共施設の整備に過疎債を活用しており、その結果、一部過疎市町を

除いた過疎市町（１２団体）における令和２年度～令和４年度の実質公債費比率の平均

は、非過疎市町（６団体）の平均及び県内全市町（２１団体）の平均より低くなってい

る。

このことから、過疎債は、過疎地域市町における円滑な財政運営を支える上で大きな

役割を果たしているといえる。

図表１－３－５　実質公債費比率の状況

実質公債費比率

(R2～R4）

過疎市町（15団体）※２ 6.2
うち12団体※３ 4.0
うち３団体※４ 7.7

非過疎市町(６団体) 7.7
県内市町(21団体） 6.4

区分

（備考）数値は加重平均である。



Ⅱ 過疎対策の現況
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Ⅱ これまでの過疎対策

１．過疎地域対策緊急措置法～過疎地域自立促進特別措置法における過疎対策

の実績

（図表２－１－１）

（１）過疎地域対策緊急措置法に基づく過疎対策の実績

過疎地域対策緊急措置法に基づく過疎対策（昭和４５年度～昭和５４年度）は、県事

業費１，４９５億円、市町村事業費２，２７２億円で、県事業の内訳は、産業の振興

（総額５０９億円、全体に占める割合３４．１％）、港湾・ダム・空港等の整備事業（同

４８４億円、同３２．４％）、県道等の整備（同４３５億円、同２９．１％）となってお

り、交通網と産業の振興を最重点に行い、あわせて基幹的市町村道等の整備（同５２億円

、同３．５％）、医療の確保（同１５億円、同１．０％）にも力を注いだ内容となってい

る。

一方、市町村事業の内訳は、県事業と同様、交通通信体系の整備（同６５７億円、同

２８．９％）、産業振興施設の整備（同５９１億円、同２６．０％）が大きいウエイト

を占めている。また、生活環境施設等厚生施設の整備（同４５５億円、同２０．０％）

、教育文化施設の整備（同３５８億円、同１５．８％）、集落等の整備（同８億円、同

０．４％）という内容になっている。このような緊急措置法下における過疎対策は、非

過疎地域との間で最も地域格差のあった交通通信体系の整備を重点として実施された。

（２）過疎地域振興特別措置法に基づく過疎対策の実績

過疎地域振興特別措置法に基づく過疎対策（昭和５５年度～平成元年度）は、県事業

費３，２０５億円、市町村事業費４，４５３億円の実績額で、それぞれ過疎地域対策緊

急措置法下の約２倍にのぼっている。県事業の内訳は、漁港施設整備など産業の振興

（総額１，２７４億円、全体に占める割合３９．８％）、県道等の整備（同９２０億円

、同２８．７％）及び、その他の交通通信体系の整備（同６４３億円、同２０．１％）

で、全体の約９０％を占めている。

一方、市町村事業の内訳は、漁港施設などの整備を中心とした産業振興施設の整備

（同１，６７０億円、同３８．１％）が最も多く、以下、交通通信体系の整備（同１，１

１６億円、同２５．１％）、生活環境施設等厚生施設の整備 同８２０億円、同１８．４

％ 、教育文化施設の整備（同６７１億円、同１５．１％）となっている。

（３）過疎地域活性化特別措置法に基づく過疎対策の実績

過疎地域活性化特別措置法に基づく過疎対策（平成２年度～平成１１年度）は、県事

業費６，９３６億円、市町村事業費７，５２３億円で、過疎地域振興特別措置法に基づ

く過疎対策事業費に対して、それぞれ、県事業費１１６％増、市町村事業費６９％増と

いう高い伸び率を示しており、積極的な事業展開がなされた。

県事業費の内訳は、産業の振興（総額２，５０２億円、全体に占める割合３６．１％）

、交通通信体系の整備（同３，７２９億円、同５３．８％）で、全体の約９０％を占め

ている。（図表２－１－２）

一方、市町村事業の内訳は産業振興施設の整備（同２，８３６億円、同３７．７％）、

交通通信体系の整備（同１，６５４億円、同２２．０％）及び生活環境整備（同１，７
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０５億円、同２２．７％）で、全体の約８２％を占めている。（図表２－１－３）

（４）過疎地域自立促進特別措置法（ ～ ）に基づく過疎対策の実績

①①前前期期自自立立促促進進計計画画（（平平成成１１２２年年度度～～１１６６年年度度））にに基基づづくく事事業業費費

前期自立促進計画に基づく事業費の合計額は７，８３７億円（県計画における事業費

３，１６１億円、市町村計画における事業費４，６７６億円）であり、旧過疎地域活性

化特別措置法後期５箇年の実績額７，８５７億円と比較し ％の減少となっている。

●県計画（図表２－１－４ ）

県計画における事業費は３，１６１億円であり、「産業の振興」と「交通通信体系の

整備」で全体の８７．３％を占めており、また、実績額（Ｈ１２～Ｈ１６）において

は、同二項目で８８．６％を占めている。

●市町村計画（図表２－１－４ ２）

市町村計画における事業費は４，６７６億円であり、これまでの過疎法に基づく割合

と同様「産業の振興」、「交通通信体系の整備」、「生活環境の整備」の３項目で全

体の８１．０％という高いウエイトを占めている。

また、実績額（Ｈ１２～Ｈ１６）においては、同三項目で８４．４％を占めている。

②②後後期期自自立立促促進進計計画画（（平平成成１１７７年年度度～～２２１１年年度度））にに基基づづくく事事業業費費

後期自立促進計画に基づく事業費の合計額は５，２２７億円（県計画における事業費

１，８５４億円、市町村計画における事業費３，３７３億円）となっている。

●県計画（図表２－１－５ １ ）

県計画における事業費は１，８５４億円であり、「産業の振興」と「交通通信体系の

整備」で全体の８６．３％を占めている。また、実績額（Ｈ１７～Ｈ２１）において

は、同二項目で８８．７％を占めている。

●市町村計画（図表２－１－５ ）

市町村計画における事業費は３，３７３億円であり、「産業の振興」、「交通通信体

系の整備」、「生活環境の整備」の３項目で全体の８３．２％を占めている。また、

実績額（Ｈ１７～Ｈ２１）においては、同三項目で８９．７％を占めている。

③③自自立立促促進進計計画画（（平平成成２２２２年年度度～～２２７７年年度度））にに基基づづくく事事業業費費

●市町村計画（図表２－１－６ ２ ）

市町村計画における計画事業費は３，２７９億円であり、「産業の振興」、「交通通

信体系の整備」、「生活環境の整備」の３項目で全体の７０．９％を占めている。

また、実績額（Ｈ２２～Ｈ２７）においては、同三項目で７３．１％を占めている。

④④自自立立促促進進計計画画（（平平成成２２８８年年度度～～令令和和２２年年度度））にに基基づづくく事事業業費費

●市町村計画（図表２－１－７ ）

市町村計画における計画事業費は２，９６９億円であり、「産業の振興」、「交通通

信体系の整備」、「生活環境の整備」の３項目で全体の６８．２％を占めている。

また、実績額（Ｈ２８～Ｒ２）においては、同三項目で６４．６％を占めている。
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図図表表２２－－１１－－１１　　　　県県及及びび市市町町村村計計画画にに基基づづくく事事業業実実施施状状況況

○県の過疎対策事業実績 （単位：百万円、％）

過疎地域対策緊急措置法 過疎地域振興特別措置法 小　　　　　計

（Ｓ45－Ｓ54） （Ｓ55－Ｈ　元） （Ｓ45－Ｈ 元）

構成比 構成比 構成比

基幹的市町村道等

県道等

医療の確保

産業の振興

その他の交通通信体系

教育文化施設

生活環境・福祉施設等

その他

計

過疎地域活性化特別措置法 小　　　　　計

（Ｈ 2－Ｈ11） （Ｈ12－Ｈ21） （Ｈ22－R2） (改正後) （Ｈ 2－R 2）

構成比 構成比 構成比 構成比

産業の振興

交通通信体系

生活環境整備

高齢者福祉等

医療施設

教育文化施設

集落等の整備

その他

計

○市町村の過疎対策事業実績 （単位：百万円、％）

過疎地域対策緊急措置法 過疎地域振興特別措置法 小　　　　　計

（Ｓ45－Ｓ54） （Ｓ55－Ｈ 元） （Ｓ45－Ｈ 元）

構成比 構成比 構成比

交通通信体系

教育文化施設

生活環境施設等厚生施設

産業振興施設

集落等の整備

その他

計

過疎地域活性化特別措置法 小　　　　　計

（Ｈ 2－Ｈ11） （Ｈ12－Ｈ21） （Ｈ22－Ｒ2） (改正後) （Ｈ 2－Ｒ2）

構成比 構成比 構成比 構成比

産業振興施設

交通通信体系

生活環境整備

高齢者福祉等

医療施設

教育文化施設

集落等の整備

その他

計

○市町村及び県の過疎対策事業実績 （単位：百万円、％）

対策緊急措置法 振興特別措置法 活性化特別措置法 自立促進特別措置法

（Ｓ45－Ｓ54） 構成比 （Ｓ55－Ｈ 元） 構成比 （Ｈ 2－Ｈ11） 構成比 （Ｈ12－Ｈ21） 構成比 （Ｈ22－Ｒ2） 構成比

県  事  業

市町村事業

合　　　  計

自立促進特別措置法(改正後)

過疎地域自立促進特別措置法

過疎地域自立促進特別措置法

過疎地域自立促進特別措置法

過疎地域自立促進特別措置法
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図表２－１－４(1)　　前期過疎地域自立促進特別措置法[県計画]の実績
（単位：百万円、％）

概算事業費

１２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度

構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比

１　産業の振興

（１）農業の振興

（２）水産業の振興

（３）地場産業の振興

（４）企業の誘致対策

（５）起業の促進

（６）商業の振興

（７）観光又はレクリエーション

２　交通通信体系の整備

（１）基幹的な市町村道の整備

①市町村道

②農道

③林道

（２）県道等の整備

①国道（知事管理）

②県道

③農道

④林道

（３）その他

３　生活環境の整備

５　医療の確保

６　教育文化の振興

７　集落の整備

上段：計画額
下段：実績額

区 分

４　高齢者の保健及び福祉の向上及び増進

合 計
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図表２－１－５(１)　　後期過疎地域自立促進特別措置法[県計画]の実績
（単位：百万円、％）

概算事業費

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比

１　産業の振興

（１）農業の振興

（２）水産業の振興

（３）地場産業の振興

（４）企業の誘致対策

（５）起業の促進

（６）商業の振興

（７）観光又はレクリエーション

（８）その他

２　交通通信体系の整備

（１）基幹的な市町村道の整備

①市町村道

②農道

③林道

（２）県道等の整備

①国道（知事管理）

②県道

③農道

④林道

（３）その他

３　生活環境の整備

５　医療の確保

６　教育文化の振興

７　集落の整備

区 分

合 計

上段：計画額
下段：実績額

４　高齢者の保健及び福祉の向上及び増進
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図表２－２－２(1)　　前期過疎地域自立促進特別措置法[市町村計画]の実績
（単位：百万円、％）

概算事業費

１２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度

構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比

１　産業の振興

（１）基盤整備

（２）漁港施設

（３）経営近代化施設

（４）地場産業の振興

（５）企業誘致

（６）起業の促進

（７）商業

（８）観光又はレクリエーション

（９）その他

２　交通通信体系の整備

（１）市町村道

（２）農道

（３）林道

（４）漁港関連道

（５）電気通信施設等難視聴のための施設

（６）自動車等

（７）渡船施設

（８）道路整備機械等

（９）地域間交流

（10）その他

３　生活環境の整備

（１）水道施設

（２）下水処理施設

（３）廃棄物処理施設

（４）消防施設

（５）公営住宅

（６）その他

区 分

上段：計画額
下段：実績額
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図表２－２－２(1)　　前期過疎地域自立促進特別措置法[市町村計画]の実績
（単位：百万円、％）

概算事業費

１２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度

構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比

区 分

上段：計画額
下段：実績額

４　高齢者の福祉その他の福祉の増進

（１）高齢者福祉施設

（２）介護老人保健施設

（３）児童福祉施設

（４）母子福祉施設

（５）市町村保健ｾﾝﾀｰ及び母子健康ｾﾝﾀｰ

（６）その他

５　医療の確保

（１）診療施設

（２）特定診療科に係る診療施設

（３）その他

６　教育文化の振興

（１）学校教育関連施設

（２）幼稚園

（３）集会、体育、文化施設等

（４）その他

７　地域文化の振興等

（１）地域文化振興施設等

（２）その他

８　集落の整備

（１）過疎地域集落再編整備

（２）その他

９　その他地域の自立促進に関し必要な事項

小          計

合 計
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図表２－１－６(1)　　改正後過疎地域自立促進特別措置法[県計画（前期）]の実績
（単位：百万円、％）

事業費計

構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比

１　産業の振興

（１）農業の振興

（２）水産業の振興

（３）地場産業の振興

（４）企業の誘致対策

（５）起業の促進

（６）商業の振興

（７）観光又はレクリエーション

（９）その他

２　交通通信体系の整備

（１）基幹的な市町村道の整備

①市町村道

②農道

③林道

（２）県道等の整備

①国道（知事管理）

②県道

③農道

④林道

（３）その他

３　生活環境の整備

５　医療の確保

６　教育文化の振興

７　集落の整備

Ｈ２７年度区 分

４　高齢者の保健及び福祉の向上及び増進

合 計

Ｈ２６年度Ｈ２５年度Ｈ２４年度Ｈ２３年度Ｈ２２年度
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図表２－１－７(1)　　改正後過疎地域自立促進特別措置法[県計画（後期）]の実績
（単位：百万円、％）

事業費計

構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比

１　産業の振興

（１）農業の振興

（２）水産業の振興

（３）地場産業の振興

（４）企業の誘致対策

（５）起業の促進

（６）商業の振興

（７）観光又はレクリエーション

２　交通通信体系の整備

（１）基幹的な市町村道の整備

①市町村道

②農道

③林道

（２）県道等の整備

①国道（知事管理）

②県道

③農道

④林道

（３）その他

３　生活環境の整備

５　医療の確保

６　教育文化の振興

７　集落の整備

Ｒ２年度

４　高齢者の保健及び福祉の向上及び増進

合 計

区 分 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ元年度

図表２－１－７(1)　　改正後過疎地域自立促進特別措置法[県計画（後期）]の実績
（単位：百万円、％）

事業費計

構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比

１　産業の振興

（１）農業の振興

（２）水産業の振興

（３）地場産業の振興

（４）企業の誘致対策

（５）起業の促進

（６）商業の振興

（７）観光又はレクリエーション

２　交通通信体系の整備

（１）基幹的な市町村道の整備

①市町村道

②農道

③林道

（２）県道等の整備

①国道（知事管理）

②県道

③農道

④林道

（３）その他

３　生活環境の整備

５　医療の確保

６　教育文化の振興

７　集落の整備

Ｒ２年度

４　高齢者の保健及び福祉の向上及び増進

合 計

区 分 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｒ元年度
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図表２－１－４(２)　　前期過疎地域自立促進特別措置法[市町村計画]の実績
（単位：百万円、％）

概算事業費

Ｈ１２年度 Ｈ１３年度 Ｈ１４年度 Ｈ１５年度 Ｈ１６年度

構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比

１　産業の振興

（１）基盤整備

（２）漁港施設

（３）経営近代化施設

（４）地場産業の振興

（５）企業誘致

（６）起業の促進

（７）商業

（８）観光又はレクリエーション

（９）その他

２　交通通信体系の整備

（１）市町村道

（２）農道

（３）林道

（４）漁港関連道

（５）電気通信施設等難視聴のための施設

（６）自動車等

（７）渡船施設

（８）道路整備機械等

（９）地域間交流

（10）その他

３　生活環境の整備

（１）水道施設

（２）下水処理施設

（３）廃棄物処理施設

（４）消防施設

（５）公営住宅

（６）その他

区 分

上段：計画額
下段：実績額
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図表２－１－４(２)　　前期過疎地域自立促進特別措置法[市町村計画]の実績
（単位：百万円、％）

概算事業費

Ｈ１２年度 Ｈ１３年度 Ｈ１４年度 Ｈ１５年度 Ｈ１６年度

構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比

１　産業の振興

（１）基盤整備

（２）漁港施設

（３）経営近代化施設

（４）地場産業の振興

（５）企業誘致

（６）起業の促進

（７）商業

（８）観光又はレクリエーション

（９）その他

２　交通通信体系の整備

（１）市町村道

（２）農道

（３）林道

（４）漁港関連道

（５）電気通信施設等難視聴のための施設

（６）自動車等

（７）渡船施設

（８）道路整備機械等

（９）地域間交流

（10）その他

３　生活環境の整備

（１）水道施設

（２）下水処理施設

（３）廃棄物処理施設

（４）消防施設

（５）公営住宅

（６）その他

区 分

上段：計画額
下段：実績額

図表２－１－４(２)　　前期過疎地域自立促進特別措置法[市町村計画]の実績
（単位：百万円、％）

概算事業費

Ｈ１２年度 Ｈ１３年度 Ｈ１４年度 Ｈ１５年度 Ｈ１６年度

構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比

区 分

上段：計画額
下段：実績額

４　高齢者の福祉その他の福祉の増進

（１）高齢者福祉施設

（２）介護老人保健施設

（３）児童福祉施設

（４）母子福祉施設

（５）市町村保健ｾﾝﾀｰ及び母子健康ｾﾝﾀｰ

（６）その他

５　医療の確保

（１）診療施設

（２）特定診療科に係る診療施設

（３）その他

６　教育文化の振興

（１）学校教育関連施設

（２）幼稚園

（３）集会、体育、文化施設等

（４）その他

７　地域文化の振興等

（１）地域文化振興施設等

（２）その他

８　集落の整備

（１）過疎地域集落再編整備

（２）その他

９　その他地域の自立促進に関し必要な事項

小          計

合 計
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図表２－１－５(2)　　後期過疎地域自立促進特別措置法[市町村計画]の実績
（単位：百万円、％）

概算事業費

Ｈ１７年度 Ｈ１８年度 Ｈ１９年度 Ｈ２０年度 Ｈ２１年度

構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比

１　産業の振興

（１）基盤整備

（２）漁港施設

（３）経営近代化施設

（４）地場産業の振興

（５）企業誘致

（６）起業の促進

（７）商業

（８）観光又はレクリエーション

（９）その他

２　交通通信体系の整備

（１）市町村道

（２）農道

（３）林道

（４）漁港関連道

（５）電気通信施設等難視聴のための施設

（６）自動車等

（７）渡船施設

（８）道路整備機械等

（９）地域間交流

（10）その他

３　生活環境の整備

（１）水道施設

（２）下水処理施設

（３）廃棄物処理施設

（４）消防施設

（５）公営住宅

（６）その他

区 分

上段：計画額
下段：実績額
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図表２－１－５(2)　　後期過疎地域自立促進特別措置法[市町村計画]の実績
（単位：百万円、％）

概算事業費

Ｈ１７年度 Ｈ１８年度 Ｈ１９年度 Ｈ２０年度 Ｈ２１年度

構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比

１　産業の振興

（１）基盤整備

（２）漁港施設

（３）経営近代化施設

（４）地場産業の振興

（５）企業誘致

（６）起業の促進

（７）商業

（８）観光又はレクリエーション

（９）その他

２　交通通信体系の整備

（１）市町村道

（２）農道

（３）林道

（４）漁港関連道

（５）電気通信施設等難視聴のための施設

（６）自動車等

（７）渡船施設

（８）道路整備機械等

（９）地域間交流

（10）その他

３　生活環境の整備

（１）水道施設

（２）下水処理施設

（３）廃棄物処理施設

（４）消防施設

（５）公営住宅

（６）その他

区 分

上段：計画額
下段：実績額

図表２－１－５(2)　　後期過疎地域自立促進特別措置法[市町村計画]の実績
（単位：百万円、％）

概算事業費

Ｈ１７年度 Ｈ１８年度 Ｈ１９年度 Ｈ２０年度 Ｈ２１年度

構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比

区 分

上段：計画額
下段：実績額

４　高齢者の福祉その他の福祉の増進

（１）高齢者福祉施設

（２）介護老人保健施設

（３）児童福祉施設

（４）母子福祉施設

（５）市町村保健ｾﾝﾀｰ及び母子健康ｾﾝﾀｰ

（６）その他

５　医療の確保

（１）診療施設

（２）特定診療科に係る診療施設

（３）その他

６　教育文化の振興

（１）学校教育関連施設

（２）幼稚園

（３）集会、体育、文化施設等

（４）その他

７　地域文化の振興等

（１）地域文化振興施設等

（２）その他

８　集落の整備

（１）過疎地域集落再編整備

（２）その他

９　その他地域の自立促進に関し必要な事項

小          計

合 計
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図表２－１－６(２)　　改正後過疎地域自立促進特別措置法[市町村計画]の事業費(H22～H27)

（単位：百万円、％）

Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度

構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比

１　産業の振興

（１）基盤整備

（２）漁港施設

（３）経営近代化施設

（４）地場産業の振興

（５）企業誘致

（６）起業の促進

（７）商業

（８）観光又はレクリエーション

（９）過疎地域自立促進特別事業

（10）その他

２　交通通信体系の整備

（１）市町村道

（２）農道

（３）林道

（４）漁港関連道

（５）鉄道施設

（６）電気通信施設等難視聴のための施設

（７）自動車等

（８）渡船施設

（９）道路整備機械等

（10）地域間交流

（11）過疎地域自立促進特別事業

（12）その他

３　生活環境の整備

（１）水道施設

（２）下水処理施設

（３）廃棄物処理施設

（４）火葬場

（５）消防施設

（６）公営住宅

（７）過疎地域自立促進特別事業

（８）その他

区 分

概算事業費

上段：計画額
下段：実績額

図表２－１－６(２)　　改正後過疎地域自立促進特別措置法[市町村計画]の事業費(H22～H27)

（単位：百万円、％）

Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度

構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比

区 分

概算事業費

上段：計画額
下段：実績額

４　高齢者の福祉その他の福祉の増進

（１）高齢者福祉施設

（２）介護老人保健施設

（３）児童福祉施設

（４）認定こども園

（５）障害者福祉施設

（６）母子福祉施設

（７）市町村保健ｾﾝﾀｰ及び母子健康ｾﾝﾀｰ

（８）過疎地域自立促進特別事業

（９）その他

５　医療の確保

（１）診療施設

（２）特定診療科に係る診療施設

（３）過疎地域自立促進特別事業

（４）その他

６　教育の振興

（１）学校教育関連施設

（２）幼稚園

（３）集会施設、体育施設等

（４）過疎地域自立促進特別事業

（５）その他

７　地域文化の振興等

（１）地域文化振興施設等

（２）過疎地域自立促進特別事業

（３）その他

８　集落の整備

（１）過疎地域集落再編整備

（２）過疎地域自立促進特別事業

（３）その他

９　その他地域の自立促進に関し必要な事項

小          計

合 計
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図表２－１－６(２)　　改正後過疎地域自立促進特別措置法[市町村計画]の事業費(H22～H27)

（単位：百万円、％）

Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度

構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比

１　産業の振興

（１）基盤整備

（２）漁港施設

（３）経営近代化施設

（４）地場産業の振興

（５）企業誘致

（６）起業の促進

（７）商業

（８）観光又はレクリエーション

（９）過疎地域自立促進特別事業

（10）その他

２　交通通信体系の整備

（１）市町村道

（２）農道

（３）林道

（４）漁港関連道

（５）鉄道施設

（６）電気通信施設等難視聴のための施設

（７）自動車等

（８）渡船施設

（９）道路整備機械等

（10）地域間交流

（11）過疎地域自立促進特別事業

（12）その他

３　生活環境の整備

（１）水道施設

（２）下水処理施設

（３）廃棄物処理施設

（４）火葬場

（５）消防施設

（６）公営住宅

（７）過疎地域自立促進特別事業

（８）その他

区 分

概算事業費

上段：計画額
下段：実績額

図表２－１－６(２)　　改正後過疎地域自立促進特別措置法[市町村計画]の事業費(H22～H27)

（単位：百万円、％）

Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度

構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比

区 分

概算事業費

上段：計画額
下段：実績額

４　高齢者の福祉その他の福祉の増進

（１）高齢者福祉施設

（２）介護老人保健施設

（３）児童福祉施設

（４）認定こども園

（５）障害者福祉施設

（６）母子福祉施設

（７）市町村保健ｾﾝﾀｰ及び母子健康ｾﾝﾀｰ

（８）過疎地域自立促進特別事業

（９）その他

５　医療の確保

（１）診療施設

（２）特定診療科に係る診療施設

（３）過疎地域自立促進特別事業

（４）その他

６　教育の振興

（１）学校教育関連施設

（２）幼稚園

（３）集会施設、体育施設等

（４）過疎地域自立促進特別事業

（５）その他

７　地域文化の振興等

（１）地域文化振興施設等

（２）過疎地域自立促進特別事業

（３）その他

８　集落の整備

（１）過疎地域集落再編整備

（２）過疎地域自立促進特別事業

（３）その他

９　その他地域の自立促進に関し必要な事項

小          計

合 計
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図表２－１－７(２)　　改正後過疎地域自立促進特別措置法[市町村計画]の事業費(H28～R2)

（単位：百万円、％）

構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比

１　産業の振興

（１）基盤整備

（２）漁港施設

（３）経営近代化施設

（４）地場産業の振興

（５）企業誘致

（６）起業の促進

（７）商業

（８）観光又はレクリエーション

（９）過疎地域自立促進特別事業

（10）その他

２　交通通信体系の整備、情報化及び地域間

　　交流の促進

（１）市町村道

（２）農道

（３）林道

（４）漁港関連道

（５）鉄道施設等

（６）電気通信施設等情報化のための施設

（７）自動車等

（８）渡船施設

（９）道路整備機械等

（10）地域間交流

（11）過疎地域自立促進特別事業

（12）その他

３　生活環境の整備

（１）水道施設

（２）下水処理施設

（３）廃棄物処理施設

（４）火葬場

（５）消防施設

（６）公営住宅

（７）過疎地域自立促進特別事業

（８）その他

上段：計画額
下段：実績額

概算事業費

区 分 Ｒ２年度Ｒ１年度Ｈ３０年度Ｈ２９年度Ｈ２８年度

図表２－１－７(２)　　改正後過疎地域自立促進特別措置法[市町村計画]の事業費(H28～R2)

（単位：百万円、％）

構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比

上段：計画額
下段：実績額

概算事業費

区 分 Ｒ２年度Ｒ１年度Ｈ３０年度Ｈ２９年度Ｈ２８年度

４　高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進

（１）高齢者福祉施設

（２）介護老人保健施設

（３）児童福祉施設

（４）認定こども園

（５）障害者福祉施設

（６）母子福祉施設

（７）市町村保健ｾﾝﾀｰ及び母子健康包括支援ｾﾝﾀｰ

（８）過疎地域自立促進特別事業

（９）その他

５　医療の確保

（１）診療施設

（２）特定診療科に係る診療施設

（３）過疎地域自立促進特別事業

（４）その他

６　教育の振興

（１）学校教育関連施設

（２）幼稚園

（３）集会施設、体育施設等

（４）過疎地域自立促進特別事業

（５）その他

７　地域文化の振興等

（１）地域文化振興施設等

（２）過疎地域自立促進特別事業

（３）その他

８　集落の整備

（１）過疎地域集落再編整備

（２）過疎地域自立促進特別事業

（３）その他

９　その他地域の自立促進に関し必要な事項

小          計

合 計
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図表２－１－７(２)　　改正後過疎地域自立促進特別措置法[市町村計画]の事業費(H28～R2)

（単位：百万円、％）

構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比

１　産業の振興

（１）基盤整備

（２）漁港施設

（３）経営近代化施設

（４）地場産業の振興

（５）企業誘致

（６）起業の促進

（７）商業

（８）観光又はレクリエーション

（９）過疎地域自立促進特別事業

（10）その他

２　交通通信体系の整備、情報化及び地域間

　　交流の促進

（１）市町村道

（２）農道

（３）林道

（４）漁港関連道

（５）鉄道施設等

（６）電気通信施設等情報化のための施設

（７）自動車等

（８）渡船施設

（９）道路整備機械等

（10）地域間交流

（11）過疎地域自立促進特別事業

（12）その他

３　生活環境の整備

（１）水道施設

（２）下水処理施設

（３）廃棄物処理施設

（４）火葬場

（５）消防施設

（６）公営住宅

（７）過疎地域自立促進特別事業

（８）その他

上段：計画額
下段：実績額

概算事業費

区 分 Ｒ２年度Ｒ１年度Ｈ３０年度Ｈ２９年度Ｈ２８年度

図表２－１－７(２)　　改正後過疎地域自立促進特別措置法[市町村計画]の事業費(H28～R2)

（単位：百万円、％）

構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比

上段：計画額
下段：実績額

概算事業費

区 分 Ｒ２年度Ｒ１年度Ｈ３０年度Ｈ２９年度Ｈ２８年度

４　高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進

（１）高齢者福祉施設

（２）介護老人保健施設

（３）児童福祉施設

（４）認定こども園

（５）障害者福祉施設

（６）母子福祉施設

（７）市町村保健ｾﾝﾀｰ及び母子健康包括支援ｾﾝﾀｰ

（８）過疎地域自立促進特別事業

（９）その他

５　医療の確保

（１）診療施設

（２）特定診療科に係る診療施設

（３）過疎地域自立促進特別事業

（４）その他

６　教育の振興

（１）学校教育関連施設

（２）幼稚園

（３）集会施設、体育施設等

（４）過疎地域自立促進特別事業

（５）その他

７　地域文化の振興等

（１）地域文化振興施設等

（２）過疎地域自立促進特別事業

（３）その他

８　集落の整備

（１）過疎地域集落再編整備

（２）過疎地域自立促進特別事業

（３）その他

９　その他地域の自立促進に関し必要な事項

小          計

合 計
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２．持続的発展の支援に関する特別措置法（ ～ ）における計画・支援

措置

（１）過疎地域持続的発展計画等

『人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の

整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施す

るために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もっ

て人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく

風格ある国土の形成に寄与する』（第１条）ことを目的とした「過疎地域の持続的発展の

支援に関する特別措置法」が令和３年４月１日、令和１２年度までの１０年間の時限立法

として施行された。

この法律では、過疎地域の持続的発展のための対策の目標に「人材の確保・育成」、「

情報通信技術の活用」、「再生可能エネルギーの利用推進」等の事項が新たに規定されて

いる。

過疎地域持続的発展のための施策は、これまでの過疎法と同様、国・都道府県・市町村

の三者が一体となって総合的かつ計画的に実施することとし、県が策定した「過疎地域自

立促進方針（以下「自立促進方針」という。）」に基づき「過疎地域持続的発展市町村計

画（以下「市町村計画」という。）」及び「過疎地域発展県計画（以下「県計画」という

。）」が策定されたところである。

（２）前期（令和３年度～７年度）過疎地域持続的発展計画に基づく事業費

前期過疎地域持続的発展計画に基づく令和４度の事業費の合計額は１ １２７億円（県計

画における事業費６５７億円、市町村計画における事業費４７０億円）である。

①県計画（図表２－２－１ ）

県計画における令和４年度における事業費は６５７億円であり、「産業の振興」と「交

通通信体系の整備」で全体の８８．５％を占めている。

②市町村計画（図表２－２－２ ）

市町村計画における事業費は４０億円であり、「産業の振興」、「交通通信体系の整備

」、「生活環境の整備」、「子育て環境の確保」の４項目で全体の８０．５％という高い

ウエイトを占めている。
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図表２－２－１（１）               過過疎疎地地域域のの持持続続的的発発展展のの支支援援にに関関すするる特特別別措措置置法法【【県県計計画画】】のの実実績績 （単位：百万円、%）

R3事業費 R4事業費 R５事業費 R６事業費 R７事業費

構成比 構成比 構成比 構成比 構成比

移住・定住・地

域間交流の促進、 移住・定住の促進

人材育成 地域間交流の促進

人材育成

その他

産業の振興

農業の振興

林業の振興

水産業の振興

地場産業の振興

企業の誘致対策

起業の促進

商業の振興

情報通信産業

観光又はレクリエーション

その他

地域における情報化

交通施設の整備、

交通手段の確保 （１） 基幹的な市町村道等の整備

①市町村道

②農道

③林道

④漁港関連施設

（２） 都道府県道等の整備

①「国道（知事管理分）

②都道府県

③農道

④林道

⑤漁港関連施設

交通確保対策

その他

　　区区　　　　分分 事事　　　　業業　　　　名名

⑤教育分野における情報
化・デジタル技術活用

その他

電気通信施設等情報化のた
めの施設

⑥その他分野における情報
化・デジタル技術活用

情報化・デジタル技術活用

④医療分野における情報
化・デジタル技術活用

①交通分野における情報
化・デジタル技術活用
②生活環境分野における情
報化・デジタル技術活用
③子育て・高齢者等福祉分
野における情報化・デジタル
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図表２－２－１（１）               過過疎疎地地域域のの持持続続的的発発展展のの支支援援にに関関すするる特特別別措措置置法法【【県県計計画画】】のの実実績績 （単位：百万円、%）

R3事業費 R4事業費 R５事業費 R６事業費 R７事業費

構成比 構成比 構成比 構成比 構成比

　　区区　　　　分分 事事　　　　業業　　　　名名

生活環境の整備

子育て環境の確保、高齢
者等の保健及び福祉の
向上及び増進

医療の確保

（１） 無医地区対策

①医師等医療従事者の確保、育成

②病院、診療所の整備

③巡回指導

④救急医療対策

⑤その他

（２） その他

教育の振興

集落の整備

地域文化の振興
再生可能エネルギーの
利用の推進
その他地域の持続的発
展に関し必要な事項

総　　　　計
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図表２－２－２（１）               過過疎疎地地域域のの持持続続的的発発展展のの支支援援にに関関すするる特特別別措措置置法法【【市市町町計計画画】】のの実実績績 （単位：百万円、%）

R3事業費 R4事業費 R５事業費 R６事業費 R７事業費

構成比 構成比 構成比 構成比 構成比

移住・定住・地

域間交流の促進、 移住・定住の促進

人材育成 地域間交流の促進

人材育成

その他

産業の振興

基盤整備

漁港施設

経営近代化施設

地場産業の振興

企業誘致

起業の促進

商業

情報通信産業

観光又はレクリエーション

その他

情報化・デジタル技術活用

その他

交通施設の整備、

交通手段の確保 市町村道

農道

林道

漁港関連道

鉄道施設等

自動車等

渡船施設

道路整備機械等

その他

生活環境の整備

水道施設

下水処理施設

廃棄物処理施設

火葬場

消防施設

公営住宅

その他

　　区区　　　　分分 事事　　　　業業　　　　名名

電気通信施設等情報化のための施設

地域における情報
化
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図表２－２－２（１）               過過疎疎地地域域のの持持続続的的発発展展のの支支援援にに関関すするる特特別別措措置置法法【【市市町町計計画画】】のの実実績績 （単位：百万円、%）

R3事業費 R4事業費 R５事業費 R６事業費 R７事業費

構成比 構成比 構成比 構成比 構成比

　　区区　　　　分分 事事　　　　業業　　　　名名

子育て環境の確

児童福祉施設

認定こども園

高齢者福祉施設

介護老人保健施設

障害者福祉施設

母子福祉施設

その他

医療の確保

診療施設

特定診療科に係る診療施設

その他

教育の振興

学校教育関連施設

幼稚園

集会施設、体育施設等

その他

集落の整備

過疎地域集落再編整備

その他

地域文化の振興

地域文化振興施設等

その他

再生可能エネルギー利用施設

その他

総　　　　計

（うち過疎地域持続的発展特別事業分）

過疎債ソフト分事業実施分

過疎債ソフト分基金積立分

基金取崩分

過疎地域持続的発展に必要な
事項

市町村保健センター及び母子健
康包括支援センター

その他地域の持
続的発展に関し必
要な事項

再生可能エネル
ギーの利用の推

進
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町

世
知

原
町

富
江

町

玉
之

浦
町

三
井

楽
町

岐
宿

町

奈
留

町

若
松

町

上
五

島
町

新
魚

目
町

有
川

町

奈
良

尾
町

芦
辺

町

厳
原

町

美
津

島
町

豊
玉

町

峰
町

上
県

町

上
対

馬
町

過
疎

計

非
過

疎
計

県
計

起
債

額
起

債
額

起
債

額
起

債
額

起
債

額
起
債
額
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図
表

２
－

３
－

５
　

起
債

（
許

可
額

）
の

状
況

 
（

過
疎

地
域

対
策

緊
急

措
置

法
該

当
団

体
分

）
（
単
位
：
百
万
円
）

市
町

村
名

う
ち

過
疎

債
う

ち
辺

地
債

う
ち
過
疎
債

う
ち
辺
地
債

う
ち
過
疎
債

う
ち
辺
地
債

う
ち
過
疎
債

う
ち
辺
地
債

う
ち
過
疎
債

う
ち
辺
地
債

平
 
戸

 
市

松
 
浦

 
市

香
 
焼

 
町

伊
王

島
町

高
 
島

 
町

野
母

崎
町

三
 
和

 
町

西
 
海

 
町

大
 
島

 
町

崎
 
戸

 
町

大
瀬

戸
町

大
 
島

 
村

小
値

賀
町

宇
 
久

 
町

福
 
島

 
町

鷹
 
島

 
町

江
 
迎

 
町

鹿
 
町

 
町

小
佐

々
町

佐
 
々

 
町

吉
 
井

 
町

世
知

原
町

富
 
江

 
町

玉
之

浦
町

三
井

楽
町

岐
 
宿

 
町

奈
 
留

 
町

若
 
松

 
町

上
五

島
町

新
魚

目
町

有
 
川

 
町

奈
良

尾
町

芦
 
辺

 
町

石
 
田

 
町

厳
 
原

 
町

美
津

島
町

豊
 
玉

 
町

峰
 
 
 
 
町

上
 
県

 
町

上
対

馬
町

過
疎

計
非
過

疎
計

合
計

昭
和

4
5
年

度
昭
和
4
6
年
度

昭
和
4
7
年
度

昭
和
4
8
年
度

起
債

額
起
債
額

起
債
額

起
債
額

昭
和
4
9
年
度

起
債
額
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図
表

２
－

３
－

５
　

起
債

（
許

可
額

）
の

状
況

 
（

過
疎

地
域

対
策

緊
急

措
置

法
該

当
団

体
分

）
（
単
位
；
百
万
円
）

合
計
(S
45
～
S5
4)

市
町
村
名

う
ち
過
疎
債

う
ち
辺
地
債

う
ち

過
疎

債
う

ち
辺

地
債

う
ち

過
疎

債
う

ち
辺

地
債

う
ち

過
疎

債
う

ち
辺

地
債

う
ち

過
疎

債
う

ち
辺

地
債

う
ち
過
疎
債

う
ち
辺
地
債

平
 戸

 市
松
 浦

 市
香
 焼

 町
伊
王
島
町

高
 島

 町
野
母
崎
町

三
 和

 町
西
 海

 町
大
 島

 町
崎
 戸

 町
大
瀬
戸
町

大
 島

 村
小
値
賀
町

宇
 久

 町
福
 島

 町
鷹
 島

 町
江
 迎

 町
鹿
 町

 町
小
佐
々
町

佐
 々

 町
吉
 井

 町
世
知
原
町

富
 江

 町
玉
之
浦
町

三
井
楽
町

岐
 宿

 町
奈
 留

 町
若
 松

 町
上
五
島
町

新
魚
目
町

有
 川

 町
奈
良
尾
町

芦
 辺

 町
石
 田

 町
厳
 原

 町
美
津
島
町

豊
 玉

 町
峰
  
  
町

上
 県

 町
上
対
馬
町

過
疎
計

非
過
疎
計

合
計

昭
和

53
年
度

昭
和
54
年
度

昭
和
50

年
度

昭
和

51
年

度
昭

和
52
年

度

起
債
額

起
債
額

起
債
額

起
債
額

起
債

額
起

債
額
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図
表

２
－

３
－

６
　

過
疎

対
策

事
業

債
施

設
別

配
分

状
況

（
過

疎
地

域
自

立
促

進
特

別
措

置
法

）
（

単
位

：
百

万
円

、
％

）

区
分

施
　

　
設

　
　

名
起

債
額

構
成

比
起

債
額

構
成

比
起

債
額

構
成

比
起

債
額

構
成

比
起

債
額

構
成

比
起

債
額

構
成

比
起

債
額

構
成

比
起

債
額

構
成

比
起

債
額

構
成

比
起

債
額

構
成

比
起

債
額

構
成

比
起

債
額

構
成

比
起

債
額

構
成

比
起

債
額

構
成

比
起

債
額

構
成

比
起

債
額

構
成

比
起

債
額

構
成

比
起

債
額

構
成

比
起

債
額

構
成

比
起

債
額

構
成

比
起

債
額

構
成

比
起

債
額

構
成

比
起

債
額

構
成

比
起

債
額

構
成

比

百
万
円

百
万
円

百
万
円

百
万
円

百
万
円

百
万

円
百

万
円

百
万

円
百

万
円

百
万

円
百

万
円

百
万

円
百

万
円

百
万

円
百
万
円

百
万
円

百
万
円

百
万
円

百
万
円

百
万
円

百
万
円

百
万
円

百
万
円

百
万
円

法
人

に
対

す
る

出
資

市
町

村
道

・
橋

り
ょ

う

農
道

・
林

道

林
業

用
作

業
道

漁
港

・
漁

港
関

連
道

港
湾

施
設

地
場

産
業

振
興

施
設

貸
工

場
又

は
貸

事
務

所

観
光

・
ﾚｸ

ﾘｴ
-ｼ

ｮﾝ
施

設

農
林

漁
業

経
営

近
代

化
施

設

商
店

街
振

興
施

設

小
　

　
　

計

市
町

村
道

・
橋

り
ょ

う

農
道

・
林

道

電
気

通
信

施
設

地
域

鉄
道

自
動

車
・

雪
上

車

渡
船

施
設

除
雪

機
械

小
　

　
　

計

下
水

道
処

理
施

設

一
般

廃
棄

物
処

理
施

設

消
防

施
設

火
葬

場

高
齢

者
保

健
福

祉
施

設

保
育

所
・

児
童

館

認
定

こ
ど

も
園

障
害

者
（

児
）

施
設

市
町

村
保

健
セ

ン
タ

ー
等

診
療

施
設

簡
易

水
道

施
設

小
　

　
　

計

小
・
中
学
校
校
舎
・
屋
体
・
寄
宿
舎
等

図
書

館

市
町

村
立

幼
稚

園

小
規

模
校

校
舎

教
職

員
住

宅

学
校

給
食

施
設

通
学

施
設

公
民

館

そ
の

他
の

集
会

施
設

住
民

の
ﾚｸ

ﾘｴ
-ｼ

ｮﾝ
施

設
  

  

地
域

文
化

振
興

施
設

小
　

　
　

計

移
転

跡
地

移
転

先
地

定
住

促
進

団
地

小
　

　
　

計

※
H1

8～
発

行
（

予
定

）
額

合
　

　
　

計

平
成

２
８

年
度

平
成

２
７

年
度

平
成

１
６

年
度

平
成

１
７

年
度

平
成

１
８

年
度

平
成

１
４

年
度

平
成

１
５

年
度

教 育 文 化 施 設 集 落 整 備

過
疎

地
域

自
立

促
進

特
別

事
業

（
ソ

フ
ト

事
業

）

過
疎

地
域

自
立

促
進

特
別

措
置

法
（

H1
2～

21
）

同
左

（
改

正
法

）
(H

22
～

）

令
和

元
年

度
平

成
２

９
年

度
平

成
２

２
年

度
平

成
２

３
年

度
平

成
２

０
年

度
平

成
１

２
年

度
平

成
１

３
年

度

自
然

エ
ネ

ル
ギ

ー
を

利
用

す
る

た
め

の
施

設

産 業 振 興 施 設

平
成

２
６

年
度

交 通 通 信 施 設 厚 生 施 設

令
和

２
年

度
令

和
３

年
度

令
和

４
年

度

過
疎

地
域

の
持

続
的

発
展

の
支

援
に

関
す

る
特

別
措

置
法

（
R3

～
）

合
計

平
成

２
１

年
度

平
成

２
４

年
度

平
成

２
５

年
度

平
成

１
９

年
度

平
成

３
０

年
度
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図
表

２
－

３
－

７
　

過
疎

対
策

事
業

債
施

設
別

配
分

状
況

（
過

疎
地

域
活

性
化

特
別

措
置

法
）

（
単
位
：
百
万
円
、
％
）

  
  
 合

　
　
計

施
　
　
設
　
　
名

起
債
額

起
債
額

起
債
額

起
債
額

起
債
額

起
債
額

起
債
額

起
債
額

起
債
額

起
債
額

起
債
額

構
成
比

構
成
比

構
成
比

構
成
比

構
成
比

構
成
比

構
成
比

構
成
比

構
成
比

構
成
比

構
成
比

法
人
に
対
す
る
出
資

市
町
村
道
・
橋
り
ょ
う

農
道
・
林
道

林
業
用
作
業
道

漁
港
・
漁
港
関
連
道

港
湾
施
設

地
場
産
業
振
興
施
設

観
光
・
ﾚｸ
ﾘｴ
-ｼ
ｮﾝ
施
設

農
林
漁
業
経
営
近
代
化
施
設

商
店
街
振
興
施
設

小
　
　
　
計

市
町
村
道
・
橋
り
ょ
う

農
道
・
林
道

電
気
通
信
施
設

自
動
車
・
雪
上
車

渡
船
施
設

除
雪
機
械

小
　
　
　
計

下
水
道
処
理
施
設

消
防
施
設

高
齢
者
福
祉
増
進
施
設

保
育
所
・
児
童
館

母
子
健
康
セ
ン
タ
－

診
療
施
設

簡
易
水
道
施
設

小
　
　
　
計

統
合
校
舎
・
屋
体
・
寄
宿
舎

小
規
模
校
校
舎

学
校
給
食
施
設

教
職
員
住
宅

通
学
施
設

公
民
館

そ
の
他
の
集
会
施
設

住
民
の
ﾚｸ
ﾘｴ
-ｼ
ｮﾝ
施
設
  
  

小
　
　
　
計

移
転
跡
地

移
転
先
地

定
住
促
進
団
地

小
　
　
　
計

平
成
８
年
度

平
成
２
年
度

平
成
３
年
度

平
成
４
年
度

平
成
５
年
度

平
成
６
年
度

平
成
７
年
度

平
成
１
１
年
度

区 分 交 通 通 信 施 設産 業 振 興 施 設

合
　
　
　
計

集 落 整 備教 育 文 化 施 設厚 生 施 設

平
成
９
年
度

平
成
１
０
年
度
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図
表
２
－
３
－
８
　
過
疎
対
策
事
業
債
施
設
別
配
分
状
況
　
（
過
疎
地
域
振
興
特
別
措
置
法
）

（
単
位
：
百
万
円
、
％
）

  
  
 合

　
　
計

施
　
　
設
　
　
名

起
債
額

起
債
額

起
債
額

起
債
額

起
債
額

起
債
額

起
債
額

起
債
額

起
債
額

起
債
額

起
債
額

構
成
比

構
成
比

構
成
比

構
成
比

構
成
比

構
成
比

構
成
比

構
成
比

構
成
比

構
成
比

構
成
比

市
町
村
道
等

農
林
道
等

有
線
電
気
通
信
・
無
線
電
話

自
動
車
等

渡
船
施
設

除
雪
機
械

小
　
　
　
計

統
合
校
舎

小
規
模
校
の
教
育
充
実
施
設

公
民
館

集
会
施
設

そ
の
他
ﾚｸ
ﾘｴ
ｰｼ
ｮﾝ
施
設

小
　
　
　
計

診
療
施
設

保
育
所

児
童
館

老
人
福
祉
施
設

消
防
施
設

母
子
健
康
セ
ン
タ
ー

簡
易
水
道
施
設

小
　
　
　
計

漁
港

農
林
漁
業
経
営
近
代
化
施
設

地
場
産
業
振
興
施
設

商
店
街
振
興
施
設

観
光
ﾚｸ
ﾘｴ
ｰｼ
ｮﾝ
施
設

小
　
　
　
計

移
転
跡
地

移
転
先
地

小
　
　
　
計

区 分

昭
和
５
５
年
度

昭
和
５
６
年
度

昭
和
５
７
年
度

合
　
　
　
計

産 業 振 興 施 設厚 生 施 設教 育 文 化 施 設交 通 通 信 施 設

昭
和
６
３
年
度

平
成
元
年
度

昭
和
５
８
年
度

昭
和
５
９
年
度

昭
和
６
０
年
度

昭
和
６
１
年
度

昭
和
６
２
年
度
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図
表

２
－

３
－

９
　

過
疎

対
策

事
業

債
施

設
別

配
分

状
況

　
　

（
過

疎
地

域
対

策
緊

急
措

置
法

）

（
単

位
：

百
万

円
、

％
）

 
 
 
 
 
合

　
　

計

起
債

額
起

債
額

起
債

額
起

債
額

起
債

額
起

債
額

起
債

額
起

債
額

起
債

額
起

債
額

起
債

額

構
成

比
構

成
比

構
成

比
構

成
比

構
成

比
構

成
比

構
成

比
構

成
比

構
成

比
構

成
比

構
成

比

道
路

橋
梁

農
道

林
道

漁
港

関
連

道

渡
船

係
留

施
設

校
舎

屋
内

運
動

場

教
職

員
住

宅

通
学

バ
ス

・
ボ

ー
ト

そ
の

他

渡
船

施
設

自
動

車
等

消
防

施
設

母
子

健
康

セ
ン

タ
ー

簡
易

水
道

漁
港

統
合

校
舎

等

合
　

　
　

計

公
民

館

集
会

施
設

診
療

施
設

保
育

所

児
童

館

老
人

福
祉

施
設

農
林

漁
業

近
代

化
施

設

観
光

レ
ク

リ
ェ

ー
シ

ョ
ン

施
設

集
落

移
転

昭
和

４
６

年
度

昭
和

４
７

年
度

有
線

電
機

通
信

設
備

農
林

道
等

施
　

　
設

　
　

名

市
町

村
道

昭
和

４
５

年
度

昭
和

５
３

年
度

昭
和

５
４

年
度

昭
和

４
８

年
度

昭
和

４
９

年
度

昭
和

５
０

年
度

昭
和

５
１

年
度

昭
和

５
２

年
度
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図
表

２
－

３
－

１
０

(1
)　

辺
地

対
策

事
業

債
施

設
別

配
分

の
状

況

※
H1

8～
発

行
（予

定
）額

（単
位

：百
万

円
、％

）

起
債

額
構

成
比

起
債

額
構

成
比

起
債

額
構

成
比

起
債

額
構

成
比

起
債

額
構

成
比

起
債

額
構

成
比

起
債

額
構

成
比

起
債

額
構

成
比

起
債

額
構

成
比

起
債

額
構

成
比

起
債

額
構

成
比

起
債

額
構

成
比

起
債

額
構

成
比

起
債

額
構

成
比

起
債

額
構

成
比

起
債

額
構

成
比

起
債

額
構

成
比

起
債

額
構

成
比

起
債

額
構

成
比

起
債

額
構

成
比

起
債

額
構

成
比

起
債

額
構

成
比

起
債

額
構

成
比

百
万

円
％

百
万

円
％

百
万

円
％

百
万

円
％

百
万

円
％

百
万

円
％

百
万

円
％

百
万

円
％

百
万

円
％

百
万

円
％

百
万

円
％

百
万

円
％

百
万

円
％

百
万

円
％

百
万

円
％

百
万

円
％

百
万

円
％

百
万

円
％

百
万

円
％

百
万

円
％

百
万

円
％

百
万

円
％

百
万

円
％

市
町

村
道

・橋
りょ

う

農
道

・林
道

電
気

通
信

施
設

自
動

車
・雪

道
車

渡
船

施
設

除
雪

機
械

へ
き

地
集

会
所

寄
宿

舎

学
校

給
食

施
設

教
職

員
住

宅

通
学

施
設

公
民

館
そ

の
他

集
会

施
設

診
療

施
設

保
育

所

児
童

館

母
子

健
康

セ
ン

ター

高
齢

者
福

祉
施

設

消
防

施
設

飲
用

水
供

給
施

設

下
水

処
理

施
設

生
活

改
善

セ
ン

ター

へ
き

地
保

健
福

祉
館

市
町

村
道

・橋
りょ

う

農
道

・林
道

農
林

漁
業

近
代

化
施

設

地
場

産
業

振
興

施
設

観
光

ﾚｸ
ﾘｴ

ｰｼ
ｮﾝ

施
設

離
島

開
発

セ
ン

ター

29
 電

灯
用

電
気

供
給

施
設

区
分

施
設

名

平
成

2-
13

年
度

平
成

14
年

度
平

成
15

年
度

平
成

16
年

度
平

成
17

年
度

平
成

18
年

度
平

成
29

年
度

平
成

30
年

度
平

成
19

年
度

平
成

20
年

度
平

成
21

年
度

平
成

22
年

度
平

成
23

年
度

平
成

24
年

度
令

和
元

年
度

令
和

2年
度

令
和

3年
度

合
計

交 通 通 信 ・

産 業 振 興 施 設
小

　　
　計

平
成

25
年

度
平

成
26

年
度

平
成

27
年

度
平

成
28

年
度

令
和

4年
度

産 業 振 興 施 設

小
　　

　計

合
　　

　　
　計

交 通 通 信 施 設

小
　　

　計

教 育 文 化 施 設

小
　　

　計

厚 生 施 設

小
　　

　計

図
表

２
－

３
－

１
０
(
2
)
　
辺
地
対
策
事
業
債
施
設

別
配
分
の
状
況

（
単
位
：
百
万
円
、
％
）

 
 
 
 
 
合
　
　
計

施
　
　
設
　
　
名

起
債

額
起

債
額

起
債

額
起

債
額

起
債

額
起

債
額

起
債
額

起
債
額

起
債
額

起
債
額

起
債
額

構
成

比
構

成
比

構
成

比
構

成
比

構
成

比
構

成
比

構
成

比
構

成
比

構
成

比
構

成
比

構
成

比

電
気
供
給
施
設

道
路
・
橋
梁

渡
船
施
設

通
学
施
設

診
療
施
設

飲
料
水
供
給
施
設

有
線
電
気
通
信
・
無
線

電
話

農
道
・
林
道

教
職
員
住
宅

学
校
給
食
施
設

へ
き
地
集
会
室
　

公
民
館
そ
の
他
集
会
施

設

保
育
所
　

児
童
館

母
子
健
康
セ
ン
タ
ー

生
活
改
善
セ
ン
タ
ー

豪
雪
山
村
開
発
セ
ン
タ

ー

山
村
開
発
セ
ン
タ
ー

克
雪
管
理
セ
ン
タ
ー

へ
き
地
保
健
福
祉
館
　

高
齢
者
福
祉
増
進
施
設

そ
の
他
ﾚ
ｸ
ﾘ
ｪ
ｰ
ｼ
ｮ
ﾝ
施
設

消
防
施
設

自
動
車
等

除
雪
機
械

離
島
開
発
ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

農
林
漁
業
経
営
近
代
化

施
設

観
光
ﾚ
ｸ
ﾘ
ｪ
ｰ
ｼ
ｮ
ﾝ
施
設

下
水
道
施
設

地
場
産
業
振
興
施
設

平
成

２
年

度
平

成
３

年
度

平
成

４
年

度
平
成
１
０
年
度

平
成
１
１
年
度

平
成

５
年

度
平

成
６

年
度

平
成

７
年

度
平
成
８
年
度

平
成
９
年
度
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図
表

２
－

３
－

１
０

(1
)　

辺
地

対
策

事
業

債
施

設
別

配
分

の
状

況

※
H1

8～
発

行
（予

定
）額

（単
位

：百
万

円
、％

）

起
債

額
構

成
比

起
債

額
構

成
比

起
債

額
構

成
比

起
債

額
構

成
比

起
債

額
構

成
比

起
債

額
構

成
比

起
債

額
構

成
比

起
債

額
構

成
比

起
債

額
構

成
比

起
債

額
構

成
比

起
債

額
構

成
比

起
債

額
構

成
比

起
債

額
構

成
比

起
債

額
構

成
比

起
債

額
構

成
比

起
債

額
構

成
比

起
債

額
構

成
比

起
債

額
構

成
比

起
債

額
構

成
比

起
債

額
構

成
比

起
債

額
構

成
比

起
債

額
構

成
比

起
債

額
構

成
比

百
万

円
％

百
万

円
％

百
万

円
％

百
万

円
％

百
万

円
％

百
万

円
％

百
万

円
％

百
万

円
％

百
万

円
％

百
万

円
％

百
万

円
％

百
万

円
％

百
万

円
％

百
万

円
％

百
万

円
％

百
万

円
％

百
万

円
％

百
万

円
％

百
万

円
％

百
万

円
％

百
万

円
％

百
万

円
％

百
万

円
％

市
町

村
道

・橋
りょ

う

農
道

・林
道

電
気

通
信

施
設

自
動

車
・雪

道
車

渡
船

施
設

除
雪

機
械

へ
き

地
集

会
所

寄
宿

舎

学
校

給
食

施
設

教
職

員
住

宅

通
学

施
設

公
民

館
そ

の
他

集
会

施
設

診
療

施
設

保
育

所

児
童

館

母
子

健
康

セ
ン

ター

高
齢

者
福

祉
施

設

消
防

施
設

飲
用

水
供

給
施

設

下
水

処
理

施
設

生
活

改
善

セ
ン

ター

へ
き

地
保

健
福

祉
館

市
町

村
道

・橋
りょ

う

農
道

・林
道

農
林

漁
業

近
代

化
施

設

地
場

産
業

振
興

施
設

観
光

ﾚｸ
ﾘｴ

ｰｼ
ｮﾝ

施
設

離
島

開
発

セ
ン

ター

29
 電

灯
用

電
気

供
給

施
設

区
分

施
設

名

平
成

2-
13

年
度

平
成

14
年

度
平

成
15

年
度

平
成

16
年

度
平

成
17

年
度

平
成

18
年

度
平

成
29

年
度

平
成

30
年

度
平

成
19

年
度

平
成

20
年

度
平

成
21

年
度

平
成

22
年

度
平

成
23

年
度

平
成

24
年

度
令

和
元

年
度

令
和

2年
度

令
和

3年
度

合
計

交 通 通 信 ・

産 業 振 興 施 設
小

　　
　計

平
成

25
年

度
平

成
26

年
度

平
成

27
年

度
平

成
28

年
度

令
和

4年
度

産 業 振 興 施 設

小
　　

　計

合
　　

　　
　計

交 通 通 信 施 設

小
　　

　計

教 育 文 化 施 設

小
　　

　計

厚 生 施 設

小
　　

　計

図
表

２
－

３
－

１
０
(
2
)
　
辺
地
対
策
事
業
債
施
設

別
配
分
の
状
況

（
単
位
：
百
万
円
、
％
）

 
 
 
 
 
合
　
　
計

施
　
　
設
　
　
名

起
債

額
起

債
額

起
債

額
起

債
額

起
債

額
起

債
額

起
債
額

起
債
額

起
債
額

起
債
額

起
債
額

構
成

比
構

成
比

構
成

比
構

成
比

構
成

比
構

成
比

構
成

比
構

成
比

構
成

比
構

成
比

構
成

比

電
気
供
給
施
設

道
路
・
橋
梁

渡
船
施
設

通
学
施
設

診
療
施
設

飲
料
水
供
給
施
設

有
線
電
気
通
信
・
無
線

電
話

農
道
・
林
道

教
職
員
住
宅

学
校
給
食
施
設

へ
き
地
集
会
室
　

公
民
館
そ
の
他
集
会
施

設

保
育
所
　

児
童
館

母
子
健
康
セ
ン
タ
ー

生
活
改
善
セ
ン
タ
ー

豪
雪
山
村
開
発
セ
ン
タ

ー

山
村
開
発
セ
ン
タ
ー

克
雪
管
理
セ
ン
タ
ー

へ
き
地
保
健
福
祉
館
　

高
齢
者
福
祉
増
進
施
設

そ
の
他
ﾚ
ｸ
ﾘ
ｪ
ｰ
ｼ
ｮ
ﾝ
施
設

消
防
施
設

自
動
車
等

除
雪
機
械

離
島
開
発
ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

農
林
漁
業
経
営
近
代
化

施
設

観
光
ﾚ
ｸ
ﾘ
ｪ
ｰ
ｼ
ｮ
ﾝ
施
設

下
水
道
施
設

地
場
産
業
振
興
施
設

平
成

２
年

度
平

成
３

年
度

平
成

４
年

度
平
成
１
０
年
度

平
成
１
１
年
度

平
成

５
年

度
平

成
６

年
度

平
成

７
年

度
平
成
８
年
度

平
成
９
年
度
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図
表
２
－
３
－
１
０
(
3
)
　
辺
地
対
策
事
業
債
施
設
別
配
分
の
状
況

（
単

位
：

百
万

円
、

％
）

 
 
 
 
 
合

　
　

計

施
　

　
設

　
　

名
起

債
額

起
債

額
起

債
額

起
債

額
起

債
額

起
債

額
起

債
額

起
債

額
起

債
額

起
債

額
起

債
額

構
成
比

構
成
比

構
成
比

構
成
比

構
成
比

構
成
比

構
成
比

構
成
比

構
成
比

構
成
比

構
成
比

電
気

供
給

施
設

道
路

・
橋

梁

渡
船

施
設

通
学

施
設

診
療

施
設

飲
料

水
供

給
施

設

有
線

電
気

通
信

・
無

線
電

話

農
道

・
林

道

教
職

員
住

宅

学
校

給
食

施
設

へ
き

地
集

会
室

公
民

館
そ

の
他

集
会

施
設

保
育

所

児
童

館

母
子

健
康

セ
ン

タ
ー

生
活

改
善

セ
ン

タ
ー

豪
雪

山
村

開
発

セ
ン

タ
ー

山
村

開
発

セ
ン

タ
ー

克
雪

管
理

セ
ン

タ
ー

へ
き

地
保

健
福

祉
館

老
人

福
祉

施
設

そ
の

他
ﾚ
ｸ
ﾘ
ｴ
ｰ
ｼ
ｮ
ﾝ
施

設

消
防

施
設

自
動

車
等

除
雪

機
械

離
島

開
発

セ
ン

タ
ー

農
林

漁
業

経
営

近
代

化
施

設

観
光

ﾚ
ｸ
ﾘ
ｴ
ｰ
ｼ
ｮ
ﾝ
施

設

平
成

元
年

度
昭

和
５

８
年

度
昭

和
５

９
年

度
昭

和
６

０
年

度
昭

和
６

１
年

度
昭

和
６

２
年

度
昭

和
５

５
年

度
昭

和
５

６
年

度
昭

和
５

７
年

度
昭

和
６

３
年

度

図
表

２
－

３
－

１
０

(4
)　

辺
地

対
策

事
業

債
施

設
別
配
分
の
状
況

（
単

位
：

百
万

円
、

％
）

  
  

 合
　

　
計

施
　

　
設

　
　

名
起

債
額

起
債

額
起

債
額

起
債

額
起

債
額

起
債

額
起

債
額

起
債

額
起

債
額

起
債

額
起

債
額

構
成
比

構
成
比

構
成
比

構
成
比

構
成
比

構
成
比

構
成
比

構
成
比

構
成
比

構
成
比

構
成
比

電
気

導
入

施
設

道
路

橋
梁

施
設

渡
船

施
設

通
学

施
設

診
療

施
設

飲
用

水
供

給
施

設

有
線

電
気

通
信

設
備

・
無

線
電

話

農
道

林
道

教
員

住
宅

学
校

給
食

施
設

設
備

へ
き

地
集

会
室

公
民

館
そ

の
他

集
会

施
設

保
育

所

児
童

館

老
人

福
祉

施
設

母
子

健
康

セ
ン

タ
ー

消
防

施
設

住
民

の
交

通
の

便
に

供
す

る
自

動
車

除
雪

機
械

生
活

改
善

セ
ン

タ
ー

山
村

開
発

セ
ン

タ
ー

離
島

開
発

総
合

セ
ン

タ
ー

特
別

豪
雪

地
帯

除
雪

管
理

セ
ン

タ
ー

へ
き

地
保

健
福

祉
会

館

農
林

漁
業

近
代

化
施
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図図表表２２－－３３－－１１１１　　過過疎疎対対策策事事業業債債施施設設別別配配分分状状況況（（法法律律別別）） 　↓　H22～R2の発行予定額

区

分 施　　設　　名 起債額 構成比 起債額 構成比 起債額 構成比 起債額 構成比 起債額 構成比 起債額 構成比 起債額 構成比

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

法人に対する出資

市町村道・橋りょう

農道・林道

林業用作業道

漁港・漁港関連道

港湾施設

地場産業振興施設

貸工場又は貸事務所

観光・ﾚｸﾘｴ-ｼｮﾝ施設

農林漁業経営近代化施設

商店街振興施設

小　　　計

市町村道・橋りょう

農道・林道

電気通信施設

地域鉄道

自動車・雪上車
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除雪機械

小　　　計

下水道処理施設

一般廃棄物処理施設

消防施設

火葬場

高齢者保健福祉施設

障害者（児）施設

保育所・児童館

認定こども園

母子健康センタ－

診療施設

簡易水道施設

小　　　計

小・中学校校舎・屋体・寄宿舎等

図書館

市町村立幼稚園

小規模校校舎

教職員住宅

学校給食施設

通学施設

公民館

その他の集会施設

住民のﾚｸﾘｴ-ｼｮﾝ施設    

地域文化振興施設

小　　　計

移転跡地

移転先地

定住促進団地

小　　　計
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特別措置法(改正後)

過疎地域対策緊急 過疎地域振興特別 過疎地域活性化 合計

措置法(S45-54) 措置法(S55- 特別措置法(H2-11) 特別措置法(H12-21)
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業
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（２）集落整備事業の実施状況

（単位：人、世帯、千円）

年

市町村名 集　　落 人 口 世帯数 事 業 量 国  庫 県補助金 過 疎 債 　移   　転   　先

度 補助金

小値賀町 野　　首 長崎市、北九州市

若 松 町 荒　　回 有福地区

上対馬町 加勢ケ浦 大増地区

   計    ３

小値賀町 薮 路 木 笛吹地区

奈 留 町 葛　　島 樫ノ木山地区

若 松 町 (荒　回) 有福地区

水 ノ 浦 土井ノ浦地区

小　　作 宿ノ浦地区

桐古里地区

昼 ノ 浦 愛知県、大阪府内

   計    ５

小値賀町 (薮路木) 笛吹地区

奈 留 町 (葛　島) 樫ノ木山地区

上五島町 熊　　高 青方地区

時 津 町 鷹　　島 日並地区

   計    ２

奈 留 町 本 河 原 樫ノ木山地区

若 松 町 (昼ノ浦) 桐、土井ノ浦地区

上五島町 (熊　高) 愛知県､長崎市､青方地区

有 川 町 山　　田 有川地区、福島町

   計    ２

上五島町 折　　島 青方地区

樽　　見

有 川 町 畑　　尻 江ノ浜地区

   計    ３

上五島町 (折　島) 青方地区

(樽　見)

   計   (２)

若 松 町 越　　路 中ノ浦地区

上五島町 (樽　見) 青方地区

   計    １

若 松 町 有　　福 小田地区

   計    １

若 松 町 (有　福) 小田地区

   計   (１)

若 松 町 (有　福) 小田地区

   計   (１)

小値賀町 (殿　崎) 木場地区

   計    １

 合   　計   １８
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（３）　過疎地域活性化施設建設事業等の状況

〔コミュニティセンター〕
    （単位：㎡、千円）

年  度 市 町 村 名       構造・面積 事 業 費 国庫補助金

 S51～52  大 瀬 戸 町    Ｒ・Ｃ　３Ｆ    1,481

  53～54  鹿  町  町    Ｒ・Ｃ　２Ｆ    1,841

  54～55  美 津 島 町    Ｒ・Ｃ　３Ｆ    1,400

  58～59  佐  々  町    Ｒ・Ｃ　２Ｆ    1,978

 H 1～ 2  野 母 崎 町    Ｒ・Ｃ　２Ｆ    1,682

〔高齢者コミュニティセンター〕
    （単位：㎡、千円）

  年  度  市 町 村 名       構造・面積  事 業 費 国庫補助金

 西  海  町    Ｒ・Ｃ　１Ｆ    　450

 小 佐 々 町    Ｒ・Ｃ　１Ｆ    　355

〃  美 津 島 町    Ｒ・Ｃ　１Ｆ      258

 千 々 石 町    Ｒ・Ｃ　１Ｆ    　310

〃  鹿  町  町    Ｒ・Ｃ　１Ｆ    　314

 福  島  町    鉄　骨　１Ｆ    　334

〔“リフレッシュふるさと”推進モデル事業〕
        （単位：千円）

  年  度  市 町 村 名 事業内容  事 業 費 国庫補助金

H1～2  厳　原　町    遊歩道、交流センター

   多目的広場、バンガロー

4～5  伊 王 島 町    資料館、体育館

 有  川  町 　 ログハウス、テニスコート

　 バーベキュー広場

〔過疎地域活性化推進モデル事業〕
        （単位：千円）

  年  度  市 町 村 名 事業内容  事 業 費 国庫補助金

 小  浜  町    街並み整備・照明・サイン

   ガイドライン策定    

 伊 王 島 町    町のイメージソング作成・

   ＣＤ等制作・イベント開催

 平  戸  市 　 和蘭商館に関する構造物

　 資料調査・設計図作成

 　シンポジウムの開催

 高　島　町 　 「ﾘﾆｭｰｱﾙｱｲﾗﾝﾄﾞ高島」ｲﾝﾌｫｰ

　 ﾒｰｼｮﾝ、交流イベント

　 まちづくりｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ開催
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〔過疎地域滞在施設整備モデル事業〕
    （単位：㎡、千円）

  年  度  市 町 村 名 事業内容  事 業 費 国庫補助金

H8～9  大  島  村   宿泊施設（漁火館）

  　ＲＣ２階建　

    研修室、居室等

10～11  宇　久　町   宿泊施設（宇久シーパークホテル）

  　ＲＣ２階建　

    研修室、居室等

11～12  野 母 崎 町   宿泊施設（ふれあいセンター）

  　ＲＣ３階建　

    会議室、居室等

12～13  鷹  島  町   周辺整備（モンゴル村温泉施設）

〔過疎地域集落再編整備事業〕
    （単位：千円）

  年  度  市 町 村 名 事業内容  事 業 費 国庫補助金

H14～15  世 知 原 町   定住促進団地建設に係る宅地造成

　及び生活関連施設整備。

　　住宅用地造成費、共同駐車場

　　道路、広場・緑地、給水施設

　　共同受信施設、し尿処理施設外

 西  海  市   定住促進空き家活用事業

　 県教職員住宅の購入・改修による住宅整備

　（ＲＣ４階建　8戸）

 壱　岐　市 定住促進空き家活用事業
　子育て世帯や若年単身者、移住者向けに
　空き家を整備し、定住人口増加を図る。

〔地域間交流施設整備事業〕
    （単位：㎡、千円）

  年  度  市 町 村 名 事業内容  事 業 費 国庫補助金

H14～15  崎　戸　町   宿泊施設（ホテル咲き都）

  　ＲＣ４階建　

    客室、レストラン・ラウンジ、

　　多目的ホール、会議室、売店 等

 有　川　町 　資料展示・飲食施設（五島うどんの里）

　　木造平屋建　床面積695.21

　　展示見学コーナー、製品倉庫、

　　食堂（50席）、製造体験コーナー等

 西　海　市 　スポーツレクリエーション施設(屋内ﾌﾟｰﾙ)

　　鉄骨ﾃﾝﾄ造(一部RC造)　平屋1,060
　　大ﾌﾟｰﾙ(25m×7ﾚｰﾝ)、小ﾌﾟｰﾙ(10m×5m)
　　シャワー室、更衣室
　　(附帯設備)
　  太陽光発電設備、遊歩道、案内板、外灯
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〔過疎地域自立活性化推進交付金〕　R3～過疎地域持続的発展支援交付金
    （単位：千円）

  年  度  市 町 村 名 事業内容  事 業 費 国庫補助金

 対　馬　市 ○認知度向上による「つしまヂカラ」発掘

　推進事業

 松　浦　市 ○福岡アンテナショップを核とした“松浦”

　ＦＡＮ創出事業

 壱　岐　市 ○しま共通地域通貨を活用した産業振興及び

　交流人口拡大事業

 五　島　市 ○「久賀島の文化的景観」を活かした暮らせ

　るしまづくり推進事業

 壱　岐　市 ○島民参加型観光ネットワーク整備事業

 雲　仙　市 ○ＵＮＺＥＮ、温泉と地下構造調査事業

　　経済圏域の福岡でアンケート、ＰＲ、売
　り込み実証実験及び韓国観光客へのアンケ
　ートと釜山市における誘致ＰＲを行い、地
　場産品の販売戦略と活用策を模索し、生産
　意欲向上と地域活性化に繋げる。

　　アンテナショップを情報発信の起点とし
　て、松浦市の食・体験・歴史を楽しんでも
　らう観光客の呼び込み、地場産業の周知徹
　底・販売拡大、人と人とのふれ合いを大切
　にした地域交流事業の拡大に取り組む。

　　過疎地域の経済活性化、交流人口の拡大
　のため、しま共通地域通貨（プレミアム付
　き離島過疎市町村共通商品券）の発行に向
　け、制度設計やＰＲ等を実施する。

　　離島である五島市の二次離島「久賀島」
　の自立活性化推進のため、島外住民からの
　人的・経済的支援を地域存続の重要キーワ
　ードと捉えることで、そこから島の価値や
　魅力を守り活かす方法を見出し、結果とし
　て島民が島で生活を続けることができるし
　まづくりに取り組む。
　・地域づくりキーパーソンとの交流
　・ボランティアツーリズムの推進
　・島外の久賀島応援団との連携による
　　特産品の開発・商品化　など

　　島民参加型の観光ネットワークを整備す
　ることにより、地域内住民の自立化、交流
　人口の拡大、地産地消の推進を図る。
　・ポイント会員（市内外問わず）が宿泊者
　　を壱岐市観光連盟に紹介
　・観光連盟はホテル・旅館へ予約の手続き
　　を行い、成約時には紹介者及び宿泊者へ
　　ポイントを付与し、溜まったポイントに
　　応じて島内で使用出来る商品券を配布

　・休止源泉を含め100か所以上の源泉の調
　　査を実施し、「源泉台帳」を作成。
　・主要な源泉箇所をっピックアップし、
　　年間を通したモニタリング調査を実施。
　・地下構造の調査。
　・地域住民への調査結果報告、課題解決に
　　向けた地下資源の保護策等について検
　　討。
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〔過疎地域持続的発展支援交付金〕　～R2　過疎地域自立活性化推進交付金
    （単位：千円）

  年  度  市 町 村 名 事業内容  事 業 費 国庫補助金

五　島　市 ○五島市鳥獣被害対策ICTイノベーション事業

〔過疎地域遊休施設再整備事業〕
    （単位：千円）

  年  度  市 町 村 名 事業内容  事 業 費 国庫補助金

 長　崎　市 ○伊王島地区活性化交流拠点施設整備事業

（旧伊王島町）

〔過疎集落等自立再生緊急対策事業〕
    （単位：千円）

  年  度  市 町 村 名 事業内容  事 業 費 国庫補助金
 島　原　市 ○有明地区交流拠点施設利用促進事業
（有明地区）

 対　馬　市

 壱　岐　市 ○壱岐市那賀地区６次産業化推進事業

（壱岐市那賀地区）

 西　海　市
（西海町中浦地区）

 小 値 賀 町 ○小値賀集落自立再生緊急対策事業
（小値賀集落生活圏）

○離島過疎集落自立・持続可能プロトタイプ
　化事業

　体験・交流施設の体験プログラムに必要な
設備整備、耕作放棄地利活用、交流事業の実
施、特産品開発により、里山の保全・再生、
地域経済の活性化、地域住民の生きがい醸成
が循環し、持続することを目指す。

　柚子生産組合による地区ブランド化や農業
生産量の拡大を地区公民館協議会等の地域住
民組織と共同で取り組み、高齢農家の生きが
いづくりや耕作放棄地対策、交流人口の拡
大、６次産業化を推進する。

（国境離島　対馬
　（日本）最北西部
　生活圏）

　交流イベントの実施や有明地区の交流拠点
である有明町体育館に屋外トイレを設置する
ことで施設の利便性を高め、地域住民の交流
機会の確保・増加につなげ、地域コミュニ
ティを活性化させる。

　　遊休施設（旧縫製工場）を改修し、特産
　品加工所、加工体験室兼談話室、情報・交
　流スペース、ペーロン見学スペースを設け
　観光客の休憩所や地元住民との交流、情報
　発信の場として有効活用する。

携帯電波の届かない山間部でICT技術を利用す
るために、ICT中継器を導入する。
捕獲・監視して得られた情報および目撃情報
などを収集し、市民に向けて鳥獣被害予報を
直ちに発信する体系を構築する。

　高齢者等への買い物支援・見守り支援、地
区集会所のバリアフリー化等、空き家の利活
用、来島者との交流促進のためのレジャー施
設の機能向上等により、安全安心な生活の確
保と定住促進に取り組む。

　生活圏内の校区に、域学連携拠点化、新商
品・サービス拠点化、新商品販売拠点化とし
て特色ある地域づくりを行うため、運営拠点
整備と運営組織の立ち上げ、事業実施のため
の調査、アドバイザー招聘等を行う。

○西海里山イニシアティブ実践プロジェクト
　 ～都市部との交流による里山の再生～
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 長　崎　市 ○伊王島特産品開発・製造事業
補正 （伊王島地区）

 長　崎　市 ○高島おもてなし事業
（高島地区）

  年  度  市 町 村 名 事業内容  事 業 費 国庫補助金
 五　島　市
（久賀島生活圏）

 西　海　市
（西海大島生活圏）

 小 値 賀 町 ○地域資源を活かした絆プロジェクト事業
（柳集落生活圏）

 西 海 市
（西海雪浦生活圏）

〔過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業〕

  年  度  市 町 村 名 事業内容  事 業 費 国庫補助金
 五　島　市 ○幸福度日本一！世界に輝く 奥浦推進事業

 平　戸　市 ○道の駅「昆虫の里たびら」活性化事業
（田平南小学校区）

○西海大島里山交流事業
　 ～元気野菜でまちづくり～

　地区住民の交流拠点である住民センターの
環境を整備し、郷土芸能の継承等による世代
間交流で元気な集落づくりの場として活用。
観光スポットである海水浴場を再整備し、交
流の場としての機能を更に高める。

○久賀島再生！思い出の校舎を拠点とした
　 暮らせるしまづくり推進事業

 生活圏中心部に位置する廃校舎を活用し、農
水産物の加工施設や観光案内所として利用す
ることで、地域資源の活用による収益の増
加、観光受入体制の構築を実現し、暮らせる
しまづくりを目指す。

　環境美化活動などの活動を今後継続発展さ
せるため、生ゴミの発酵堆肥を使って栽培し
た元気野菜の販売やその加工品の製造販売を
行うための加工施設を整備

　伊王島加工組合が、特産品加工場で特産品
の開発・製造を行い、伊王島地区のさらなる
活性化と雇用の創出を図る。

　高島振興協同組合が、特産品の開発・製
造、おもてなし講演会の開催及び観光ガイド
ブックの作成等を行い、高島地区の活性化と
雇用の創出を図る。

　田平南小学校区まちづくり運営協議会準備
委員会が主体となって、道の駅「昆虫の里た
びら」をまちづくりの拠点と位置づけ、「活
性化計画策定」及び「新たな特産品開発」を
行い、地域の活性化を図る。

（奥浦地区集落ネッ
トワーク圏）

○雪浦あんばんね事業交流プロジェクト事業
　　～空き店舗再生で地域づくり～

　交流人口の拡大と地域コミュニティの再生
を図るため、空き店舗を活用し、ギャラ
リー、カフェ、マーケットを兼ね備えた施設
を整備。活動や空き家情報のホームページ等
による発信。

　住民でつくる「おくうら夢のまちづくり協
議会」が中心となって、交流人口の拡大や定
住人口の増加、充実した生活サービスを提供
する仕組みづくり、人材育成にチャレンジす
ることで、住み続けることができる地域づく
りを目指す。
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（単位：千円）

55年度 56年度 57年度 58年度 59年度 60年度 61年度 62年度 63年度 H1年度 S55-H1計

長 崎 市

(伊王島町)

(高 島 町)

(野母崎町)

(三 和 町)

(外 海 町)

佐世保市

(吉 井 町)

平 戸 市

(平 戸 市)

(大 島 村)

(生 月 町)

(田 平 町)

松 浦 市

(福 島 町)

(鷹 島 町)

対 馬 市

(厳 原 町)

(美津島町)

(豊 玉 町)

(峰    町)

(上 県 町)

(上対馬町)

壱 岐 市

(郷ノ浦町)

(勝 本 町)

(石 田 町)

五 島 市

(福 江 市)

(岐 宿 町)

(奈 留 町)

西 海 市

(西 彼 町)

(西 海 町)

(大 島 町)

(崎 戸 町)

(大瀬戸町)

雲 仙 市

(瑞 穂 町)

(吾 妻 町)

(千々石町)

(小 浜 町)

(南串山町)

南 島 原 市

(加津佐町)

(南有馬町)

(西有家町)

(有 家 町)

(布 津 町)

 市  計

江 迎 町

新上五島町

(若 松 町)

(上五島町)

(新魚目町)

(有 川 町)

(奈良尾町)

 町  計

 合  計

４．長崎県自治振興資金貸付の状況

※過疎地域振興資金貸付金の実績
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（単位：千円） （単位：千円）

H２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10年度 11年度 H2-11計

長 崎 市

(伊王島町)

(高 島 町)

(野母崎町)

(三 和 町)

(外 海 町)

佐世保市

(吉 井 町)

平 戸 市

(平 戸 市)

(大 島 村)

(生 月 町)

(田 平 町)

松 浦 市

(福 島 町)

(鷹 島 町)

対 馬 市

(厳 原 町)

(美津島町)

(豊 玉 町)

(峰    町)

(上 県 町)

(上対馬町)

壱 岐 市

(郷ノ浦町)

(勝 本 町)

(石 田 町)

五 島 市

(福 江 市)

(岐 宿 町)

(奈 留 町)

西 海 市

(西 彼 町)

(西 海 町)

(大 島 町)

(崎 戸 町)

(大瀬戸町)

雲 仙 市

(瑞 穂 町)

(吾 妻 町)

(千々石町)

(小 浜 町)

(南串山町)

南 島 原 市

(加津佐町)

(南有馬町)

(西有家町)

(有 家 町)

(布 津 町)

 市  計

江 迎 町

新上五島町

(若 松 町)

(上五島町)

(新魚目町)

(有 川 町)

(奈良尾町)

 町  計

 合  計

※過疎地域振興資金貸付金の実績



63

（単位：千円） （単位：千円）

H12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 H12-17計

長 崎 市

(伊王島町)

(高 島 町)

(野母崎町)

(三 和 町)

(外 海 町)

佐世保市

(吉 井 町)

平 戸 市

(平 戸 市)

(大 島 村)

(生 月 町)

(田 平 町)

松 浦 市

(福 島 町)

(鷹 島 町)

対 馬 市

(厳 原 町)

(美津島町)

(豊 玉 町)

(峰    町)

(上 県 町)

(上対馬町)

壱 岐 市

(郷ノ浦町)

(勝 本 町)

(石 田 町)

五 島 市

(福 江 市)

(岐 宿 町)

(奈 留 町)

西 海 市

(西 彼 町)

(西 海 町)

(大 島 町)

(崎 戸 町)

(大瀬戸町)

雲 仙 市

(瑞 穂 町)

(吾 妻 町)

(千々石町)

(小 浜 町)

(南串山町)

南 島 原 市

(加津佐町)

(南有馬町)

(西有家町)

(有 家 町)

(布 津 町)

 市  計

江 迎 町

新上五島町

(若 松 町)

(上五島町)

(新魚目町)

(有 川 町)

(奈良尾町)

 町  計

 合  計

※Ｈ13までは過疎地域振興資金貸付金の実績、Ｈ14～Ｈ17特別資金（過疎分）の実績（Ｈ18から特別資金（過疎分）は廃止）
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ⅢⅢ　　資資料料

１１．．県県内内市市町町のの人人口口推推移移（（国国勢勢調調査査））

昭和３５年（国勢調査） 昭和４０年（国勢調査） 昭和４５年（国勢調査） 昭和５０年（国勢調査）

団 体 名 過疎団体 地域  0～14歳 15～64歳 65歳以上 年齢不詳  0～14歳 15～64歳 65歳以上 年齢不詳  0～14歳 15～64歳 65歳以上 年齢不詳  0～14歳 15～64歳 65歳以上

15～29歳 30～64歳 増減率 増減率 15～29歳 増減率 30～64歳 増減率 増減率 増減率 増減率 15～29歳 増減率 30～64歳 増減率 増減率 増減率 増減率 15～29歳 増減率 30～64歳 増減率 増減率

長崎市 一部過疎

（長崎市） (非過疎)

（香焼町） (法適過疎)

（伊王島町） (法適過疎) 県南

（高 島 町） (法適過疎) 県南

（野母崎町） (法適過疎) 県南

（三和町） (法適過疎)

（外海町） (法適過疎) 県南

（琴海町） (非過疎)

佐世保市 一部過疎

（佐世保市） (非過疎)

（吉井町） (法適過疎) 県北

（世知原町） (法適過疎) 県北

（宇久町） (法適過疎) 県北

（小佐々町） (法適過疎) 県北

（江迎町） (法適過疎) 県北

（鹿町町） (法適過疎) 県北

島原市 法適過疎

（島原市）

（有明町）

諫早市 一部過疎

（諫早市） (非過疎)

（多良見町） (非過疎)

（森山町） (非過疎)

（飯盛町） (非過疎)

（高来町） (非過疎)

（小長井町） (法適過疎)

大村市 非過疎

平戸市 法適過疎 県北

（平戸市） 県北

（大島村） 県北

（生月町） 県北

（田平町）

松浦市 法適過疎

（松浦市）

（福島町） 県北

（鷹島町） 県北

対馬市 法適過疎 対馬

（厳原町）

（美津島町）

（豊玉町）

（峰町）

（上県町）

（上対馬町）

壱岐市 法適過疎 壱岐

（郷ノ浦町）

（勝本町）

（芦辺町）

（石田町）

五島市 法適過疎 五島

（福江市）

（富江町）

（玉之浦町）

（三井楽町）

（岐宿町）

（奈留町）

西海市 法適過疎

（西彼町）

（西海町） 県南

（大島町） 県南

（崎戸町） 県南

（大瀬戸町） 県南

雲仙市 法適過疎

（国見町）

（瑞穂町）

（吾妻町）

（愛野町）

（千々石町） 島原

（小浜町） 島原

（南串山町） 島原

南島原市 法適過疎

（加津佐町） 島原

（口之津町） 島原

（南有馬町） 島原

（北有馬町） 島原

（西有家町） 島原

（有家町） 島原

（布津町） 島原

（深江町）

長与町 非過疎

時津町 非過疎

東彼杵町 法適過疎

川棚町 非過疎

波佐見町 非過疎

小値賀町 法適過疎 県北

佐々町 非過疎

新上五島町 法適過疎 五島

（若松町）

（上五島町）

（新魚目町）

（有川町）

（奈良尾町）

県全体計

法適過疎計

非過疎計 

増減率
若年者
比率

高齢者
比率

若年者
比率

高齢者
比率

若年者
比率

高齢者
比率

増減率 増減率

（単位：人、％）

令和２年（国勢調査）

15～64歳 65歳以上 年齢不詳  0～14歳 15～64歳 65歳以上 年齢不詳 団 体 名

増減率 15～29歳 増減率 30～64歳 増減率 増減率 増減率 増減率 15～29歳 増減率 30～64歳 増減率 増減率

長崎市

（長崎市）

（香焼町）

（伊王島町）

（高 島 町）

（野母崎町）

（三和町）

（外海町）

（琴海町）

佐世保市

（佐世保市）

（吉井町）

（世知原町）

（宇久町）

（小佐々町）

（江迎町）

（鹿町町）

島原市

（島原市）

（有明町）

諫早市

（諫早市）

（多良見町）

（森山町）

（飯盛町）

（高来町）

（小長井町）

大村市

平戸市

（平戸市）

（大島村）

（生月町）

（田平町）

松浦市

（松浦市）

（福島町）

（鷹島町）

対馬市

（厳原町）

（美津島町）

（豊玉町）

（峰町）

（上県町）

（上対馬町）

壱岐市

（郷ノ浦町）

（勝本町）

（芦辺町）

（石田町）

五島市

（福江市）

（富江町）

（玉之浦町）

（三井楽町）

（岐宿町）

（奈留町）

西海市

（西彼町）

（西海町）

（大島町）

（崎戸町）

（大瀬戸町）

雲仙市

（国見町）

（瑞穂町）

（吾妻町）

（愛野町）

（千々石町）

（小浜町）

（南串山町）

南島原市

（加津佐町）

（口之津町）

（南有馬町）

（北有馬町）

（西有家町）

（有家町）

（布津町）

（深江町）

長与町

時津町

東彼杵町

川棚町

波佐見町

小値賀町

佐々町

新上五島町

（若松町）

（上五島町）

（新魚目町）

（有川町）

（奈良尾町）

県全体計

法適過疎計

非過疎計 

増減率
若年者
比率

高齢者
比率

若年者
比率

高齢者
比率
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ⅢⅢ　　資資料料

１１．．県県内内市市町町のの人人口口推推移移（（国国勢勢調調査査））

昭和３５年（国勢調査） 昭和４０年（国勢調査） 昭和４５年（国勢調査） 昭和５０年（国勢調査）

団 体 名 過疎団体 地域  0～14歳 15～64歳 65歳以上 年齢不詳  0～14歳 15～64歳 65歳以上 年齢不詳  0～14歳 15～64歳 65歳以上 年齢不詳  0～14歳 15～64歳 65歳以上

15～29歳 30～64歳 増減率 増減率 15～29歳 増減率 30～64歳 増減率 増減率 増減率 増減率 15～29歳 増減率 30～64歳 増減率 増減率 増減率 増減率 15～29歳 増減率 30～64歳 増減率 増減率

長崎市 一部過疎

（長崎市） (非過疎)

（香焼町） (法適過疎)

（伊王島町） (法適過疎) 県南

（高 島 町） (法適過疎) 県南

（野母崎町） (法適過疎) 県南

（三和町） (法適過疎)

（外海町） (法適過疎) 県南

（琴海町） (非過疎)

佐世保市 一部過疎

（佐世保市） (非過疎)

（吉井町） (法適過疎) 県北

（世知原町） (法適過疎) 県北

（宇久町） (法適過疎) 県北

（小佐々町） (法適過疎) 県北

（江迎町） (法適過疎) 県北

（鹿町町） (法適過疎) 県北

島原市 法適過疎

（島原市）

（有明町）

諫早市 一部過疎

（諫早市） (非過疎)

（多良見町） (非過疎)

（森山町） (非過疎)

（飯盛町） (非過疎)

（高来町） (非過疎)

（小長井町） (法適過疎)

大村市 非過疎

平戸市 法適過疎 県北

（平戸市） 県北

（大島村） 県北

（生月町） 県北

（田平町）

松浦市 法適過疎

（松浦市）

（福島町） 県北

（鷹島町） 県北

対馬市 法適過疎 対馬

（厳原町）

（美津島町）

（豊玉町）

（峰町）

（上県町）

（上対馬町）

壱岐市 法適過疎 壱岐

（郷ノ浦町）

（勝本町）

（芦辺町）

（石田町）

五島市 法適過疎 五島

（福江市）

（富江町）

（玉之浦町）

（三井楽町）

（岐宿町）

（奈留町）

西海市 法適過疎

（西彼町）

（西海町） 県南

（大島町） 県南

（崎戸町） 県南

（大瀬戸町） 県南

雲仙市 法適過疎

（国見町）

（瑞穂町）

（吾妻町）

（愛野町）

（千々石町） 島原

（小浜町） 島原

（南串山町） 島原

南島原市 法適過疎

（加津佐町） 島原

（口之津町） 島原

（南有馬町） 島原

（北有馬町） 島原

（西有家町） 島原

（有家町） 島原

（布津町） 島原

（深江町）

長与町 非過疎

時津町 非過疎

東彼杵町 法適過疎

川棚町 非過疎

波佐見町 非過疎

小値賀町 法適過疎 県北

佐々町 非過疎

新上五島町 法適過疎 五島

（若松町）

（上五島町）

（新魚目町）

（有川町）

（奈良尾町）

県全体計

法適過疎計

非過疎計 

増減率
若年者
比率

高齢者
比率

若年者
比率

高齢者
比率

若年者
比率

高齢者
比率

増減率 増減率

昭和５５年（国勢調査） 昭和６０年（国勢調査） 平成２年（国勢調査） 平成７年（国勢調査）

年齢不詳  0～14歳 15～64歳 65歳以上 年齢不詳  0～14歳 15～64歳 65歳以上 年齢不詳  0～14歳 15～64歳 65歳以上 年齢不詳  0～14歳 15～64歳

増減率 増減率 15～29歳 増減率 30～64歳 増減率 増減率 増減率 増減率 15～29歳 増減率 30～64歳 増減率 増減率 増減率 増減率 15～29歳 増減率 30～64歳 増減率 増減率 増減率 増減率 15～29歳 増減率

高齢者
比率

若年者
比率

若年者
比率

増減率 増減率
高齢者
比率

増減率
若年者
比率

高齢者
比率

若年者
比率

高齢者
比率

増減率

（単位：人、％）

令和２年（国勢調査）

15～64歳 65歳以上 年齢不詳  0～14歳 15～64歳 65歳以上 年齢不詳 団 体 名

増減率 15～29歳 増減率 30～64歳 増減率 増減率 増減率 増減率 15～29歳 増減率 30～64歳 増減率 増減率

長崎市

（長崎市）

（香焼町）

（伊王島町）

（高 島 町）

（野母崎町）

（三和町）

（外海町）

（琴海町）

佐世保市

（佐世保市）

（吉井町）

（世知原町）

（宇久町）

（小佐々町）

（江迎町）

（鹿町町）

島原市

（島原市）

（有明町）

諫早市

（諫早市）

（多良見町）

（森山町）

（飯盛町）

（高来町）

（小長井町）

大村市

平戸市

（平戸市）

（大島村）

（生月町）

（田平町）

松浦市

（松浦市）

（福島町）

（鷹島町）

対馬市

（厳原町）

（美津島町）

（豊玉町）

（峰町）

（上県町）

（上対馬町）

壱岐市

（郷ノ浦町）

（勝本町）

（芦辺町）

（石田町）

五島市

（福江市）

（富江町）

（玉之浦町）

（三井楽町）

（岐宿町）

（奈留町）

西海市

（西彼町）

（西海町）

（大島町）

（崎戸町）

（大瀬戸町）

雲仙市

（国見町）

（瑞穂町）

（吾妻町）

（愛野町）

（千々石町）

（小浜町）

（南串山町）

南島原市

（加津佐町）

（口之津町）

（南有馬町）

（北有馬町）

（西有家町）

（有家町）

（布津町）

（深江町）

長与町

時津町

東彼杵町

川棚町

波佐見町

小値賀町

佐々町

新上五島町

（若松町）

（上五島町）

（新魚目町）

（有川町）

（奈良尾町）

県全体計

法適過疎計

非過疎計 

増減率
若年者
比率

高齢者
比率

若年者
比率

高齢者
比率
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昭和５５年（国勢調査） 昭和６０年（国勢調査） 平成２年（国勢調査） 平成７年（国勢調査）

年齢不詳  0～14歳 15～64歳 65歳以上 年齢不詳  0～14歳 15～64歳 65歳以上 年齢不詳  0～14歳 15～64歳 65歳以上 年齢不詳  0～14歳 15～64歳

増減率 増減率 15～29歳 増減率 30～64歳 増減率 増減率 増減率 増減率 15～29歳 増減率 30～64歳 増減率 増減率 増減率 増減率 15～29歳 増減率 30～64歳 増減率 増減率 増減率 増減率 15～29歳 増減率

高齢者
比率

若年者
比率

若年者
比率

増減率 増減率
高齢者
比率

増減率
若年者
比率

高齢者
比率

若年者
比率

高齢者
比率

増減率

平成１２年（国勢調査） 平成１７年（国勢調査） 平成２２年（国勢調査） 平成２７年（国勢調査）

65歳以上 年齢不詳  0～14歳 15～64歳 65歳以上 年齢不詳  0～14歳 15～64歳 65歳以上 年齢不詳  0～14歳 15～64歳 65歳以上 年齢不詳  0～14歳

30～64歳 増減率 増減率 増減率 増減率 15～29歳 増減率 30～64歳 増減率 増減率 増減率 増減率 15～29歳 増減率 30～64歳 増減率 増減率 増減率 増減率 15～29歳 増減率 30～64歳 増減率 増減率 増減率
増減率

若年者
比率

高齢者
比率

増減率増減率 増減率
若年者
比率

高齢者
比率

若年者
比率

高齢者
比率

若年者
比率

高齢者
比率

（単位：人、％）

令和２年（国勢調査）

15～64歳 65歳以上 年齢不詳  0～14歳 15～64歳 65歳以上 年齢不詳 団 体 名

増減率 15～29歳 増減率 30～64歳 増減率 増減率 増減率 増減率 15～29歳 増減率 30～64歳 増減率 増減率

長崎市

（長崎市）

（香焼町）

（伊王島町）

（高 島 町）

（野母崎町）

（三和町）

（外海町）

（琴海町）

佐世保市

（佐世保市）

（吉井町）

（世知原町）

（宇久町）

（小佐々町）

（江迎町）

（鹿町町）

島原市

（島原市）

（有明町）

諫早市

（諫早市）

（多良見町）

（森山町）

（飯盛町）

（高来町）

（小長井町）

大村市

平戸市

（平戸市）

（大島村）

（生月町）

（田平町）

松浦市

（松浦市）

（福島町）

（鷹島町）

対馬市

（厳原町）

（美津島町）

（豊玉町）

（峰町）

（上県町）

（上対馬町）

壱岐市

（郷ノ浦町）

（勝本町）

（芦辺町）

（石田町）

五島市

（福江市）

（富江町）

（玉之浦町）

（三井楽町）

（岐宿町）

（奈留町）

西海市

（西彼町）

（西海町）

（大島町）

（崎戸町）

（大瀬戸町）

雲仙市

（国見町）

（瑞穂町）

（吾妻町）

（愛野町）

（千々石町）

（小浜町）

（南串山町）

南島原市

（加津佐町）

（口之津町）

（南有馬町）

（北有馬町）

（西有家町）

（有家町）

（布津町）

（深江町）

長与町

時津町

東彼杵町

川棚町

波佐見町

小値賀町

佐々町

新上五島町

（若松町）

（上五島町）

（新魚目町）

（有川町）

（奈良尾町）

県全体計

法適過疎計

非過疎計 

増減率
若年者
比率

高齢者
比率

若年者
比率

高齢者
比率
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平成１２年（国勢調査） 平成１７年（国勢調査） 平成２２年（国勢調査） 平成２７年（国勢調査）

65歳以上 年齢不詳  0～14歳 15～64歳 65歳以上 年齢不詳  0～14歳 15～64歳 65歳以上 年齢不詳  0～14歳 15～64歳 65歳以上 年齢不詳  0～14歳

30～64歳 増減率 増減率 増減率 増減率 15～29歳 増減率 30～64歳 増減率 増減率 増減率 増減率 15～29歳 増減率 30～64歳 増減率 増減率 増減率 増減率 15～29歳 増減率 30～64歳 増減率 増減率 増減率
増減率

若年者
比率

高齢者
比率

増減率増減率 増減率
若年者
比率

高齢者
比率

若年者
比率

高齢者
比率

若年者
比率

高齢者
比率

（単位：人、％）

令和２年（国勢調査）

15～64歳 65歳以上 年齢不詳  0～14歳 15～64歳 65歳以上 年齢不詳 団 体 名

増減率 15～29歳 増減率 30～64歳 増減率 増減率 増減率 増減率 15～29歳 増減率 30～64歳 増減率 増減率

長崎市

（長崎市）

（香焼町）

（伊王島町）

（高 島 町）

（野母崎町）

（三和町）

（外海町）

（琴海町）

佐世保市

（佐世保市）

（吉井町）

（世知原町）

（宇久町）

（小佐々町）

（江迎町）

（鹿町町）

島原市

（島原市）

（有明町）

諫早市

（諫早市）

（多良見町）

（森山町）

（飯盛町）

（高来町）

（小長井町）

大村市

平戸市

（平戸市）

（大島村）

（生月町）

（田平町）

松浦市

（松浦市）

（福島町）

（鷹島町）

対馬市

（厳原町）

（美津島町）

（豊玉町）

（峰町）

（上県町）

（上対馬町）

壱岐市

（郷ノ浦町）

（勝本町）

（芦辺町）

（石田町）

五島市

（福江市）

（富江町）

（玉之浦町）

（三井楽町）

（岐宿町）

（奈留町）

西海市

（西彼町）

（西海町）

（大島町）

（崎戸町）

（大瀬戸町）

雲仙市

（国見町）

（瑞穂町）

（吾妻町）

（愛野町）

（千々石町）

（小浜町）

（南串山町）

南島原市

（加津佐町）

（口之津町）

（南有馬町）

（北有馬町）

（西有家町）

（有家町）

（布津町）

（深江町）

長与町

時津町

東彼杵町

川棚町

波佐見町

小値賀町

佐々町

新上五島町

（若松町）

（上五島町）

（新魚目町）

（有川町）

（奈良尾町）

県全体計

法適過疎計

非過疎計 

増減率
若年者
比率

高齢者
比率

若年者
比率

高齢者
比率

（単位：人、％）

令和２年（国勢調査）

15～64歳 65歳以上 年齢不詳  0～14歳 15～64歳 65歳以上 年齢不詳 団 体 名

増減率 15～29歳 増減率 30～64歳 増減率 増減率 増減率 増減率 15～29歳 増減率 30～64歳 増減率 増減率

長崎市

（長崎市）

（香焼町）

（伊王島町）

（高 島 町）

（野母崎町）

（三和町）

（外海町）

（琴海町）

佐世保市

（佐世保市）

（吉井町）

（世知原町）

（宇久町）

（小佐々町）

（江迎町）

（鹿町町）

島原市

（島原市）

（有明町）

諫早市

（諫早市）

（多良見町）

（森山町）

（飯盛町）

（高来町）

（小長井町）

大村市

平戸市

（平戸市）

（大島村）

（生月町）

（田平町）

松浦市

（松浦市）

（福島町）

（鷹島町）

対馬市

（厳原町）

（美津島町）

（豊玉町）

（峰町）

（上県町）

（上対馬町）

壱岐市

（郷ノ浦町）

（勝本町）

（芦辺町）

（石田町）

五島市

（福江市）

（富江町）

（玉之浦町）

（三井楽町）

（岐宿町）

（奈留町）

西海市

（西彼町）

（西海町）

（大島町）

（崎戸町）

（大瀬戸町）

雲仙市

（国見町）

（瑞穂町）

（吾妻町）

（愛野町）

（千々石町）

（小浜町）

（南串山町）

南島原市

（加津佐町）

（口之津町）

（南有馬町）

（北有馬町）

（西有家町）

（有家町）

（布津町）

（深江町）

長与町

時津町

東彼杵町

川棚町

波佐見町

小値賀町

佐々町

新上五島町

（若松町）

（上五島町）

（新魚目町）

（有川町）

（奈良尾町）

県全体計

法適過疎計

非過疎計 

増減率
若年者
比率

高齢者
比率

若年者
比率

高齢者
比率
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３．過疎法の変遷 
 

１ はじめに 
昭和３０年代から始まる日本経済の高度成長は、農山漁村を中心に第一次産業を主産業として

形成してきた地方の人口が、第二次・第三次産業を主産業とする３大都市圏等への流出現象を進

行させた。 
この急激な人口減少の著しい地域に対して、政府の公式文書に初めて「過疎」という言葉が用

いられたのは経済社会発展計画（昭和４２年３月閣議決定）であり、また経済審議会地域部会報

告（昭和４２年１１月）においても、人口減少による一定の生活水準を維持することが困難にな

った状態を「過疎問題」として捉えることとなった。 
 
２ 過疎法の経緯と各立法の内容 
①過疎地域対策緊急措置法の経緯・趣旨 

昭和３０年代からの過疎化が進行する地域に対し、緊急の対策を講じることにより人口の過

度の減少を防ぐとともに、地域社会の崩壊、市町村の財政破綻の防止を目指して、昭和４５年

４月２４日に法律第３１号として「過疎地域対策緊急措置法」が公布、施行された。また、同

法施行令は、同年４月３０日政令第１０４号として公布、施行されている。 
本立法の趣旨は以下のとおりである。 

「人口の急激な減少により地域社会の基盤が変動し、生活水準及び生活機能の維持が困難とな

っている過疎地域において人口の過度の減少を防止するとともに、地域社会の基盤を強化し、

住民福祉の向上と地域格差の是正に寄与するため、緊急に、生活環境、産業基盤等の整備に関

する総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な行財政上の措置を講じようとしたもの

である。」 
②過疎地域振興特別措置法の経緯・趣旨 

過疎地域対策緊急措置法に基づき、同法の有効期限である昭和４５～５４年度の１０年間に

おいて、交通通信体系の整備、産業の振興、教育文化施設の整備、生活環境施設の整備など多

岐にわたる過疎対策事業を実施し相応の成果を見た。 
特に居住条件の改善が、過疎地域の人口減少を鈍化させる成果をもたらしたことは注目に値

する。しかしその反面、過去長期間にわたった人口流出はその主体が若年層であったため過疎

地域の高齢化を加速させたことも否めない事実であった。また高齢化は、保健・医療、福祉の

確保・充実の重要性を増した。さらにこの時期は、エネルギー革命による相次いでの鉱山廃坑

等とともに高齢化等がもたらす集落機能の低下により、今日につながる集落問題も顕在化して

きたことも特筆される。 
こうした１０年間の過疎現象により新たに出現した問題に対応すべく、新たな観点に立った

立法措置を求め、昭和５５年３月３１日に「過疎地域振興特別措置法」が法律第１９号で公布

され、翌日施行された。なお、同法施行令は、３月３１日政令第５０号で公布され、法律と同

日に施行された。 
本立法の趣旨は以下のとおりである。 

「昭和４５～５４年度における過疎地域対策緊急措置法に基づき、人口の過度の減少を抑制す

るなど相応の成果はあったが、依然として公共施設等の整備は他の地域に比較して低位にあり、

地域住民の医療や雇用確保など過疎地域に残されている問題は少なくない」として「今後はこ

のような課題に対処しながら過疎地域に居住するすべての住民が魅力と安らぎを感じつつ、ふ

るさとづくりにいそしむことができるような積極的な振興策」を講じていく必要がある。 
このような見地から引き続き過疎地域について生活環境、産業基盤等の整備に関する総合的

かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講じることにより、住民福祉の向上、雇

用の増大及び地域格差の是正に寄与することを目的としている。 
③過疎地域活性化特別措置法の経緯・趣旨 

過去２回にわたる過疎立法に基づき、国、都道府県、市町村の３者が一体となって総合的か
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つ計画的な過疎対策事業を実施してきた。昭和５５年に制定された過疎地域振興特別措置法の

１０年間において、交通通信体系の整備、産業の振興、生活環境施設の整備、教育文化施設の

整備など、多岐にわたって実施され、その成果は、急激な人口減少の緩和、道路交通の整備等

をはじめとする社会基盤の整備として表れており、過疎地域をめぐる状況はかなり改善されて

きたと言える。 
上記のような積極的な対策が講じられ、人口減少が緩和されたとはいえ、減少傾向は依然と

して継続しており、高齢化も顕著となってきていた。また、各種公共施設等の整備水準、就業

機会、医療・福祉の確保面等において未だ満足すべき状況にはなく、過疎地域の市町村におい

ては、地域社会の活力が低下していると言わざるを得ない状況にあった。そこで、それまでの

過疎化により上記のような新たな課題が生じていることから、従来の過疎対策の成果をふまえ

るとともに地域の活性化を図るため、新たな観点に立ってすべての国民が誇りと愛着を持って

自らの地域づくりに取り組むことができるような立法措置を求め、平成２年３月３１日「過疎

地域活性化特別措置法」が法律第１５号、過疎地域活性化特別措置法施行令が政令第９１号と

して公布された。施行は翌４月１日である。 
本立法の趣旨は以下のとおりである。 

「これまでの過疎対策の結果、着実にその成果が上がりつつある一方で、依然として人口の減

少にともない、地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に

比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置

を講ずることにより、これらの地域の活性化を図りもって住民福祉の向上、雇用機会の増大及

び地域格差の是正に寄与する」ことを目的としている。 
④過疎地域自立促進特別措置法の経緯・趣旨 

過去３回の立法に基づき、過疎対策事業が実施された結果、各種公共施設等の整備は進んで

きたものの、引き続く人口の減少と著しい高齢化、停滞した産業経済、大きな格差を残す生活

基盤整備など、過疎地域においては依然として厳しい状況が続いている。一方、地域間交流の

拡大、情報通信の発達、価値観の多様化等、大きく変化しつつある時代潮流の中で、過疎地域

は、「多様で美しく風格ある国づくりへの寄与」「国民が新しい生活様式を実現できる場とし

ての役割」及び「長寿高齢社会の先駆けとしての役割」といった二十一世紀のわが国全体の中

における新たな役割を果たしていくことが求められている。

こうした中で、過疎地域において、地域住民、広く国民一般の安全・安心な暮らしの確保を

図るとともに、国づくりのなかで地域としての新たな役割を十分に果たせるようにするため、

第四次の過疎対策立法として平成１２年３月３１日「過疎地域自立促進特別措置法」が法律第

１５号、過疎地域自立促進特別措置法施行令が政令第１７５号として公布された。施行は翌４

月１日である。 
本立法の趣旨は以下のとおりである。 

「これまでの過疎対策の結果、公共施設等の整備は相当進んできたが、若年者の流出などによ

る人口減少と著しい高齢化により地域社会における活力が低下している。このことから、生産

機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的

な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の自立促進を図り

もって住民福祉の向上、雇用機会の増大及び地域格差の是正及び風格ある国土形成に寄与す

る」ことを目的としている。  
⑤過疎地域自立促進特別措置法改正の経緯・趣旨 

これまで４回にわたる過疎対策立法に基づき、過疎地域市町村を中心に、関係都道府県、国

の３者が一体となって時代に対応した過疎対策に着実に取り組み、過疎地域の産業振興や交通

通信基盤・生産基盤の整備などに一定の成果をあげているが、過疎地域では、著しい高齢化の

進行とあわせて、地域によっては存続が危ぶまれる集落の増加、地域医療体制の弱体化、公共

交通機関空白地域の拡大など、過疎地域の抱える課題は一層深刻さを増していた。このような

中、 
過疎対策を切れ目なく実施するため平成２２年３月１７日に「過疎地域自立促進特別措置法
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の一部を改正する法律」が公布、平成２２年３月３１日に「過疎地域自立促進特別措置法施行

令等の一部を改正する政令」が公布され、それぞれ平成２２年４月１日に施行された。（ただ

し、執行期限の延長に係る改正は公布の日から。）

改正法は、これまでの我が国の過疎対策のあゆみにおいて初めて、法の目的を新たにした新

法ではなく過疎地域自立促進特別措置法の拡充延長という形をとり、法に示された過疎地域の

意義・役割や過疎地域振興の必要性を踏襲しつつ、法の失効期限と過疎地域要件の追加及び過

疎対策の充実等を図った。

平成２２年４月の一部改正後、平成２３年３月１１日以降の東日本大震災の影響により、過

疎対策事業の大幅な遅延が想定され、自立促進法の期限内において、統合的かつ計画的な施策

を展開することが困難な状況が生じていたことから、過疎地域自立促進特別措置法の一部を改

正する法律が平成２４年６月２７日に公布、施行され、有効期限は令和２年３月末日までとな

った。 
⑥過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の経緯・趣旨

４次にわたる過疎法に基づき過疎対策を実施し、産業の振興、交通・生活環境・福祉等の施

設整備、情報通信環境の確保、地域医療の確保、教育の機会の確保などに貢献し、相当の成果

を上げてきたが、人口減少や少子高齢化はなお著しく、経済指標や道路等の公共施設の整備水

準などについては、全国との格差が依然としてあるほか、地域公共交通網の維持、医療・介護

人材の確保、集落の維持・活性化など依然として多くの課題がある。

このような中、過疎地域を取り巻く社会経済情勢に①人口減少・少子高齢化の加速②東京一

極集中の加速③過疎地域の可能性を広げる新たな潮流といった新たな変化が見られ、さらに、

新型コロナウイルス感染症の拡大を通じて、過疎地域は、高密度や集積のリスクを避けつつ、

都市と連携しながら、豊かな暮らしの中で様々な付加価値を生み続けられる場として、我が国

全体の発展に大きな役割を果たしていくべきである。

こうしたことを踏まえ、条件不利性の克服という累次の過疎対策の基本的な考え方は維持し

つつも、むしろ、国土形成のあり方としても、持続可能な地域社会の形成や過疎地域が有する

可能性の実現による発展に重点をおいて推進していくため、過疎地域の持続的発展という新た

な理念のもと、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が令和３年３月３１日に交

付され、令和３年４月１日に施行された。

本立法の趣旨は以下のとおりである。

「過疎地域は、食料、水及びエネルギーの安定的な供給、自然災害の発生の防止、生物の多

様性の確保その他の自然環境の保全、多様な文化の継承、良好な景観の形成等の多面にわたる

機能を有し、これらが発揮されることにより、国民の生活に豊かさと潤いを与え、国土の多様

性を支えている。また、東京圏への人口の過度の集中により大規模な災害、感染症等による被

害に関する危険の増大等の問題が深刻化している中、国土の均衡ある発展を図るため、過疎地

域の担うべき役割は、一層重要なものとなっている。しかるに、過疎地域においては、人口の

減少、少子高齢化の進展等他の地域と比較して厳しい社会経済情勢が長期にわたり継続してお

り、地域社会を担う人材の確保、地域経済の活性化、情報化、交通の機能の確保及び向上、医

療提供体制の確保、教育環境の整備、集落の維持及び活性化、農地、森林等の適正な管理等が

喫緊の課題となっており、このような状況に鑑み、近年における過疎地域への移住者の増加、

革新的な技術の創出、情報通信技術を利用した働き方への取組といった過疎地域の課題の解決

に資する動きを加速させ、これらの地域の自立に向けて、過疎地域における持続可能な地域社

会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上が実現するよう、過疎地域について、

総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な行財政上の特別措置を講ずることにより、過

疎地域の持続的発展を支援する」
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、
生

活
環

境
、
産

業
基

盤
等

の

整
備

に
関

す
る

総
合

的
か

つ
計

画
的

な
対

策
を

実
施

す
る

た

め
に

必
要

な
特

別
措

置
を

講
ず

る
こ

と
に

よ
り

、
こ

れ
ら

の
地

域
の

振
興

を
図

り
、
も

っ
て

住
民

福
祉

の
向

上
、
雇

用
の

増
大

及
び

地
域

格
差

の
是

正
に

寄
与

す
る

こ
と

 

人
口

の
著

し
い

減
少

に
伴

っ
て

地
域

社
会

に
お

け
る

活
力

が
低

下
し

、
生

産
機

能
及

び
生

活
環

境
の

整
備

等
が

他
の

地
域

に
比

較
し

て
低

位
に

あ
る

地
域

に
つ

い
て

、
総

合
的

か
つ

計
画

的
な

対
策

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
こ

と

に
よ

り
、
こ

れ
ら

の
地

域
の

活
性

化
を

図
り

、
も

っ
て

住
民

の

福
祉

の
向

上
、
雇

用
の

増
大

及
び

地
域

格
差

の
是

正
に

寄
与

す

る
こ

と
 

人
口

の
著

し
い

減
少

に
伴

っ
て

地
域

社
会

に
お

け
る

活
力

が
低

下
し

、
生

産
機

能
及

び
生

活
環

境
の

整
備

等
が

他
の

地
域

に
比

較
し

て
低

位
に

あ
る

地
域

に
つ

い
て

、
総

合
的

か
つ

計
画

的
な

対
策

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
特

別
措

置
を

講
ず

る

こ
と

に
よ

り
、
こ

れ
ら

の
地

域
の

自
立

促
進

を
図

り
、
も

っ
て

住
民

福
祉

の
向

上
、
雇

用
の

増
大

、
地

域
格

差
の

是
正

及
び

美

し
く

風
格

あ
る

国
土

の
形

成
に

寄
与

す
る

こ
と

 

人
口

の
著

し
い

減
少

に
伴

っ
て

地
域

社
会

に
お

け
る

活
力

が
低

下
し

、
生

産
機

能
及

び
生

活
環

境
の

整
備

等
が

他
の

地
域

に
比

較
し

て
低

位
に

あ
る

地
域

に
つ

い
て

、
総

合
的

か
つ

計
画

的
な

対
策

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
特

別
措

置
を

講
ず

る

こ
と

に
よ

り
、
こ

れ
ら

の
地

域
の

自
立

促
進

を
図

り
、
も

っ
て

住
民

福
祉

の
向

上
、
雇

用
の

増
大

、
地

域
格

差
の

是
正

及
び

美

し
く

風
格

あ
る

国
土

の
形

成
に

寄
与

す
る

こ
と

  ※
改

正
な

し
 

     
法

      
の

      
特

      
色

 

・
過

疎
対

策
に

関
す

る
総

合
的

な
立

法
で

あ
る

こ
と

・
過

疎
対

策
に

対
す

る
緊

急
措

置
を

内
容

と
し

て
い

る
こ

と
 

・
人

口
流

出
と

い
う

動
態

的
な

条
件

を
基

礎
と

し
て

対
象

地
域

を
と

ら
え

る
こ

と
と

し
て

い
る

こ
と

 
・

法
律

に
定

め
ら

れ
た

要
件

に
該

当
す

れ
ば

、
自

動
的

に
過

疎

地
域

に
な

る
こ

と
 

・
市

町
村

合
併

等
特

定
の

場
合

を
除

き
、

法
律

の
適

用
除

外
制

が
な

い
こ

と
 

・
過

疎
対

策
の

主
体

を
市

町
村

と
し

、
そ

の
自

主
性

を
で

き
る

限
る

尊
重

し
て

い
る

こ
と

 
・

時
限

法
で

あ
る

こ
と

 

・
過

疎
化

現
象

に
よ

り
地

域
社

会
の

機
能

が
低

下
し

た
地

域

に
つ

い
て

、
そ

の
振

興
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

い
る

こ
と

 
・

過
疎

地
域

の
現

状
に

則
し

、
以

下
の

点
で

地
域

の
拡

充
強

化
を

図
っ

て
い

る
こ

と
 

①
過

疎
地

域
に

お
け

る
人

口
の

老
齢

化
に

対
処

し
、
老

人

福
祉

の
増

進
を

図
る

た
め

、
市

町
村

が
高

齢
者

の
自

主

的
活

動
の

助
長

と
福

祉
の

増
進

を
図

る
た

め
の

集
会

施
設

を
建

設
す

る
場

合
に

、
国

は
そ

の
経

費
の

一
部

を

補
助

す
る

 
②

過
疎

地
域

の
産

業
を

振
興

す
る

こ
と

に
よ

り
地

域
住

民
の

安
定

的
な

生
活

を
保

障
す

る
た

め
に

、
地

場
産

業

の
振

興
、
中

小
企

業
の

育
成

等
を

図
る

た
め

の
新

た
な

施
策

を
講

ず
る

 
③

過
疎

地
域

に
お

け
る

医
療

の
確

保
を

図
る

た
め

、
こ

れ

ま
で

の
都

道
府

県
に

よ
る

所
要

事
業

の
実

施
に

加
え

、

市
町

村
に

よ
る

医
療

確
保

の
た

め
の

事
業

の
実

施
に

つ
い

て
国

及
び

都
道

府
県

は
配

慮
す

る
 

④
過

疎
地

域
に

所
在

す
る

小
規

模
の

小
中

学
校

の
教

員

を
充

実
す

る
た

め
、
国

及
び

地
方

公
共

団
体

は
配

慮
す

る
 

・
沖

縄
県

の
市

町
村

に
つ

い
て

も
適

用
す

る
こ

と
と

し
た

こ

と
 

・
い

わ
ゆ

る
卒

業
市

町
村

に
つ

い
て

、
道

路
の

代
行

整
備

等

に
関

す
る

経
過

措
置

を
講

じ
て

い
る

こ
と

 
・

時
限

法
で

あ
る

こ
と

及
び

特
別

の
場

合
を

除
き

適
用

除
外

制
が

な
い

こ
と

並
び

に
昭

和
年

以
降

に
実

施
さ

れ
る

国

勢
調

査
に

基
づ

き
、

要
件

を
備

え
た

市
町

村
は

自
動

的
に

過
疎

地
域

と
し

て
追

加
さ

れ
る

こ
と

 

・
人

口
の

著
し

い
減

少
に

伴
っ

て
地

域
活

力
が

低
下

し
、
生

産

機
能

や
生

活
環

境
の

整
備

等
が

低
位

に
あ

る
過

疎
地

域
の

活
性

化
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

い
る

こ
と

 
・
過

疎
地

域
の

要
件

に
つ

い
て

過
去

の
２

法
と

異
な

り
、
人

口

要
件

を
減

少
率

の
み

な
ら

ず
、
高

齢
者

比
率

と
若

年
者

比
率

を
加

え
採

用
し

て
い

る
こ

と
 

・
こ

の
法

律
の

目
的

と
し

て
 

地
域

の
個

性
を

活
か

し
て

、
地

域
の

主
体

性
と

創
意

工
夫

を
基

軸
と

し
た

地
域

づ
く

り
 

基
礎

的
な

ハ
ー

ド
整

備
に

加
え

、
い

わ
ゆ

る
ソ

フ
ト

を
含

む
総

合
的

な
地

域
の

発
展

を
重

視
す

る
と

と
も

に
民

間

活
力

の
活

用
を

も
図

る
こ

と
と

し
て

い
る

こ
と

 
・
財

政
上

の
特

別
措

置
と

し
て

の
過

疎
債

の
対

象
事

業
枠

を
拡

充
し

た
こ

と
 

 
）

地
場

産
業

等
を

扱
う

第
三

セ
ク

タ
ー

へ
の

出
資

 
 

高
齢

者
の

福
祉

増
進

の
た

め
の

施
設

等
 

 ・
都

道
府

県
代

行
制

度
に

関
し

て
、

過
疎

地
域

と
そ

の
他

の

地
域

を
連

絡
す

る
基

幹
道

路
に

つ
い

て
も

対
象

と
し

、
市

町
村

の
区

域
を

超
え

る
広

域
的

見
地

か
ら

の
配

慮
が

な
さ

れ
て

い

る
こ

と
 

 ・
そ

の
他

特
別

措
置

に
つ

い
て

も
拡

充
し

た
こ

と
 

 
）

中
小

企
業

事
業

団
の

高
齢

化
融

資
事

業
に

お
け

る
貸

付
条

件
の

優
遇

措
置

の
創

設
 

農
林

漁
業

金
融

公
庫

の
経

営
改

善
資

金
貸

付
対

象

に
、

農
林

漁
業

者
が

組
織

す
る

法
人

を
加

え
る

こ
と

 

・
過

疎
地

域
の

自
立

促
進

を
図

り
、
も

っ
て

住
民

福
祉

の
向

上
、

雇
用

の
増

大
、

地
域

格
差

の
是

正
及

び
美

し
く

風
格

あ
る

国

土
形

成
に

寄
与

す
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

い
る

こ
と

 
・

過
疎

地
域

自
立

促
進

の
た

め
の

対
策

の
目

標
に

｢
起

業
の

促

進
｣
、

｢
過

疎
地

域
に

お
け

る
情

報
化

を
図

り
、

及
び

地
域

間

交
流

を
促

進
す

る
こ

と
」

、
「

美
し

い
景

観
の

整
備

、
地

域

文
化

の
振

興
等

を
図

る
こ

と
に

よ
り

、
個

性
豊

か
な

地
域

社

会
を

形
成

す
る

こ
と

」
の

事
項

を
新

た
に

規
定

し
た

こ
と

 
・
過

疎
地

域
自

立
促

進
の

た
め

の
地

方
債
（

過
疎

債
）
の

対
象

に
｢
高

齢
者

の
保

健
の

向
上

又
は

増
進

を
図

る
た

め
の

施

設
｣
、
｢
地

域
文

化
の

振
興

等
を

図
る

た
め

の
施

設
｣
を

追
加

し

た
こ

と
 

・
税

制
上

の
特

別
措

置
と

し
て

国
税

（
所

得
税

、
法

人
税

）
に

係
る

減
価

償
却

の
特

例
の

対
象

事
業

に
つ

い
て

、
新

た
に

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

業
を

追
加

し
た

こ
と

 
地

方
税

事
業

税
、

不
動

産
取

得
税

、
固

定
資

産
税

の
課

税
免

除
 

・
不

均
一

課
税

に
伴

う
地

方
交

付
税

の
減

収
補

填
措

置
に

つ
い

て
、
対

象
事

業
に

新
た

に
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
業

を
追

加
し

た
こ

と
 

・
過

疎
地

域
の

市
町

村
を

含
む

合
併

が
あ

っ
た

場
合

に
、
過

疎

対
策

事
業

が
引

き
続

き
円

滑
に

実
施

で
き

る
よ

う
、

合
併

に

よ
る

新
市

町
村

が
新

法
の

過
疎

地
域

の
要

件
及

び
総

務
省

令
・

農
林

水
産

省
令

・
国

土
交

通
省

令
総

理
府

令
で

定
め

る
新

市
町

村
の

区
域

を
過

疎
地

域
と

み
な

す
と

き
の

基
準

に

該
当

し
な

い
も

の
で

あ
っ

て
も

、
新

市
町

村
の

区
域

の
う

ち

旧
過

疎
地

域
市

町
村

の
区

域
を

過
疎

地
域

と
み

な
し

て
新

法

に
規

定
す

る
特

別
措

置
を

適
用

す
る

こ
と

と
し

た
こ

と
 

・
活

性
化

特
別

措
置

法
に

よ
る

過
疎

地
域

市
町

村
で

自
立

促
進

特
別

措
置

法
新

法
の

過
疎

地
域

の
要

件
に

該
当

し
な

い
市

町

村
に

対
し

て
①

国
庫

補
助

率
の

嵩
上

げ
、

②
都

道
府

県
代

行

整
備

事
業

（
新

規
事

業
を

含
む

）
及

び
③

過
疎

対
策

事
業

債

に
つ

い
て

、
激

変
緩

和
の

た
め

に
５

年
間

の
経

過
措

置
を

講

じ
た

こ
と

 

 ・
過

疎
地

域
が

置
か

れ
て

い
る

厳
し

い
現

状
を

踏
ま

え
、

過
 

 
疎

法
の

一
部

改
正

を
行

い
、

時
代

に
対

応
し

た
実

効
性

あ
 

 
る

過
疎

対
策

を
講

じ
る

こ
と

と
し

た
こ

と
 

 ・
失

効
期

限
を

６
年

間
延

長
し

た
こ

と
 

 ・
こ

れ
ま

で
の

地
域

に
加

え
、

平
成

年
国

勢
調

査
の

結
果

 
 

に
基

づ
く

過
疎

地
域

の
要

件
を

追
加

し
た

こ
と

 
 ・

過
疎

地
域

自
立

促
進

方
針

等
の

策
定

に
係

る
義

務
付

け
を

 
 

廃
止

し
、

計
画

に
定

め
る

事
項

を
任

意
に

選
択

す
る

こ
と

 
 

が
可

能
な

ど
、

で
き

る
規

定
化

し
た

こ
と

 
 

※
た

だ
し

、
過

疎
法

に
基

づ
く

財
政

上
の

特
別

措
置

及
び

 
 

そ
の

他
の

特
別

措
置

を
活

用
す

る
場

合
に

は
、

引
き

続
 

 
き

計
画

を
策

定
し

、
当

該
特

別
措

置
に

係
る

事
項

を
計

 
 

画
に

定
め

る
こ

と
が

必
要

。
ま

た
、

計
画

は
方

針
に

基
 

 
づ

い
て

策
定

す
る

と
な

っ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
計

画
を

 
 

策
定

す
る

場
合

は
、

方
針

策
定

が
必

要
 

 ・
新

た
に

自
立

方
針

等
を

定
め

る
際

に
は

、
平

成
年

月
 

 
日

か
ら

平
成

年
月

日
ま

で
の

６
箇

年
間

が
適

当
と

す
る

こ
と

 
 ・

過
疎

地
域

自
立

促
進

の
た

め
の

地
方

債
（

過
疎

債
）

の
対

 
 

象
に

、
「

認
定

こ
ど

も
園

」
、

「
図

書
館

」
、

「
自

然
エ

 
 

ネ
ル

ギ
ー

を
利

用
す

る
た

め
の

施
設

」
、

「
市

町
村

立
の

 
 

幼
稚

園
」

を
追

加
し

、
公

立
の

小
中

学
校

の
校

舎
等

に
つ

 
 

い
て

統
合

要
件

を
撤

廃
し

た
こ

と
 

 ・
過

疎
債

を
い

わ
ゆ

る
ソ

フ
ト

事
業

へ
拡

充
し

た
こ

と
 

 ・
税

制
上

の
特

別
措

置
と

し
て

 
  

国
税
（

所
得

税
、
法

人
税

）
に

係
る

減
価

償
却

の
特

例
 

 
の

対
象

事
業

に
つ

い
て

、
新

た
に

コ
ー

ル
セ

ン
タ

ー
を

 
 

追
加

し
た

こ
と

 
  

地
方

税
（

事
業

税
、

不
動

産
取

得
税

、
固

定
資

産
税

）
 

 
の

課
税

免
除

 
 

・
不

均
一

課
税

に
伴

う
地

方
交

付
税

の
減

収
補

填
措

置
 

 
に

つ
い

て
、

対
象

事
業

に
新

た
に

コ
ー

ル
セ

ン
タ

ー
 

 
を

追
加

し
た

こ
と

 
  

、
と

も
、
対

象
事

業
か

ら
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
業

を
廃

止
 

 
し

、
新

た
に

コ
ー

ル
セ

ン
タ

ー
を

追
加

し
た

こ
と

 
 ・

改
正

法
の

施
行

期
日

は
平

成
年

月
日

（
た

だ
し

、
失

 
 

効
期

限
の

延
長

に
係

る
改

正
は

、
公

布
の

日
（

平
成

年
 

 
月

日
）

か
ら

施
行

）
 

 
過

  
疎

  
地

  
域

  
の

  
要

  
件

 

 
人

口
に

係
る

要
件

 
昭

和
年

国
勢

調
査

人
口

の
昭

和
年

国
勢

調
査

人
口

対
比

減
少

率
以

上
 

 
財

政
力

に
係

る
要

件
 

昭
和

年
度

か
ら

昭
和

年
度

ま
で

の
財

政
力

指
数

の

平
均

値
が

未
満

 

人
口

に
係

る
要

件
 

昭
和

年
国

勢
調

査
人

口
の

昭
和

年
国

勢
調

査
人

口

対
比

減
少

率
以

上
 

財
政

力
に

係
る

要
件

 
昭

和
年

度
か

ら
昭

和
年

度
ま

で
の

財
政

力
指

数
の

平
均

値
が

以
下

 
公

営
競

技
収

益
が

億
円

以
下

 

人
口

に
係

る
要

件
 

①
昭

和
年

国
勢

調
査

人
口

の
昭

和
年

国
勢

調
査

人
口

対
比

減
少

率
以

上
 

②
人

口
減

少
率

が
以

上
で

あ
っ

て
、
昭

和
年

国
勢

調

査
人

口
に

お
け

る
歳

以
上

人
口

の
比

率
が

以
上

 
③

人
口

減
少

率
が

以
上

で
あ

っ
て

、
昭

和
年

国
勢

調

査
人

口
に

お
け

る
歳

以
上

歳
未

満
人

口
の

比
率

が

以
下

 
財

政
力

に
係

る
要

件
 

昭
和

年
度

か
ら

昭
和

年
度

ま
で

の
財

政
力

指
数

の
平

均
値

が
以

下
 

公
営

競
技

収
益

が
億

円
以

下
 

人
口

に
係

る
要

件
 

①
平

成
７

年
国

勢
調

査
人

口
の

昭
和

年
国

勢
調

査
人

口

対
比

減
少

率
以

上
 

②
平

成
７

年
国

勢
調

査
人

口
の

昭
和

年
国

勢
調

査
人

口

対
比

減
少

率
以

上
、
か

つ
高

齢
者

比
率
（

歳
以

上
）

が
以

上
 

③
平

成
７

年
国

勢
調

査
人

口
の

昭
和

年
国

勢
調

査
人

口

対
比

減
少

率
以

上
、
か

つ
若

年
者

比
率
（

歳
以

上

歳
未

満
）

が
以

下
 

※
た

だ
し

、
①

②
③

の
場

合
、

平
成

７
年

国
勢

調
査

人
口

の

昭
和

年
国

勢
調

査
人

口
対

比
増

加
率

が
未

満
で

あ

る
こ

と
 

④
平

成
７

年
国

勢
調

査
人

口
の

昭
和

年
国

勢
調

査
人

口

対
比

減
少

率
が

以
上

 
財

政
力

に
係

る
要

件
 

平
成

８
年

度
か

ら
平

成
年

度
の

３
ヶ

年
平

均
の

財
政

力
指

数
が

以
下

公
営

競
技

収
益

が
億

円
以

下
 

 
人

口
に

係
る

要
件

の
追

加
 

 
①

平
成

年
国

勢
調

査
人

口
の

昭
和

年
国

勢
調

査
人

口
 

 
対

比
減

少
率

以
上

 
 

②
平

成
年

国
勢

調
査

人
口

の
昭

和
年

国
勢

調
査

人
 

口
対

比
減

少
率

以
上

、
か

つ
高

齢
者

比
率

（
 

歳
以

上
）

が
以

上
 

 
③

平
成

年
国

勢
調

査
人

口
の

昭
和

年
国

勢
調

査
人

 
口

対
比

減
少

率
以

上
、

か
つ

若
年

者
比

率
（

 
歳

以
上

歳
未

満
）

が
以

下
 

 
※

た
だ

し
、

①
②

③
の

場
合

、
平

成
年

国
勢

調
査

人
 

口
の

昭
和

年
国

勢
調

査
人

口
対

比
増

加
率

が
 

未
満

で
あ

る
こ

と
 

 
④

平
成

年
国

勢
調

査
人

口
の

昭
和

年
国

勢
調

査
人

 
口

対
比

減
少

率
が

以
上

 
 

財
政

力
に

係
る

要
件

 
 

平
成

年
度

か
ら

平
成

年
度

の
３

ヶ
年

平
均

の
財

 
政

力
指

数
が

以
下

 
 

公
営

競
技

収
益

が
億

円
以

下
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法

 
律

 
名

 
過

疎
地

域
対

策
緊

急
措

置
法

 
過

疎
地

域
振

興
特

別
措

置
法

 
過

疎
地

域
活

性
化

特
別

措
置

法
 

過
疎

地
域

自
立

促
進

特
別

措
置

法
 

過
疎

地
域

自
立

促
進

特
別

措
置

法
（

Ｈ
２

２
、

２
４

改
正

）
 

公
 

示
 

団
 

体
 

数
 

 当
初

市
町

村
（

Ｓ
５

１
公

示
）

 
 最

終
市

町
村

（
追

加
公

示
に

よ
る

増
）

 
 当

初
市

町
村

（
Ｓ

４
１

公
示

）
 

 
（

緊
急

措
置

法
よ

り
継

続
市

町
村

、
新

規
 

 
市

町
村

）
 

 最
終

市
町

村
（

追
加

公
示

に
よ

る
増

）
 

 当
初

市
町

村
（

Ｈ
２

４
１

公
示

）
 

 
（

振
興

特
別

措
置

法
よ

り
継

続
市

町
村

、
 

 
新

規
市

町
村

）
 

 最
終

市
町

村
（

追
加

公
示

に
よ

る
増

）
 

 当
初

市
町

村
（

Ｈ
４

１
公

示
）

 
 

（
活

性
化

特
別

措
置

法
よ

り
継

続
市

町
村

、
 

 
新

規
市

町
村

）
 

 Ｈ
現

在
１

，
２

１
０

市
町

村
追

加
公

示
に

よ
る

 
 Ｈ

現
在

７
１
８
市
町
村

市
町
村
合
併
に
よ
る
減

 

 当
初

市
町

村
（

Ｈ
４

１
公

示
）

 
（

改
正

前
よ

り
継

続
市

町
村

、
新

規
市

町
村

）
 

※
要

件
追

加
に

よ
り

新
た

な
過

疎
地

域
と

な
っ

た
市

町
村

数
 

 
市

町
村

 
 （

新
規

市
町

村
、

み
な

し
過

疎
→

過
疎

市
町

村
、

 
 

一
部

過
疎

→
過

疎
市

町
村

）

Ｈ
現

在
市

町
村

 

    
方

      
針

      
・

      
計

      
画

      
の

      
枠

      
組

      
み

 
①

 

  
方

針
（

「
振

興
方

針
」

）
 

 
①

基
本

的
な

方
針

 
 

ⅰ
）

過
疎

地
域

の
現

況
と

問
題

点
 

 
ⅱ

）
過

疎
地

域
振

興
の

基
本

的
な

方
向

 
 

ⅲ
）

広
域

的
町

村
圏

等
と

の
関

連
 

 
②

交
通

通
信

体
系

の
整

備
 

 
ⅰ

）
交

通
通

信
網

整
備

の
方

針
 

 
ⅱ

）
都

道
府

県
道

及
び

市
町

村
道

の
整

備
 

 
ⅲ

）
農

道
、

林
道

及
び

漁
港

関
連

道
の

整
備

 
 

ⅳ
）

交
通

確
保

対
策

 
 

ⅴ
）

有
線

電
気

通
信

設
備

の
整

備
 

 
③

教
育

文
化

施
設

の
整

備
 

 
ⅰ

）
教

育
文

化
施

設
整

備
の

方
針

 
 

ⅱ
）

公
立

小
中

学
校

の
統

合
整

備
 

 
ⅲ

）
集

会
施

設
及

び
文

化
施

設
の

配
置

と
整

備
 

 
④

生
活

環
境

施
設

等
厚

生
施

設
の

整
備

と
医

療
の

 
 

確
保

 
 

ⅰ
）

生
活

環
境

施
設

等
厚

生
施

設
整

備
の

方
針

 
 

ⅱ
）

無
医

地
区

解
消

の
方

針
 

 
ⅲ

）
保

育
所

及
び

児
童

館
、

老
人

福
祉

施
設

、
 

 
簡

易
水

道
等

の
整

備
 

 
ⅳ

）
消

防
救

急
施

設
の

整
備

 
 

⑤
産

業
の

振
興

 
 

ⅰ
）

農
林

漁
業

振
興

の
方

針
 

 
ⅱ

）
農

林
漁

業
の

経
営

改
善

 
 

ⅲ
）

工
場

誘
致

対
策

 
 

ⅳ
）

観
光

開
発

 
 

⑥
集

落
の

整
備

 
 

ⅰ
）

集
落

整
備

の
方

針
 

 
ⅱ

）
移

転
地

整
備

 
 

ⅲ
）

跡
地

利
用

対
策

 

  
方

針
（

「
振

興
方

針
」

）
 

 
①

基
本

的
な

事
項

 
 

ⅰ
）

過
疎

地
域

の
現

況
と

問
題

点
 

 
ⅱ

）
過

疎
地

域
振

興
の

基
本

的
な

方
向

 
 

ⅲ
）

広
域

的
な

経
済

社
会

生
活

圏
の

整
備

の
計

画
 

 
等

と
の

関
連

 
 

②
交

通
通

信
体

系
の

整
備

 
 

ⅰ
）

交
通

通
信

体
系

整
備

の
方

針
 

 
ⅱ

）
都

道
府

県
道

及
び

市
町

村
道

の
整

備
 

 
ⅲ

）
農

道
、

林
道

及
び

漁
港

関
連

道
の

整
備

 
 

ⅳ
）

交
通

確
保

対
策

 
 

ⅴ
）

有
線

電
気

通
信

設
備

及
び

無
線

電
話

の
整

備
 

 
③

教
育

文
化

施
設

の
整

備
 

 
ⅰ

）
教

育
文

化
施

設
整

備
の

方
針

 
 

ⅱ
）

公
立

小
中

学
校

の
統

合
整

備
等

教
育

施
設

の
 

 
整

備
 

 
ⅲ

）
集

会
施

設
（

高
齢

者
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

 
 

ー
を

含
む

）
及

び
文

化
施

設
の

整
備

 
 

④
生

活
環

境
施

設
及

び
福

祉
施

設
等

厚
生

施
設

の
整

 
 

備
 

 
ⅰ

）
生

活
環

境
施

設
及

び
福

祉
施

設
等

厚
生

施
設

 
 

整
備

の
方

針
 

 
ⅱ

）
保

育
所

及
び

児
童

館
、

老
人

福
祉

施
設

、
簡

 
 

易
水

道
等

の
整

備
 

 
ⅲ

）
消

防
救

急
施

設
の

整
備

 
 

⑤
医

療
の

確
保

 
 

ⅰ
）

医
療

確
保

の
方

針
 

 
ⅱ

）
無

医
地

区
対

策
 

 
ⅲ

）
特

定
診

療
科

に
係

る
医

療
確

保
対

策
 

 
⑥

産
業

の
振

興
 

 
ⅰ

）
産

業
振

興
の

方
針

 
 

ⅱ
）

農
林

漁
業

の
振

興
 

 
ⅲ

）
地

場
産

業
の

振
興

 
 

ⅳ
）

企
業

の
誘

致
対

策
 

 
ⅴ

）
商

業
の

振
興

 
 

ⅵ
）

観
光

又
は

レ
ク

レ
ー

シ
ョ

ン
 

 
⑦

集
落

の
整

備
 

 
ⅰ

）
集

落
整

備
の

方
針

 
 

ⅱ
）

集
落

の
移

転
 

  
方

針
（

「
活

性
化

方
針

」
）

 
 

①
基

本
的

な
事

項
 

 
ⅰ

）
過

疎
地

域
の

現
況

と
問

題
点

 
 

ⅱ
）

過
疎

地
域

活
性

化
の

基
本

的
な

方
向

 
 

ⅲ
）

広
域

的
な

経
済

社
会

生
活

圏
の

整
備

の
計

画
等

と

の
 

 
関

連
 

 
②

産
業

の
振

興
 

 
ⅰ

）
産

業
振

興
の

方
針

 
 

ⅱ
）

農
林

水
産

業
の

振
興

 
 

ⅲ
）

地
場

産
業

の
振

興
 

 
ⅳ

）
企

業
の

誘
致

対
策

 
 

ⅴ
）

商
業

の
振

興
 

 
ⅵ

）
観

光
又

は
レ

ク
レ

ー
シ

ョ
ン

 
 

③
交

通
通

信
体

系
の

整
備

 
 

ⅰ
）

交
通

通
信

体
系

の
整

備
の

方
針

 
 

ⅱ
）

都
道

府
県

道
及

び
市

町
村

道
の

整
備

 
 

ⅲ
）

農
道

、
林

道
及

び
漁

港
関

連
道

の
整

備
 

 
ⅳ

）
交

通
確

保
対

策
 

 
ⅴ

）
電

気
通

信
施

設
の

整
備

 
 

④
生

活
環

境
の

整
備

 
 

ⅰ
）

生
活

環
境

の
整

備
の

方
針

 
 

ⅱ
）

簡
易

水
道

、
下

水
処

理
施

設
等

の
整

備
 

 
ⅲ

）
消

防
救

急
施

設
の

整
備

 
 

⑤
高

齢
者

の
福

祉
そ

の
他

の
福

祉
の

増
進

 
 

ⅰ
）

高
齢

者
の

福
祉

そ
の

他
の

福
祉

の
増

進
の

方
針

 
 

ⅱ
）

高
齢

者
の

福
祉

の
増

進
を

図
る

た
め

の
対

策
 

 
ⅲ

）
保

育
所

及
び

児
童

館
の

整
備

 
 

⑥
医

療
の

確
保

 
 

ⅰ
）

医
療

の
確

保
の

方
針

 
 

ⅱ
）

無
医

地
区

対
策

 
 

ⅲ
）

特
定

診
療

科
に

係
る

医
療

確
保

対
策

 
 

⑦
教

育
文

化
の

振
興

 
 

ⅰ
）

教
育

文
化

の
振

興
の

方
針

 
 

ⅱ
）

公
立

小
中

学
校

の
統

合
整

備
等

教
育

施
設

の
整

備
 

 
ⅲ

）
集

会
施

設
、

体
育

施
設

、
文

化
施

設
等

の
整

備
 

 
⑧

集
落

の
整

備
 

 
ⅰ

）
集

落
整

備
の

方
針

 
 

ⅱ
）

集
落

の
再

編
整

備
 

  
方

針
（

「
自

立
促

進
方

針
」

）
 

 
①

基
本

的
な

事
項

 
 

ⅰ
）

過
疎

地
域

の
現

状
と

問
題

点
 

 
ⅱ

）
過

疎
地

域
自

立
促

進
の

基
本

的
な

方
向

 
 

ⅲ
）

広
域

的
な

経
済

社
会

生
活

圏
の

整
備

の
計

画
等

 
 

と
の

関
連

 
 

②
産

業
の

振
興

 
 

ⅰ
）

産
業

振
興

の
方

針
 

 
ⅱ

）
農

林
水

産
業

の
振

興
 

 
ⅲ

）
地

場
産

業
の

振
興

 
 

ⅳ
）

企
業

の
誘

致
対

策
 

 
ⅴ

）
起

業
の

促
進

 
 

ⅵ
）

商
業

の
振

興
 

 
ⅶ

）
観

光
又

は
レ

ク
レ

ー
シ

ョ
ン

 
 

③
交

通
通

信
体

系
の

整
備

、
情

報
化

及
び

地
域

間
交

流
 

 
の

促
進

 
 

ⅰ
）

交
通

通
信

体
系

の
整

備
の

方
針

 
 

ⅱ
）

都
道

府
県

道
及

び
市

町
村

道
の

整
備

 
 

ⅲ
）

農
道

、
林

道
及

び
漁

港
関

連
道

の
整

備
 

 
ⅳ

）
交

通
確

保
対

策
 

 
ⅴ

）
電

気
通

信
施

設
の

整
備

 
 

ⅵ
）

情
報

化
の

推
進

 
 

ⅶ
）

地
域

間
交

流
の

促
進

 
 

④
生

活
環

境
の

整
備

 
 

ⅰ
）

生
活

環
境

の
整

備
の

方
針

 
 

ⅱ
）

簡
易

水
道

、
下

水
処

理
施

設
等

の
整

備
 

 
ⅲ

）
消

防
救

急
施

設
の

整
備

 
 

⑤
高

齢
者

等
の

保
健

及
び

福
祉

の
向

上
及

び
増

進
 

 
ⅰ

）
高

齢
者

等
の

保
健

及
び

福
祉

の
向

上
及

び
増

進
 

 
の

方
針

 
 

ⅱ
）

高
齢

者
等

の
保

健
及

び
福

祉
の

向
上

及
び

増
進

 
 

を
図

る
た

め
の

対
策

 
 

ⅲ
）

児
童

そ
の

他
の

保
健

及
び

福
祉

の
向

上
及

び
増

 
 

進
を

図
る

た
め

の
対

策
 

 
⑥

医
療

の
確

保
 

 
ⅰ

）
医

療
の

確
保

の
方

針
 

 
ⅱ

）
無

医
地

区
対

策
 

 
ⅲ

）
特

定
診

療
科

に
係

る
医

療
確

保
対

策
 

 
⑦

教
育

の
振

興
 

 
ⅰ

）
教

育
の

振
興

の
方

針
 

 
ⅱ

）
公

立
小

中
学

校
の

統
合

整
備

等
教

育
施

設
の

整
 

 
備

 
 

ⅲ
）

集
会

施
設

、
体

育
施

設
、

社
会

教
育

施
設

等
の

 
 

整
備

 
 

⑧
地

域
文

化
の

振
興

等
 

 
ⅰ

）
地

域
文

化
の

振
興

等
の

方
針

 
 

ⅱ
）

地
域

文
化

の
振

興
等

に
係

る
施

設
の

整
備

 
 

⑧
集

落
の

整
備

 
 

ⅰ
）

集
落

整
備

の
方

針
 

 
ⅱ

）
集

落
の

再
編

整
備

 

  
方

針
（

「
自

立
促

進
方

針
」

）
 

 
①

基
本

的
な

事
項

 
 

ⅰ
）

過
疎

地
域

の
現

状
と

問
題

点
 

 
ⅱ

）
過

疎
地

域
自

立
促

進
の

基
本

的
な

方
向

 
 

ⅲ
）

広
域

的
な

経
済

社
会

生
活

圏
の

整
備

の
計

画
等

 
 

と
の

関
連

 
 

②
産

業
の

振
興

 
 

ⅰ
）

産
業

振
興

の
方

針
 

 
ⅱ

）
農

林
水

産
業

の
振

興
 

 
ⅲ

）
地

場
産

業
の

振
興

 
 

ⅳ
）

企
業

の
誘

致
対

策
 

 
ⅴ

）
起

業
の

促
進

 
 

ⅵ
）

商
業

の
振

興
 

 
ⅶ

）
観

光
又

は
レ

ク
レ

ー
シ

ョ
ン

 
 

③
交

通
通

信
体

系
の

整
備

、
情

報
化

及
び

地
域

間
交

流
 

 
の

促
進

 
 

ⅰ
）

交
通

通
信

体
系

の
整

備
の

方
針

 
 

ⅱ
）

都
道

府
県

道
及

び
市

町
村

道
の

整
備

 
 

ⅲ
）

農
道

、
林

道
及

び
漁

港
関

連
道

の
整

備
 

 
ⅳ

）
交

通
確

保
対

策
 

 
ⅴ

）
電

気
通

信
施

設
の

整
備

 
 

ⅵ
）

情
報

化
の

推
進

 
 

ⅶ
）

地
域

間
交

流
の

促
進

 
 

④
生

活
環

境
の

整
備

 
 

ⅰ
）

生
活

環
境

の
整

備
の

方
針

 
 

ⅱ
）

簡
易

水
道

、
下

水
処

理
施

設
等

の
整

備
 

 
ⅲ

）
消

防
救

急
施

設
の

整
備

 
 

⑤
高

齢
者

等
の

保
健

及
び

福
祉

の
向

上
及

び
増

進
 

 
ⅰ

）
高

齢
者

等
の

保
健

及
び

福
祉

の
向

上
及

び
増

進
 

 
の

方
針

 
 

ⅱ
）

高
齢

者
等

の
保

健
及

び
福

祉
の

向
上

及
び

増
進

 
 

を
図

る
た

め
の

対
策

 
 

ⅲ
）

児
童

そ
の

他
の

保
健

及
び

福
祉

の
向

上
及

び
増

 
 

進
を

図
る

た
め

の
対

策
 

 
⑥

医
療

の
確

保
 

 
ⅰ

）
医

療
の

確
保

の
方

針
 

 
ⅱ

）
無

医
地

区
対

策
 

 
ⅲ

）
特

定
診

療
科

に
係

る
医

療
確

保
対

策
 

 
⑦

教
育

の
振

興
 

 
ⅰ

）
教

育
の

振
興

の
方

針
 

 
ⅱ

）
公

立
小

中
学

校
の

統
合

整
備

等
教

育
施

設
の

整
 

 
備

 
 

ⅲ
）

集
会

施
設

、
体

育
施

設
、

社
会

教
育

施
設

等
の

 
 

整
備

 
 

⑧
地

域
文

化
の

振
興

等
 

 
ⅰ

）
地

域
文

化
の

振
興

等
の

方
針

 
 

ⅱ
）

地
域

文
化

の
振

興
等

に
係

る
施

設
の

整
備

 
 

⑧
集

落
の

整
備

 
 

ⅰ
）

集
落

整
備

の
方

針
 

 
ⅱ

）
集

落
の

再
編

整
備

 
  ※

変
更

は
な

い
が

、
ソ

フ
ト

事
業

へ
の

配
意

が
必

要
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法

 
律

 
名

 
過

疎
地

域
対

策
緊

急
措

置
法

 
過

疎
地

域
振

興
特

別
措

置
法

 
過

疎
地

域
活

性
化

特
別

措
置

法
 

過
疎

地
域

自
立

促
進

特
別

措
置

法
 

過
疎

地
域

自
立

促
進

特
別

措
置

法
（

Ｈ
２

２
、

２
４

改
正

）
 

   
方

    
針

    
・

    
計

    
画

    
の

    
枠

    
組

    
み

    
②

 

 
計

画
 

 【
市

町
村

計
画

】
 

 
①

基
本

的
な

方
針

 
 

ⅰ
）

市
町

村
の

概
況

 
 

ⅱ
）

人
口

及
び

産
業

の
推

移
と

動
向

 
 

ⅲ
）

市
町

村
行

財
政

の
状

況
 

 
ⅳ

）
振

興
の

基
本

方
針

 
 

ⅴ
）

計
画

期
間

 
 

②
交

通
通

信
体

系
の

整
備

 
 

ⅰ
）

現
況

と
問

題
点

 
 

ⅱ
）

そ
の

対
策

 
 

ⅲ
）

整
備

計
画

 
 

（
以

下
③

か
ら

⑥
ま

で
各

項
目

ご
と

に
同

じ
）

 
 

③
教

育
文

化
施

設
の

整
備

 
 

④
生

活
環

境
施

設
等

厚
生

施
設

の
整

備
と

医
療

の
 

 
確

保
 

 
⑤

農
林

水
産

業
そ

の
他

の
産

業
の

振
興

 
 

⑥
集

落
の

整
備

 
           【

都
道

府
県

計
画

】
 

 
①

方
針

 
 

②
計

画
の

期
間

 
 

③
事

業
計

画
の

概
要

 
 

ⅰ
）

基
幹

的
な

市
町

村
道

等
の

整
備

 
 

（
法

第
条

の
規

定
に

基
づ

く
も

の
）

 
 

ⅱ
）

医
療

の
確

保
 

 
（

法
第

条
の

規
定

に
基

づ
く

も
の

）
 

 
ⅲ

）
都

道
府

県
道

等
の

整
備

 
 

ⅳ
）

農
林

水
産

業
等

の
振

興
 

 
ⅴ

）
過

疎
地

域
の

市
町

村
に

対
す

る
行

財
政

上
 

 
の

援
助

 
 

ⅵ
）

そ
の

他
 

 
計

画
 

 【
市

町
村

計
画

】
 

 
①

市
町

村
の

概
要

 
 

ⅰ
）

市
町

村
の

自
然

的
、

歴
史

的
、

社
会

的
、

経
 

 
済

的
諸

条
件

の
概

要
 

 
ⅱ

）
市

町
村

に
お

け
る

過
疎

の
実

態
 

 
ⅲ

）
市

町
村

に
お

け
る

人
口

、
行

財
政

、
施

設
整

 
 

備
水

準
等

の
現

況
と

動
向

 
 

ⅳ
）

産
業

構
造

の
変

化
、

地
域

の
経

済
的

な
立

地
 

 
特

性
、

都
道

府
県

の
総

合
計

画
等

に
お

け
る

 
 

位
置

付
け

等
に

配
慮

し
た

市
町

村
の

社
会

経
 

 
済

的
発

展
の

方
向

 
 

②
振

興
の

基
本

方
針

 
 

ⅰ
）

土
地

利
用

 
 

ⅱ
）

施
設

整
備

 
 

ⅲ
）

産
業

振
興

 
 

③
交

通
通

信
体

系
の

整
備

 
 

ⅰ
）

現
況

と
問

題
点

 
 

ⅱ
）

そ
の

対
策

 
 

ⅲ
）

整
備

計
画

 
 

（
以

下
④

か
ら

⑧
ま

で
各

項
目

ご
と

に
同

じ
）

 
 

④
教

育
文

化
施

設
の

整
備

 
 

⑤
生

活
環

境
施

設
及

び
福

祉
施

設
等

厚
生

施
設

の
 

 
整

備
 

 
⑥

医
療

の
確

保
 

 
⑦

産
業

の
振

興
 

 
⑧

集
落

の
整

備
 

     【
都

道
府

県
計

画
】

 
 

①
基

本
的

な
事

項
 

 
②

交
通

通
信

体
系

の
整

備
 

 
ⅰ

）
基

幹
的

な
市

町
村

道
等

の
整

備
 

 
（

法
第

条
の

規
定

に
基

づ
く

も
の

）
 

 
ⅱ

）
都

道
府

県
道

等
の

整
備

 
 

③
教

育
文

化
施

設
の

整
備

 
 

④
生

活
環

境
施

設
及

び
福

祉
施

設
等

厚
生

施
設

の
整

 
 

備
 

 
⑤

医
療

の
確

保
 

 
ⅰ

）
法

第
の

規
定

に
に

基
づ

く
医

療
の

確
保

 
 

ⅱ
）

そ
の

他
の

医
療

の
確

保
 

 
⑥

産
業

の
振

興
 

 
⑦

集
落

の
整

備
 

 
⑧

過
疎

地
域

市
町

村
に

対
す

る
行

財
政

上
の

援
助

 

 
計

画
 

 【
市

町
村

計
画

】
 

 
①

基
本

的
な

事
項

 
 

ⅰ
）

市
町

村
の

概
要

 
 

ⅱ
）

人
口

及
び

産
業

の
推

移
と

動
向

 
 

ⅲ
）

市
町

村
行

財
政

の
状

況
 

 
ⅳ

）
地

域
の

活
性

化
の

基
本

方
針

 
 

ⅴ
）

計
画

期
間

 
 

②
産

業
の

振
興

 
 

ⅰ
）

現
況

と
問

題
点

 
 

ⅱ
）

そ
の

対
策

 
 

ⅲ
）

計
画

 
 

（
以

下
③

か
ら

⑨
ま

で
各

項
目

ご
と

に
同

じ
）

 
 

③
交

通
通

信
体

系
の

整
備

 
 

④
生

活
環

境
の

整
備

 
 

⑤
高

齢
者

の
福

祉
そ

の
他

の
福

祉
の

増
進

 
 

⑥
医

療
の

確
保

 
 

⑦
教

育
文

化
の

振
興

 
 

⑧
集

落
の

整
備

 
 

⑨
そ

の
他

地
域

の
活

性
化

に
関

し
必

要
な

事
項

 
            【

都
道

府
県

計
画

】
 

 
①

基
本

的
な

事
項

 
 

②
産

業
の

振
興

 
 

③
交

通
通

信
体

系
の

整
備

 
 

ⅰ
）

基
幹

的
な

市
町

村
道

等
の

整
備

 
 

（
法

第
条

の
規

定
に

基
づ

く
も

の
）

 
 

ⅱ
）

都
道

府
県

道
等

の
整

備
 

 
ⅲ

）
交

通
確

保
対

策
 

 
ⅳ

）
そ

の
他

 
 

④
生

活
環

境
の

整
備

 
 

⑤
高

齢
者

の
福

祉
そ

の
他

の
福

祉
の

増
進

 
 

⑥
医

療
の

確
保

 
 

ⅰ
）

無
医

地
区

対
策

法
第

条
の

規
定

に
基

づ
く

も

の
 

 
ⅱ

）
そ

の
他

の
医

療
の

確
保

 
 

⑦
教

育
文

化
の

振
興

 
 

⑧
集

落
の

整
備

 
 

⑨
そ

の
他

地
域

の
活

性
化

に
関

し
必

要
な

事
項

 
 

⑩
過

疎
地

域
市

町
村

に
対

す
る

行
財

政
上

の
援

助
 

 
計

画
 

 【
市

町
村

計
画

】
 

 
①

基
本

的
な

事
項

 
 

ⅰ
）

市
町

村
の

概
況

 
 

ⅱ
）

人
口

及
び

産
業

の
推

移
と

動
向

 
 

ⅲ
）

市
町

村
行

財
政

の
状

況
 

 
ⅳ

）
地

域
の

自
立

促
進

の
基

本
方

針
 

 
ⅴ

）
計

画
期

間
 

 
②

産
業

の
振

興
 

 
ⅰ

）
現

況
と

問
題

点
 

 
ⅱ

）
そ

の
対

策
 

 
ⅲ

）
計

画
 

 
（

以
下

③
か

ら
⑩

ま
で

各
項

目
ご

と
に

同
じ

）
 

 
③

交
通

通
信

体
系

の
整

備
、

情
報

化
及

び
地

域
間

交
流

 
 

の
促

進
 

 
④

生
活

環
境

の
整

備
 

 
⑤

高
齢

者
等

の
保

健
及

び
福

祉
の

向
上

及
び

増
進

 
 

⑥
医

療
の

確
保

 
 

⑦
教

育
の

振
興

 
 

⑧
地

域
文

化
の

振
興

等
 

 
⑨

集
落

の
整

備
 

 
⑩

そ
の

他
地

域
の

自
立

促
進

に
関

し
必

要
な

事
項

 
          【

都
道

府
県

計
画

】
 

 
①

基
本

的
な

事
項

 
 

②
産

業
の

振
興

 
 

③
交

通
通

信
体

系
の

整
備

、
情

報
化

及
び

地
域

間
交

流
 

 
の

促
進

 
 

ⅰ
）

基
幹

的
な

市
町

村
道

等
の

整
備

 
 

（
法

第
条

の
規

定
に

基
づ

く
も

の
）

 
 

ⅱ
）

都
道

府
県

道
等

の
整

備
 

 
ⅲ

）
交

通
確

保
対

策
 

 
ⅳ

）
そ

の
他

 
 

④
生

活
環

境
の

整
備

 
 

⑤
高

齢
者

等
の

保
健

及
び

福
祉

の
向

上
及

び
増

進
 

 
⑥

医
療

の
確

保
 

 
ⅰ

）
無

医
地

区
対

策
（

法
第

条
に

基
づ

く
も

の
）

 
 

ⅱ
）

そ
の

他
 

 
⑦

教
育

の
振

興
 

 
⑧

地
域

文
化

の
振

興
等

 
 

⑨
集

落
の

整
備

 
 

⑩
そ

の
他

地
域

の
自

立
促

進
に

関
し

必
要

な
事

項
 

 
⑪

過
疎

地
域

市
町

村
に

対
す

る
行

財
政

上
の

援
助

 

 
計

画
 

 【
市

町
村

計
画

】
 

 
①

基
本

的
な

事
項

 
 

ⅰ
）

市
町

村
の

概
況

 
 

ⅱ
）

人
口

及
び

産
業

の
推

移
と

動
向

 
 

ⅲ
）

市
町

村
行

財
政

の
状

況
 

 
ⅳ

）
地

域
の

自
立

促
進

の
基

本
方

針
 

 
ⅴ

）
計

画
期

間
 

 
②

産
業

の
振

興
 

 
ⅰ

）
現

況
と

問
題

点
 

 
ⅱ

）
そ

の
対

策
 

 
ⅲ

）
計

画
 

 
（

以
下

③
か

ら
⑩

ま
で

各
項

目
ご

と
に

同
じ

）
 

 
③

交
通

通
信

体
系

の
整

備
、

情
報

化
及

び
地

域
間

交
流

の
 

 
促

進
 

 
④

生
活

環
境

の
整

備
 

 
⑤

高
齢

者
等

の
保

健
及

び
福

祉
の

向
上

及
び

増
進

 
 

⑥
医

療
の

確
保

 
 

⑦
教

育
の

振
興

 
 

⑧
地

域
文

化
の

振
興

等
 

 
⑨

集
落

の
整

備
 

 
⑩

そ
の

他
地

域
の

自
立

促
進

に
関

し
必

要
な

事
項

（
過

疎
 

 
地

域
自

立
促

進
特

別
事

業
（

ソ
フ

ト
分

）
の

た
め

の
基

 
 

金
積

立
、

自
然

エ
ネ

ル
ギ

ー
を

利
用

す
る

た
め

の
施

設
 

 
は

こ
こ

に
記

載
）

 
  

※
改

正
前

と
枠

組
み

の
変

更
は

な
い

が
、

過
疎

地
域

自
立

 
 

促
進

特
別

事
業
（

ソ
フ

ト
分

）
の

実
施

を
含

め
、
ソ

フ
ト

 
 

事
業

へ
の

配
意

が
必

要
 

   【
都

道
府

県
計

画
】

※
変

更
な

し
 

 
①

基
本

的
な

事
項

 
 

②
産

業
の

振
興

 
 

③
交

通
通

信
体

系
の

整
備

、
情

報
化

及
び

地
域

間
交

流
の

 
 

促
進

 
 

ⅰ
）

基
幹

的
な

市
町

村
道

等
の

整
備

 
 

（
法

第
条

の
規

定
に

基
づ

く
も

の
）

 
 

ⅱ
）

都
道

府
県

道
等

の
整

備
 

 
ⅲ

）
交

通
確

保
対

策
 

 
ⅳ

）
そ

の
他

 
 

④
生

活
環

境
の

整
備

 
 

⑤
高

齢
者

等
の

保
健

及
び

福
祉

の
向

上
及

び
増

進
 

 
⑥

医
療

の
確

保
 

 
ⅰ

）
無

医
地

区
対

策
（

法
第

条
に

基
づ

く
も

の
）

 
 

ⅱ
）

そ
の

他
 

 
⑦

教
育

の
振

興
 

 
⑧

地
域

文
化

の
振

興
等

 
 

⑨
集

落
の

整
備

 
 

⑩
そ

の
他

地
域

の
自

立
促

進
に

関
し

必
要

な
事

項
 

 
⑪

過
疎

地
域

市
町

村
に

対
す

る
行

財
政

上
の

援
助
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法

 
律

 
名

 
過

疎
地

域
対

策
緊

急
措

置
法

 
過

疎
地

域
振

興
特

別
措

置
法

 
過

疎
地

域
活

性
化

特
別

措
置

法
 

過
疎

地
域

自
立

促
進

特
別

措
置

法
 

過
疎

地
域

自
立

促
進

特
別

措
置

法
（

Ｈ
２

２
、

２
４

改
正

）
 

  
特

    
別

    
措

    
置

    
等

 

 ○
国

の
負

担
又

は
補

助
の

割
合

の
特

例
３

分
の

２
 

 
①

教
育

施
設

②
児

童
福

祉
施

設
③

消
防

施
設

 
 

④
公

立
の

小
・

中
学

校
に

勤
務

す
る

教
職

員
住

宅
 

 ○
過

疎
対

策
事

業
債

 
 ○

基
幹

道
路

の
都

道
府

県
代

行
 

 ○
医

療
の

確
保

 
 

都
道

府
県

は
無

医
地

区
に

関
し

、
診

療
所

の
設

置
 

 等
を

行
う

。
 

 ○
交

通
の

確
保

（
免

許
の

許
可

・
認

可
）

 
 

①
一

般
乗

合
旅

客
自

動
車

経
営

 
 

②
自

家
用

自
動

車
を

共
同

で
有

償
経

営
 

 ○
農

地
法

等
に

よ
る

処
分

に
つ

い
て

の
配

慮
 

 ○
国

有
林

野
の

活
用

 
 ○

住
宅

金
融

公
庫

か
ら

の
資

金
の

貸
付

 
 ○

農
林

漁
業

金
融

公
庫

か
ら

の
資

金
の

貸
付

 
 ○

税
法

上
の

特
例

措
置

 

 ○
国

の
負

担
又

は
補

助
の

割
合

の
特

例
（

３
分

の
２

）
 

 
①

教
育

施
設

②
児

童
福

祉
施

設
③

消
防

施
設

 
 

④
公

立
の

小
・

中
学

校
に

勤
務

す
る

教
職

員
住

宅
 

 ○
過

疎
対

策
事

業
債

 
 ○

基
幹

道
路

の
都

道
府

県
代

行
 

 ○
医

療
の

確
保

 
 ○

老
人

福
祉

の
増

進
（

高
齢

者
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

 
 ー

）
 

 ○
交

通
の

確
保

（
免

許
の

許
可

・
認

可
）

 
 ○

農
地

法
等

に
よ

る
処

分
に

つ
い

て
の

配
慮

 
 ○

国
有

林
野

の
活

用
 

 ○
住

宅
金

融
公

庫
か

ら
の

資
金

の
貸

付
 

 ○
中

小
企

業
に

対
す

る
資

金
の

確
保

 
 ○

農
林

漁
業

金
融

公
庫

か
ら

の
資

金
の

貸
付

 
 ○

税
法

上
の

特
例

措
置

 

 ○
国

の
負

担
又

は
補

助
の

割
合

の
特

例
（

分
の

）
 

 
①

教
育

施
設

②
児

童
福

祉
施

設
③

消
防

施
設

 
 

④
公

立
の

小
・

中
学

校
に

勤
務

す
る

教
職

員
住

宅
 

 ○
過

疎
対

策
事

業
債

 
 ○

下
水

道
事

業
の

都
道

府
県

代
行

 
 ○

基
幹

道
路

の
都

道
府

県
代

行
 

 ○
医

療
の

確
保

 
 ○

高
齢

者
の

福
祉

の
増

進
 

 ○
交

通
の

確
保

（
免

許
の

許
可

・
認

可
）

 
 ○

農
地

法
等

に
よ

る
処

分
に

つ
い

て
の

配
慮

 
 ○

国
有

林
野

の
活

用
 

 ○
住

宅
金

融
公

庫
か

ら
の

資
金

の
貸

付
 

 ○
中

小
企

業
に

対
す

る
資

金
の

確
保

 
 ○

農
林

漁
業

金
融

公
庫

か
ら

の
資

金
の

貸
付

 
 ○

税
法

上
の

特
例

措
置

 

 ○
国

の
負

担
又

は
補

助
の

割
合

の
特

例
（

分
の

）
 

 
①

教
育

施
設

②
児

童
福

祉
施

設
③

消
防

施
設

 
 

④
公

立
の

小
・

中
学

校
に

勤
務

す
る

教
職

員
住

宅
 

 
※

公
立

保
育

所
と

消
防

施
設

に
つ

い
て

は
、

三
位

一
体

 
 

改
革

で
補

助
金

廃
止

（
地

方
債

で
措

置
）

 
 ○

過
疎

対
策

事
業

債
 

 ○
下

水
道

事
業

の
都

道
府

県
代

行
 

 ○
基

幹
道

路
の

都
道

府
県

代
行

 
 ○

医
療

の
確

保
 

 ○
高

齢
者

の
福

祉
の

増
進

 
 ○

交
通

の
確

保
（

生
活

に
必

要
な

旅
客

輸
送

の
安

定
）

 
 ○

情
報

の
流

通
の

円
滑

化
、

通
信

体
系

の
充

実
 

 ○
教

育
の

充
実

 
 ○

地
域

文
化

の
振

興
等

 
 ○

農
地

法
等

に
よ

る
処

分
に

つ
い

て
の

配
慮

 
 ○

国
有

林
野

の
活

用
 

 ○
農

林
漁

業
金

融
公

庫
等

か
ら

の
資

金
の

貸
付

 
 ○

中
小

企
業

に
対

す
る

資
金

の
確

保
 

 ○
住

宅
金

融
公

庫
等

か
ら

の
資

金
の

貸
付

 
 ○

税
法

上
の

特
例

措
置

 

 ○
国

の
負

担
又

は
補

助
の

割
合

の
特

例
（

分
の

）
 

  
①

教
育

施
設

②
児

童
福

祉
施

設
③

消
防

施
設

 
 

④
公

立
の

小
・

中
学

校
に

勤
務

す
る

教
職

員
住

宅
 

 
※

公
立

保
育

所
と

消
防

施
設

に
つ

い
て

は
、

三
位

一
体

 
 

改
革

で
補

助
金

廃
止

（
地

方
債

で
措

置
）

 
  
○

過
疎

対
策

事
業

債
 

 改
正

内
容

 
 ・

対
象

施
設

（
ハ

ー
ド

事
業

）
の

追
加

 
 

「
認

定
こ

ど
も

園
」

「
図

書
館

」
「

自
然

エ
ネ

ル
ギ

ー
 

 
を

利
用

す
る

施
設

」
「

市
町

村
立

の
幼

稚
園

」
追

加
し

、
 

 
小

中
学

校
の

校
舎

等
の

統
合

要
件

を
撤

廃
 

 ・
ソ

フ
ト

事
業

へ
の

拡
充

 
 

地
域

医
療

の
確

保
、

住
民

に
身

近
な

生
活

交
通

の
確

保
 

 
、

集
落

の
維

持
、

活
性

化
な

ど
の

住
民

の
安

全
・

安
心

な
 

 
暮

ら
し

の
確

保
を

図
る

た
め

の
事

業
基

金
の

積
立

含
む

 
 

に
要

す
る

経
費

で
総

務
省

令
で

定
め

る
額

の
範

囲
内

 
 ※

ソ
フ

ト
分

発
行

可
能

額
 

 
当

該
年

度
の

前
年

度
の

基
準

財
政

需
要

額
×

０
．

５
６

 
 

―
財

政
力

指
数

×
１

／
１

５
 

  
○

下
水

道
事

業
の

都
道

府
県

代
行

 
  
○

基
幹

道
路

の
都

道
府

県
代

行
 

  
○

医
療

の
確

保
 

  
○

高
齢

者
の

福
祉

の
増

進
 

  
○

交
通

の
確

保
（

生
活

に
必

要
な

旅
客

輸
送

の
安

定
）

 
  
○

情
報

の
流

通
の

円
滑

化
、

通
信

体
系

の
充

実
 

  
○

教
育

の
充

実
 

  
○

地
域

文
化

の
振

興
等

 
  
○

農
地

法
等

に
よ

る
処

分
に

つ
い

て
の

配
慮

 
  
○

国
有

林
野

の
活

用
 

  
○

農
林

漁
業

金
融

公
庫

等
か

ら
の

資
金

の
貸

付
 

  
○

中
小

企
業

に
対

す
る

資
金

の
確

保
 

  
○

住
宅

金
融

公
庫

等
か

ら
の

資
金

の
貸

付
 

  
○

税
法

上
の

特
例

措
置

 
 
・
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
業

を
廃

止
し

、
コ

ー
ル

セ
ン

タ
ー

を
追

加
 

 備
考

）
下

線
部

は
拡

充
又

は
新

設
部

分
で

あ
る
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(
注

）
み

な
し

過
疎

市
町

村
＝

過
疎

地
域

と
み

な
さ

れ
る

市
町

村

一
部

過
疎

市
町

村
＝

過
疎

地
域

と
み

な
さ

れ
る

区
域

の
あ

る
市

町
村

都
道

府
県

市
町

村
計

市
町

村
計

比
率

市
町

村
計

市
町

村
（

地
域

）
計

市
町

村
計

比
率

Ａ
Ｂ

Ｂ
/
Ａ

Ｃ
Ｃ

/
Ａ

北
海

道
青

森
県

岩
手

県
宮

城
県

秋
田

県
山

形
県

福
島

県

茨
城

県
栃

木
県

群
馬

県
埼

玉
県

千
葉

県
東

京
都

神
奈

川
県

新
潟

県
富

山
県

石
川

県
福

井
県

山
梨

県

長
野

県

岐
阜

県
静

岡
県

愛
知

県

三
重

県

滋
賀

県
京

都
府

大
阪

府
兵

庫
県

奈
良

県

和
歌

山
県

鳥
取

県
島

根
県

岡
山

県
広

島
県

山
口

県

徳
島

県
香

川
県

愛
媛

県

高
知

県

福
岡

県
佐

賀
県

長
崎

県
熊

本
県

大
分

県
宮

崎
県

鹿
児

島
県

沖
縄

県

合
　

計

合
計

（
過

疎
市

町
村

）
　

ａ
＋

ｂ
＋

ｃ

５
．

都
道

府
県

別
過

疎
市

町
村

数
[
令

和
5
年

4
月

1
日

現
在

]

全
市

町
村

過
疎

地
域

市
町

村
　

ａ
み

な
し

過
疎

市
町

村
　

ｂ
一

部
過

疎
市

町
村

　
ｃ
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  ６
．
県
内
過
疎
市
町
村
の
変
遷
（
県
単
過
疎
含
む
）

 

※
下
線
部
は
追
加
指
定
市
町
村
 

要
綱
改
正
年
月
日
 

指
 
 
 
 
 
 
 
定
 
 
 
 
 
 
 
要
 
 
 
 
 
 
 
件
 

法
適
過
疎
地
域
市
町
村
（
①
に
該
当
）
 

県
単
独
基
準
過
疎
地
域
市
町
村
（
②
に
該
当
）
 

過
疎
法
附
則
に
よ
る
過
疎
地
域
市
町
村
（
③
該
当
）
 

昭
和
45
年
 5
月
 8
日
 

（
施
行
）
 ①

過
疎
地
域
対
策
緊
急
措
置
法
に
定
め
る
過
疎
地
域
に
該
当
す
る
市
町
村
（
Ｓ

45
,5
,1
公
示
）
 

②
離
島
振
興
に
よ
る
指
定
地
域
を
有
す
る
財
政
力
０
．
４
未
満
の
市
町
村
 

法
適
市
町
村
 
２
市
２
３
町
２
村
 

平
 戸

 市
、
松
 浦

 市
、
香
 焼

 町
、
野
母
崎
町
、
三
 
和
 町

 
西
 海

 町
、
崎
 戸

 町
、
大
瀬
戸
町
、
大
 島

 村
、
小
値
賀
町

 
宇
 久

 町
、
福
 島

 町
、
江
 迎

 町
、
鹿
 町

 町
、
小
佐
々
町

 
佐
 々

 町
、
吉
 井

 町
、
世
知
原
町
、
富
 江

 町
、
玉
之
浦
町

 
三
井
楽
町
、
岐
 宿

 町
、
奈
 留

 町
、
若
 松

 町
、
芦
 
辺
 町

 
石
 田

 
町
、
三
 重

 
村
 

県
単
市
町
村
 
１
市
１
６
町
 

福
 
江
 
市
、
伊
王
島
町
、
大
 
島
 
町
、
生
 
月
 
町
、
鷹
 
島
 
町
 

上
五
島
町
、
新
魚
目
町
、
有
 
川
 
町
、
奈
良
尾
町
、
郷
ノ
浦
町
 

勝
 
本
 
町
、
厳
 
原
 
町
、
美
津
島
町
、
豊
 
玉
 
町
、
峰
 
 
 
 
町
 

上
 
県
 
町
、
上
対
馬
町
 

－
市
－
町
－
村
 

昭
和
46
年
 5
月
20
日
 

①
過
疎
地
域
対
策
緊
急
措
置
法
に
定
め
る
過
疎
地
域
に
該
当
す
る
市
町
村

 
②
 
1)
離
島
振
興
法
に
よ
る
全
域
指
定
市
町
村

 
 
 
2)
産
炭
１
０
条
地
域
で
農
林
漁
業
の
就
業
率
が

40
％
以
上
の
市
町
村
 

法
適
市
町
村
 
２
市
３
４
町
２
村
 

平
 戸

 市
、
松
 浦

 市
、
香
 焼

 町
、
野
母
崎
町
、
三
 
和
 町

 
西
 海

 町
、
大
 島

 町
、
崎
 戸

 町
、
大
瀬
戸
町
、
大
 
島
 村

 
小
値
賀
町
、
宇
 久

 町
、
福
 島

 町
、
鷹
 島

 町
、
江
 
迎
 町

 
鹿
 町

 町
、
小
佐
々
町
、
佐
 々

 町
、
吉
 井

 町
、
世
知
原
町

 
富
 江

 町
、
玉
之
浦
町
、
三
井
楽
町
、
岐
 宿

 町
、
奈
 
留
 町

 
若
 松

 町
、
上
五
島
町
、
新
魚
目
町
、
有
 川

 町
、
奈
良
尾
町

 
芦
 辺

 町
、
石
 田

 町
、
美
津
島
町
、
豊
 玉

 町
、
峰
 
 

町
 

上
 県

 町
、
上
対
馬
町
、
三
 重

 村
 

県
単
市
町
村
 
１
市
 
８
町
 

福
 
江
 
市
、
伊
王
島
町
、
高
 
島
 
町
、
外
 
海
 
町
、
生
 
月
 
町
 

田
 
平
 
町
、
郷
ノ
浦
町
、
勝
 
本
 
町
、
厳
 
原
 
町
 

   （
解
除
 
 
大
 
島
 
町
、
鷹
 
島
 
町
、
上
五
島
町
、
新
魚
目
町
 

 
 
 
 
 
有
 
川
 
町
、
奈
良
尾
町
、
美
津
島
町
、
豊
 
玉
 
町
 

 
 
 
 
 
峰
 
 
町
、
上
 
県
 
町
、
上
対
馬
町
 
 
 
 
 
）
 

－
市
－
町
－
村
 

昭
和
48
年
 

同
 
 
上
 

法
適
市
町
村
 
２
市
３
４
町
１
村
 

平
 戸

 市
、
松
 浦

 市
、
香
 焼

 町
、
野
母
崎
町
、
三
 
和
 町

 
西
 海

 町
、
大
 島

 町
、
崎
 戸

 町
、
大
瀬
戸
町
、
大
 
島
 村

 
小
値
賀
町
、
宇
 久

 町
、
福
 島

 町
、
鷹
 島

 町
、
江
 
迎
 町

 
鹿
 町

 町
、
小
佐
々
町
、
佐
 々

 町
、
吉
 井

 町
、
世
知
原
町

 
富
 江

 町
、
玉
之
浦
町
、
三
井
楽
町
、
岐
 宿

 町
、
奈
 
留
 町

 
若
 松

 町
、
上
五
島
町
、
新
魚
目
町
、
有
 川

 町
、
奈
良
尾
町

 
芦
 辺

 町
、
石
 田

 町
、
美
津
島
町
、
豊
 玉

 町
、
峰
 
 

町
 

上
 県

 町
、
上
対
馬
町
 

（
解
除
 
 
三
 重

 
村
 ）

 

県
単
市
町
村
 
１
市
 
８
町
 

福
 
江
 
市
、
伊
王
島
町
、
高
 
島
 
町
、
外
 
海
 
町
、
生
 
月
 
町
 

田
 
平
 
町
、
郷
ノ
浦
町
、
勝
 
本
 
町
、
厳
 
原
 
町
 

－
市
－
町
－
村
 

昭
和
51
年
 4
月
15
日
 

同
 
 
上
 

法
適
市
町
村
 
２
市
３
７
町
１
村
 

平
 戸

 市
、
松
 浦

 市
、
香
 焼

 町
、
伊
王
島
町
、
高
 
島
 町

 
野
母
崎
町
、
三
 和

 町
、
西
 海

 町
、
大
 島

 町
、
崎
 
戸
 町

 
大
瀬
戸
町
、
大
 島

 村
、
小
値
賀
町
、
宇
 久

 町
、
福
 
島
 町

 
鷹
 島

 町
、
江
 迎

 町
、
鹿
 町

 町
、
小
佐
々
町
、
佐
 
々
 町

 
吉
 井

 町
、
世
知
原
町
、
富
 江

 町
、
玉
之
浦
町
、
三
井
楽
町

 
岐
 宿

 町
、
奈
 留

 町
、
若
 松

 町
、
上
五
島
町
、
新
魚
目
町

 
有
 川

 町
、
奈
良
尾
町
、
芦
 辺

 町
、
石
 田

 町
、
厳
 
原
 町

 
美
津
島
町
、
豊
 玉

 
町
、
峰
 
 
町
、
上
 県

 
町
、
上
対
馬
町

 

県
単
市
町
村
 
１
市
 
５
町
 

福
 
江
 
市
、
外
 
海
 
町
、
生
 
月
 
町
、
田
 
平
 
町
、
郷
ノ
浦
町
 

勝
 
本
 
町
 

     （
解
除
 
 
伊
王
島
町
、
高
 
島
 町

、
厳
 原

 
町
）
 

－
市
－
町
－
村
 

昭
和
55
年
 9
月
 1
日
 

①
過
疎
地
域
振
興
特
別
措
置
法
に
定
め
る
過
疎
地
域
に
該
当
す
る
市
町
村
（
Ｓ

55
,4
,1
公
示
）
 

②
昭
和
35
年
か
ら
昭
和

50
年
の
間
に
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
人
口
が
、
減
少
し
て
い
る
市
町
村
で
 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
市
町
村

 
 (
1)
離
島
振
興
法
に
よ
る
全
域
指
定
市
町
村

 
 (
2)
次
の
す
べ
て
の
要
件
を
満
た
す
市
町
村

 
・
昭
和
50
年
国
勢
調
査
人
口
の
昭
和

35
年
国
勢
調
査
人
口
対
比
減
少
率
15
％
以
上
 

・
昭
和
51
年
度
か
ら
昭
和

53
年
度
ま
で
の
平
均
財
政
力
指
数
が
 0
.2
18
以
下
 

・
昭
和
50
年
国
勢
調
査
に
お
け
る

65
才
以
上
人
口
構
成
率
が
11
％
以
上
 

・
昭
和
50
年
国
勢
調
査
に
お
け
る
第
一
次
産
業
従
事
者

50
％
以
上
 

・
辺
地
有
市
町
村
 

・
昭
和
53
年
調
べ
に
よ
る
公
共
施
設
整
備
水
準
値
が

80
％
以
下
 

法
適
市
町
村
 
２
市
３
７
 町

１
村
 

平
 戸

 市
、
松
 浦

 市
、
伊
王
島
町
、
高
 島

 町
、
野
母
崎
町

 
西
 海

 町
、
大
 島

 町
、
崎
 戸

 町
、
大
瀬
戸
町
、
千
々
石
町

 
北
有
馬
町
、
西
有
家
町
、
大
 島

 村
、
小
値
賀
町
、
宇
 
久
 町

 
福
 島

 町
、
鷹
 島

 町
、
江
 迎

 町
、
鹿
 町

 町
、
小
佐
々
町

 
佐
 々

 町
、
吉
 井

 町
、
世
知
原
町
、
富
 江

 町
、
玉
之
浦
町

 
三
井
楽
町
、
岐
 宿

 町
、
奈
 留

 町
、
若
 松

 町
、
上
五
島
町

 
新
魚
目
町
、
有
 川

 町
、
奈
良
尾
町
、
芦
 辺

 町
、
厳
 
原
 町

 
美
津
島
町
、
豊
 玉

 町
、
峰
 
 
町
、
上
 県

 町
、
上
対
馬
町

 
 

（
解
除
 
 
香
焼
町
、
三
和
町
、
石
田
町
）
 

県
単
市
町
村
 
１
市
１
２
町
 

福
 
江
 
市
、
外
 
海
 
町
、
西
 
彼
 
町
、
瑞
 
穂
 
町
、
吾
 
妻
 
町
 

南
串
山
町
、
南
有
馬
町
、
有
 
家
 
町
、
布
 
津
 
町
、
生
 
月
 
町
 

田
 
平
 
町
、
郷
ノ
浦
町
、
勝
 
本
 
町
 

－
市
２
町
－
村
 

三
 
和
 
町
、
石
 
田
 
町
 

昭
和
59
年
 4
月
 1
日
 

同
 
 
上
 

法
適
市
町
村
 
２
市
３
７
町
１
村
 

平
 戸

 市
、
松
 浦

 市
、
伊
王
島
町
、
高
 島

 町
、
野
母
崎
町

 
西
 海

 町
、
大
 島

 町
、
崎
 戸

 町
、
大
瀬
戸
町
、
千
々
石
町

 
北
有
馬
町
、
西
有
家
町
、
大
 島

 村
、
小
値
賀
町
、
宇
 
久
 町

 
福
 島

 町
、
鷹
 島

 町
、
江
 迎

 町
、
鹿
 町

 町
、
小
佐
々
町

 
佐
 々

 町
、
吉
 井

 町
、
世
知
原
町
、
富
 江

 町
、
玉
之
浦
町

 
三
井
楽
町
、
岐
 宿

 町
、
奈
 留

 町
、
若
 松

 町
、
上
五
島
町

 
新
魚
目
町
、
有
 川

 町
、
奈
良
尾
町
、
芦
 辺

 町
、
厳
 
原
 町

 
美
津
島
町
、
豊
 玉

 
町
、
峰
 
 
町
、
上
 県

 
町
、
上
対
馬
町

 

県
単
市
町
村
 
１
市
１
３
町
 

福
 
江
 
市
、
外
 
海
 
町
、
西
 
彼
 
町
、
瑞
 
穂
 
町
、
吾
 
妻
 
町
 

南
串
山
町
、
南
有
馬
町
、
有
 
家
 
町
、
布
 
津
 
町
、
生
 
月
 
町
 

田
 
平
 
町
、
郷
ノ
浦
町
、
勝
 
本
 
町
、
石
 
田
 
町
 

－
市
－
町
－
村
 

       （
解
除
 
 
三
 和

 
町
、
石
 
田
 町

）
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要
綱
改
正
年
月
日
 

指
 
 
 
 
 
 
 
定
 
 
 
 
 
 
 
要
 
 
 
 
 
 
 

件
 

法
適
過
疎
地
域
市
町
村
（
①
に
該
当
）
 

県
単
独
基
準
過
疎
地
域
市
町
村
（
②
に
該
当
）
 

過
疎
法
附
則
に
よ
る
過
疎
地
域
市
町
村
（
③
該
当
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成
 2
年
 
9月

17
日
 

①
過
疎
地
域
活
性
化
特
別
措
置
法
に
定
め
る
過
疎
地
域
に
該
当
す
る
市
町
村
（
Ｈ

2,
4,
1公

示
）
 

②
昭
和
61
年
度
か
ら
昭
和

63
年
度
ま
で
の
平
均
財
政
力
指
数
が
 0
.3
63
以
下
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
 

該
当
す
る
市
町
村
 

・
昭
和
60
年
国
勢
調
査
人
口
の
昭
和

35
年
国
勢
調
査
人
口
対
比
減
少
率
20
％
以
上
 

・
昭
和
60
年
国
勢
調
査
人
口
の
昭
和

35
年
国
勢
調
査
人
口
対
比
減
少
率
15
％
以
上
で
、
昭
和
60
年

国
勢
調
査
に
お
け
る

65
才
以
上
人
口
の
構
成
率
が
15
％
以
上
 

・
昭
和
60
年
国
勢
調
査
人
口
の
昭
和

35
年
国
勢
調
査
人
口
対
比
減
少
率
15
％
以
上
で
、
昭
和
60
年

国
勢
調
査
に
お
け
る

15
才
以
上
30
才
未
満
の
人
口
構
成
率
が
18
％
以
下
 

・
昭
和
35
年
国
勢
調
査
時
点
か
ら
昭
和

60
年
国
勢
調
査
人
口
が
減
少
し
て
お
り
、
全
域
が
離
島
振

興
法
第
２
条
の
指
定
を
受
け
て
い
る
こ
と

 
・
昭
和
35
年
国
勢
調
査
時
点
か
ら
昭
和

60
年
国
勢
調
査
人
口
が
減
少
し
て
お
り
、
産
振
法
第
６
条

の
指
定
を
受
け
て
い
る
こ
と

 
③
過
疎
地
域
活
性
化
特
別
措
置
法
附
則
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
市
町
村

 

法
適
市
町
村
 
２
市
３
６
町
１
村
 

平
 戸

 市
、
松
 浦

 市
、
伊
王
島
町
、
高
 島

 町
、
野
母
崎
町

 
西
 海

 町
、
大
 島

 町
、
崎
 戸

 町
、
千
々
石
町
、
南
有
馬
町

 
北
有
馬
町
、
大
 島

 村
、
小
値
賀
町
、
宇
 久

 町
、
福
 
島
 町

 
鷹
 島

 町
、
江
 迎

 町
、
鹿
 町

 町
、
小
佐
々
町
、
佐
 
々
 町

 
吉
 井

 町
、
世
知
原
町
、
富
 江

 町
、
玉
之
浦
町
、
三
井
楽
町

 
岐
 宿

 町
、
奈
 留

 町
、
若
 松

 町
、
新
魚
目
町
、
有
 
川
 町

 
奈
良
尾
町
、
郷
ノ
浦
町
、
勝
 本

 町
、
芦
 辺

 町
、
美
津
島
町

 
豊
 玉

 町
、
峰
 
 
町
、
上
 県

 町
、
上
対
馬
町
 

   （
解
除
 
 
大
瀬
戸
町
、
西
有
家
町
、
上
五
島
町
、
厳
 原

 町
）
 

県
単
市
町
村
 
１
市
１
３
町
 

福
 
江
 
市
、
外
 
海
 
町
、
国
 
見
 
町
、
瑞
 
穂
 
町
、
吾
 
妻
 
町
 

南
串
山
町
、
西
有
家
町
、
有
 
家
 
町
、
布
 
津
 
町
、
生
 
月
 
町
 

田
 
平
 
町
、
上
五
島
町
、
厳
 
原
 
町
、
石
 
田
 
町
 

        （
解
除
 
 
西
 
彼
 
町
、
南
有
馬
町
、
郷
ノ
浦
町
、
勝
 
本
 
町
）
 

－
市
４
町
－
村
 

大
瀬
戸
町
 

（
西
有
家
町
、
上
五
島
町
、
厳
原
町
）
 

         ※
（
西
有
家
町
、
上
五
島
町
、
厳
原
町
）
は
再
掲
 

平
成
 3
年
 
5月

14
日
 

①
過
疎
地
域
活
性
化
特
別
措
置
法
に
定
め
る
過
疎
地
域
に
該
当
す
る
市
町
村

 
②
昭
和
61
年
度
か
ら
昭
和

63
年
度
ま
で
の
平
均
財
政
力
指
数
が
 0
.3
63
以
下
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
 

該
当
す
る
市
町
村

 
・
昭
和
60
年
国
勢
調
査
人
口
の
昭
和

35
年
国
勢
調
査
人
口
、
又
は
平
成
２
年
国
勢
調
査
人
口
の
昭

和
40
年
国
勢
調
査
人
口
の
対
比
減
少
率

20
％
以
上
 

・
昭
和
60
年
国
勢
調
査
人
口
の
昭
和

35
年
国
勢
調
査
人
口
対
比
減
少
率
15
％
以
上
で
、
昭
和
60
年

国
勢
調
査
に
お
け
る

65
才
以
上
の
人
口
構
成
率
が
15
％
以
上
 

・
昭
和
60
年
国
勢
調
査
人
口
の
昭
和

35
年
国
勢
調
査
人
口
対
比
減
少
率
15
％
以
上
で
、
昭
和
60
年

国
勢
調
査
に
お
け
る

15
才
以
上
30
才
未
満
の
人
口
構
成
率
が
18
％
以
下
 

・
昭
和
35
年
国
勢
調
査
時
点
か
ら
昭
和

60
年
国
勢
調
査
人
口
が
減
少
し
て
お
り
、
全
域
が
離
島
振

興
法
第
２
条
の
指
定
を
受
け
て
い
る
こ
と

 
・
昭
和
35
年
国
勢
調
査
時
点
か
ら
昭
和

60
年
国
勢
調
査
人
口
が
減
少
し
て
お
り
、
産
振
法
第
６
条

の
指
定
を
受
け
て
い
る
こ
と

 
③
過
疎
地
域
活
性
化
特
別
措
置
法
附
則
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
市
町
村

 

法
適
市
町
村
 
２
市
３
８
町
１
村
 

平
 戸

 市
、
松
 浦

 市
、
伊
王
島
町
、
高
 島

 町
、
野
母
崎
町

 
西
 海

 町
、
大
 島

 町
、
崎
 戸

 町
、
外
 海

 町
、
千
々
石
町

 
南
有
馬
町
、
北
有
馬
町
、
大
 島

 村
、
小
値
賀
町
、
宇
 
久
 町

 
福
 島

 町
、
鷹
 島

 町
、
江
 迎

 町
、
鹿
 町

 町
、
小
佐
々
町

 
佐
 々

 町
、
吉
 井

 町
、
世
知
原
町
、
富
 江

 町
、
玉
之
浦
町

 
三
井
楽
町
、
岐
 宿

 町
、
奈
 留

 町
、
若
 松

 町
、
上
五
島
町

 
新
魚
目
町
、
有
 川

 町
、
奈
良
尾
町
、
郷
ノ
浦
町
、
勝
 
本
 町

 
芦
 辺

 町
、
美
津
島
町
、
豊
 玉

 町
、
峰
 
 
町
、
上
 
県
 町

 
上
対
馬
町
 

県
単
市
町
村
 
１
市
１
３
町
 

福
 
江
 
市
、
国
 
見
 
町
、
瑞
 
穂
 
町
、
吾
 
妻
 
町
、
小
 
浜
 
町
 

南
串
山
町
、
口
之
津
町
、
西
有
家
町
、
有
 
家
 
町
、
布
 
津
 
町
 

生
 
月
 
町
、
田
 
平
 
町
、
厳
 
原
 
町
、
石
 
田
 
町
 

         （
解
除
 
 
外
 海

 
町
、
上
五
島
町
）
 

－
市
３
町
－
村
 

大
瀬
戸
町
 

（
西
有
家
町
、
厳
原
町
）
 

         （
解
除
 
上
五
島
町
）
 

 ※
（
西
有
家
町
、
厳
原
町
）
は
再
掲

 

平
成
 4
年
 5
月
 2
日
 

①
過
疎
地
域
活
性
化
特
別
措
置
法
に
定
め
る
過
疎
地
域
に
該
当
す
る
市
町
村

 
②
昭
和
61
年
度
か
ら
昭
和

63
年
度
ま
で
の
平
均
財
政
力
指
数
が
 0
.3
63
以
下
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
市
町
村

 
・
昭
和
60
年
国
勢
調
査
人
口
の
昭
和

35
年
国
勢
調
査
人
口
、
又
は
平
成
２
年
国
勢
調
査
人
口
の
昭

和
40
年
国
勢
調
査
人
口
対
比
減
少
率

20
％
以
上
 

・
昭
和
60
年
国
勢
調
査
人
口
の
昭
和

35
年
国
勢
調
査
人
口
対
比
減
少
率
15
％
以
上
で
、
昭
和
60
年

国
勢
調
査
に
お
け
る

65
才
以
上
の
人
口
構
成
率
が
15
％
以
上
、
又
は
平
成
２
年
国
勢
調
査
人
口

の
昭
和
40
年
国
勢
調
査
人
口
対
比
減
少
率

15
％
以
上
で
、
平
成
２
年
国
勢
調
査
に
お
け
る
65
才

以
上
の
人
口
構
成
率
が

15
％
以
上
 

・
昭
和
60
年
国
勢
調
査
人
口
の
昭
和

35
年
国
勢
調
査
人
口
対
比
減
少
率
15
％
以
上
で
、
昭
和
60
年

国
勢
調
査
に
お
け
る

15
才
以
上
30
才
未
満
人
口
比
率
が
18
％
以
下
、
又
は
平
成
２
年
国
勢
調
査

人
口
の
昭
和
40

年
国
勢
調
査
人
口
対
比
減
少
率
15
％
以
上
で
、
平
成
２
年
国
勢
調
査
に
お
け
る

15
才
以
上
30
才
未
満
人
口
比
率

18
％
以
下
 

・
昭
和
35
年
国
勢
調
査
時
点
か
ら
昭
和

60
年
国
勢
調
査
人
口
、
又
は
昭
和
40
年
国
勢
調
査
時
点
か

ら
平
成
２
年
国
勢
調
査
人
口
が
減
少
し
て
お
り
、
全
域
が
離
島
振
興
法
第
２
条
の
指
定
を
受
け

て
い
る
こ
と
 

・
昭
和
35
年
国
勢
調
査
時
点
か
ら
昭
和

60
年
国
勢
調
査
人
口
、
又
は
昭
和
40
年
国
勢
調
査
時
点
か

ら
平
成
２
年
国
勢
調
査
人
口
が
減
少
し
て
お
り
、
産
炭
地
域
振
興
臨
時
措
置
法
第
６
条
の
指
定

を
受
け
て
い
る
こ
と

 
③
過
疎
地
域
活
性
化
特
別
措
置
法
附
則
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
市
町
村

 

法
適
市
町
村
 
２
市
４
０
町
１
村
 

平
 戸

 市
、
松
 浦

 市
、
伊
王
島
町
、
高
 島

 町
、
野
母
崎
町

 
西
 海

 町
、
大
 島

 町
、
崎
 戸

 町
、
外
 海

 町
、
千
々
石
町

 
小
 浜

 町
、
口
之
津
町
、
南
有
馬
町
、
北
有
馬
町
、
大
 
島
 村

 
小
値
賀
町
、
宇
 久

 町
、
福
 島

 町
、
鷹
 島

 町
、
江
 
迎
 町

 
鹿
 町

 町
、
小
佐
々
町
、
佐
 々

 町
、
吉
 井

 町
、
世
知
原
町

 
富
 江

 町
、
玉
之
浦
町
、
三
井
楽
町
、
岐
 宿

 町
、
奈
 
留
 町

 
若
 松

 町
、
上
五
島
町
、
新
魚
目
町
、
有
 川

 町
、
奈
良
尾
町

 
郷
ノ
浦
町
、
勝
 本

 町
、
芦
 辺

 町
、
美
津
島
町
、
豊
 
玉
 町

 
峰
 
 
町
、
上
 県

 町
、
上
対
馬
町
 

県
単
市
町
村
 
１
市
１
２
町
 

福
 
江
 
市
、
国
 
見
 
町
、
瑞
 
穂
 
町
、
吾
 
妻
 
町
、
南
串
山
町
 

加
津
佐
町
、
西
有
家
町
、
有
 
家
 
町
、
布
 
津
 
町
、
生
 
月
 
町
 

田
 
平
 
町
、
厳
 
原
 
町
、
石
 
田
 
町
 

               （
解
除
 
 
小
 浜

 
町
、
口
之
津
町
）
 

－
市
３
町
－
村
 

大
瀬
戸
町
 

（
西
有
家
町
、
厳
原
町
）
 

                ※
（
西
有
家
町
、
厳
原
町
）
は
再
掲
 

平
成
 7
年
 4
月
 1
日
 

①
過
疎
地
域
活
性
化
特
別
措
置
法
に
定
め
る
過
疎
地
域
に
該
当
す
る
市
町
村

 
②
昭
和
61
年
度
か
ら
昭
和

63
年
度
ま
で
の
平
均
財
政
力
指
数
が
 0
.3
63
以
下
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
市
町
村
 

・
昭
和
60
年
国
勢
調
査
人
口
の
昭
和

35
年
国
勢
調
査
人
口
、
又
は
平
成
２
年
国
勢
調
査
人
口
の
昭

和
40
年
国
勢
調
査
人
口
対
比
減
少
率

20
％
以
上
 

・
昭
和
60
年
国
勢
調
査
人
口
の
昭
和

35
年
国
勢
調
査
人
口
対
比
減
少
率
15
％
以
上
で
、
昭
和
60
年

国
勢
調
査
に
お
け
る

65
才
以
上
の
人
口
構
成
率
が
15
％
以
上
、
又
は
平
成
２
年
国
勢
調
査
人
口

の
昭
和
40
年
国
勢
調
査
人
口
対
比
減
少
率

15
％
以
上
で
、
平
成
２
年
国
勢
調
査
に
お
け
る
65
才

以
上
の
人
口
構
成
率
が

15
％
以
上
 

・
昭
和
60
年
国
勢
調
査
人
口
の
昭
和

35
年
国
勢
調
査
人
口
対
比
減
少
率
15
％
以
上
で
、
昭
和
60
年

国
勢
調
査
に
お
け
る

15
才
以
上
30
才
未
満
人
口
比
率
が
18
％
以
下
、
又
は
平
成
２
年
国
勢
調
査

人
口
の
昭
和
40

年
国
勢
調
査
人
口
対
比
減
少
率
15
％
以
上
で
、
平
成
２
年
国
勢
調
査
に
お
け
る

15
才
以
上
30
才
未
満
人
口
比
率

18
％
以
下
 

・
昭
和
35
年
国
勢
調
査
時
点
か
ら
昭
和

60
年
国
勢
調
査
人
口
、
又
は
昭
和
40
年
国
勢
調
査
時
点
か

ら
平
成
２
年
国
勢
調
査
人
口
が
減
少
し
て
お
り
、
全
域
が
離
島
振
興
法
第
２
条
の
指
定
を
受
け

て
い
る
こ
と
 

・
昭
和
35
年
国
勢
調
査
時
点
か
ら
昭
和

60
年
国
勢
調
査
人
口
、
又
は
昭
和
40
年
国
勢
調
査
時
点
か

ら
平
成
２
年
国
勢
調
査
人
口
が
減
少
し
て
お
り
、
産
炭
地
域
振
興
臨
時
措
置
法
第
６
条
の
指
定

を
受
け
て
い
る
こ
と

 

法
適
市
町
村
 
２
市
４
０
町
１
村
 

平
 戸

 市
、
松
 浦

 市
、
伊
王
島
町
、
高
 島

 町
、
野
母
崎
町

 
西
 海

 町
、
大
 島

 町
、
崎
 戸

 町
、
外
 海

 町
、
千
々
石
町

 
小
 浜

 町
、
口
之
津
町
、
南
有
馬
町
、
北
有
馬
町
、
大
 
島
 村

 
小
値
賀
町
、
宇
 久

 町
、
福
 島

 町
、
鷹
 島

 町
、
江
 
迎
 町

 
鹿
 町

 町
、
小
佐
々
町
、
佐
 々

 町
、
吉
 井

 町
、
世
知
原
町

 
富
 江

 町
、
玉
之
浦
町
、
三
井
楽
町
、
岐
 宿

 町
、
奈
 
留
 町

 
若
 松

 町
、
上
五
島
町
、
新
魚
目
町
、
有
 川

 町
、
奈
良
尾
町

 
郷
ノ
浦
町
、
勝
 本

 町
、
芦
 辺

 町
、
美
津
島
町
、
豊
 
玉
 町

 
峰
 
 
町
、
上
 県

 町
、
上
対
馬
町
 

県
単
市
町
村
 
１
市
１
２
町
 

福
 
江
 
市
、
国
 
見
 
町
、
瑞
 
穂
 
町
、
吾
 
妻
 
町
、
南
串
山
町
 

加
津
佐
町
、
西
有
家
町
、
有
 
家
 
町
、
布
 
津
 
町
、
生
 
月
 
町
 

田
 
平
 
町
、
厳
 
原
 
町
、
石
 
田
 
町
 

－
市
－
町
－
村
 

                 （
解
除
 
 

大
瀬
戸
町
、
西
有
家
町
、
厳
 原

 
町
）
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要
綱
改
正
年
月
日
 

指
 
 
 
 
 
 
 
定
 
 
 
 
 
 
 
要
 
 
 
 
 
 
 
件
 

法
適
過
疎
地
域
市
町
村
（
①
に
該
当
）
 

県
単
独
基
準
過
疎
地
域
市
町
村
（
②
に
該
当
）
 

過
疎
法
附
則
に
よ
る
過
疎
地
域
市
町
村
（
③
該
当
）
 

平
成
 8
年
 7
月
 5
日
 

①
過
疎
地
域
活
性
化
特
別
措
置
法
に
定
め
る
過
疎
地
域
に
該
当
す
る
市
町
村

 
②
昭
和
61
年
度
か
ら
昭
和

63
年
度
ま
で
の
平
均
財
政
力
指
数
が
 0
.3
63
以
下
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
市
町
村

 
1)
い
ず
れ
か
の
人
口
対
比
減
少
率

20
％
以
上
 

・
昭
和
60
年
国
勢
調
査
人
口
の
昭
和

35
年
国
勢
調
査
人
口
対
比
減
少
率
20
％
以
上
 

・
平
成
２
年
国
勢
調
査
人
口
の
昭
和

40
年
国
勢
調
査
人
口
対
比
減
少
率
20
％
以
上
 

・
平
成
７
年
国
勢
調
査
人
口
の
昭
和

45
年
国
勢
調
査
人
口
対
比
減
少
率
20
％
以
上
 

2)
い
ず
れ
か
の
65

才
以
上
の
人
口
構
成
率
15
％
以
上
 

・
昭
和
60
年
国
勢
調
査
人
口
の
昭
和

35
年
国
勢
調
査
人
口
対
比
減
少
率
15
％
以
上
で
、
昭
和
60

年
国
勢
調
査
に
お
け
る

65
才
以
上
の
人
口
構
成
率
が
15
％
以
上
 

・
平
成
２
年
国
勢
調
査
人
口
の
昭
和

40
年
国
勢
調
査
人
口
対
比
減
少
率
15
％
以
上
で
、
平
成
２

年
国
勢
調
査
に
お
け
る

65
才
以
上
の
人
口
構
成
率
が
15
％
以
上
 

・
平
成
７
年
国
勢
調
査
人
口
の
昭
和

45
年
国
勢
調
査
人
口
対
比
減
少
率
15
％
以
上
で
、
平
成
２

年
国
勢
調
査
に
お
け
る

65
才
以
上
の
人
口
構
成
率
が
15
％
以
上
 

3)
い
ず
れ
か
の
15

才
以
上
30
才
未
満
人
口
比
率
18
％
以
下
 

・
昭
和
60
年
国
勢
調
査
人
口
の
昭
和

35
年
国
勢
調
査
人
口
対
比
減
少
率
15
％
以
上
で
、
昭
和
60

年
国
勢
調
査
に
お
け
る

15
才
以
上
30
才
未
満
人
口
比
率
が
18
％
以
下
 

・
平
成
２
年
国
勢
調
査
人
口
の
昭
和

40
年
国
勢
調
査
人
口
対
比
減
少
率
15
％
以
上
で
、
平
成
２

年
国
勢
調
査
に
お
け
る

15
才
以
上
30
才
未
満
人
口
比
率
18
％
以
下
 

・
平
成
７
年
国
勢
調
査
人
口
の
昭
和

45
年
国
勢
調
査
人
口
対
比
減
少
率
15
％
以
上
で
、
平
成
２

年
国
勢
調
査
に
お
け
る

15
才
以
上
30
才
未
満
人
口
比
率
18
％
以
下
 

4)
市
町
村
全
域
が
離
島
振
興
法
第
２
条
の
指
定
を
受
け
、
下
記
の
い
ず
れ
か
に
該
当

 
・
昭
和
35
年
国
勢
調
査
時
点
か
ら
昭
和

60
年
国
勢
調
査
人
口
が
減
少
 

・
昭
和
40
年
国
勢
調
査
時
点
か
ら
平
成
２
年
国
勢
調
査
人
口
が
減
少

 
・
昭
和
45
年
国
勢
調
査
時
点
か
ら
平
成
７
年
国
勢
調
査
人
口
が
減
少

 
5)
産
炭
地
域
振
興
臨
時
措
置
法
第
６
条
の
指
定
を
受
け
、
下
記
の
い
ず
れ
か
に
該
当

 
・
昭
和
35
年
国
勢
調
査
時
点
か
ら
昭
和

60
年
国
勢
調
査
人
口
が
減
少
 

・
昭
和
40
年
国
勢
調
査
時
点
か
ら
平
成
２
年
国
勢
調
査
人
口
が
減
少

 
・
昭
和
45
年
国
勢
調
査
時
点
か
ら
平
成
７
年
国
勢
調
査
人
口
が
減
少

 

法
適
市
町
村
 
２
市
４
０
町
１
村
 

平
 戸

 市
、
松
 浦

 市
、
伊
王
島
町
、
高
 島

 町
、
野
母
崎
町

 
西
 海

 町
、
大
 島

 町
、
崎
 戸

 町
、
外
 海

 町
、
千
々
石
町

 
小
 浜

 町
、
口
之
津
町
、
南
有
馬
町
、
北
有
馬
町
、
大
 
島
 村

 
小
値
賀
町
、
宇
 久

 町
、
福
 島

 町
、
鷹
 島

 町
、
江
 
迎
 町

 
鹿
 町

 町
、
小
佐
々
町
、
佐
 々

 町
、
吉
 井

 町
、
世
知
原
町

 
富
 江

 町
、
玉
之
浦
町
、
三
井
楽
町
、
岐
 宿

 町
、
奈
 
留
 町

 
若
 松

 町
、
上
五
島
町
、
新
魚
目
町
、
有
 川

 町
、
奈
良
尾
町

 
郷
ノ
浦
町
、
勝
 本

 町
、
芦
 辺

 町
、
美
津
島
町
、
豊
 
玉
 町

 
峰
 
 
町
、
上
 県

 町
、
上
対
馬
町
 

県
単
市
町
村
 
１
市
１
２
町
 

福
 
江
 
市
、
国
 
見
 
町
、
瑞
 
穂
 
町
、
吾
 
妻
 
町
、
南
串
山
町
 

加
津
佐
町
、
西
有
家
町
、
有
 
家
 
町
、
布
 
津
 
町
、
生
 
月
 
町
 

田
 
平
 
町
、
厳
 
原
 
町
、
石
 
田
 
町
 

－
市
－
町
－
村
 

平
成
 9
年
 4
月
25
日
 

同
 
 
 
上
 

法
適
市
町
村
 
２
市
４
２
町
１
村

 
平
 戸

 市
、
松
 浦

 市
、
伊
王
島
町
、
高
 島

 町
、
野
母
崎
町

 
西
 海

 町
、
大
 島

 町
、
崎
 戸

 町
、
大
瀬
戸
町
、
外
 
海
 町

 
千
々
石
町
、
小
 浜

 町
、
口
之
津
町
、
南
有
馬
町
、
北
有
馬
町

 
大
 島

 村
、
小
値
賀
町
、
宇
 久

 町
、
福
 島

 町
、
鷹
 
島
 町

 
江
 迎

 町
、
鹿
 町

 町
、
小
佐
々
町
、
佐
 々

 町
、
吉
 
井
 町

 
世
知
原
町
、
富
 江

 町
、
玉
之
浦
町
、
三
井
楽
町
、
岐
 
宿
 町

 
奈
 留

 町
、
若
 松

 町
、
上
五
島
町
、
新
魚
目
町
、
有
 
川
 町

 
奈
良
尾
町
、
郷
ノ
浦
町
、
勝
 本

 町
、
芦
 辺

 町
、
厳
 
原
 町

 
美
津
島
町
、
豊
 
玉
 
町
、
峰
 
 
町
、
上
 
県
 
町
、
上
対
馬
町

 

県
単
市
町
村
 
１
市
１
１
町
 

福
 
江
 
市
、
国
 
見
 
町
、
瑞
 
穂
 
町
、
吾
 
妻
 
町
、
南
串
山
町
 

加
津
佐
町
、
西
有
家
町
、
有
 
家
 
町
、
布
 
津
 
町
、
生
 
月
 
町
 

田
 
平
 
町
、
石
 
田
 
町
 

     （
解
除
 
 
厳
 原

 
町
）
 

－
市
－
町
－
村
 

平
成
12
年
 5
月
11
日
 

①
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
に
定
め
る
過
疎
地
域
に
該
当
す
る
市
町
村
（
Ｈ

12
,4
,1
公
示
）
 

②
平
成
８
年
度
か
ら
平
成

10
年
度
ま
で
の
平
均
財
政
力
指
数
が
 0
.4
2 
以
下
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
市
町
村

 
・
平
成
７
年
国
勢
調
査
人
口
の
昭
和

35
年
国
勢
調
査
人
口
対
比
減
少
率
25
％
以
上
 

・
平
成
７
年
国
勢
調
査
人
口
の
昭
和

35
年
国
勢
調
査
人
口
対
比
減
少
率
20
％
以
上
で
、
平
成
７
年

国
勢
調
査
に
お
け
る

65
才
以
上
人
口
の
構
成
率
が
20
％
以
上
 

・
平
成
７
年
国
勢
調
査
人
口
の
昭
和

35
年
国
勢
調
査
人
口
対
比
減
少
率
20
％
以
上
で
、
平
成
７
年

国
勢
調
査
に
お
け
る

15
才
以
上
30
才
未
満
の
人
口
構
成
率
が
16
％
以
下
 

・
昭
和
35
年
国
勢
調
査
人
口
の
平
成
７
年
国
勢
調
査
人
口
対
比
減
少
率

15
％
以
上
で
、
全
域
が
離

島
振
興
法
第
２
条
又
は
半
島
振
興
法
第
２
条
の
指
定
を
受
け
て
い
る
こ
と

 
③
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
附
則
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
市
町
村

 

法
適
市
町
村
 
２
市
４
６
町
１
村
 

平
 戸

 市
、
福
 江

 市
、
伊
王
島
町
、
高
 島

 町
、
野
母
崎
町

 
西
 海

 町
、
大
 島

 町
、
崎
 戸

 町
、
大
瀬
戸
町
、
外
 
海
 町

 
千
々
石
町
、
小
 浜

 町
、
南
串
山
町
、
加
津
佐
町
、
口
之
津
町

 
南
有
馬
町
、
北
有
馬
町
、
西
有
家
町
、
有
 家

 町
、
布
 
津
 町

 
大
 島

 村
、
生
 月

 町
、
小
値
賀
町
、
宇
 久

 町
、
福
 
島
 町

 
鷹
 島

 町
、
江
 迎

 町
、
鹿
 町

 町
、
小
佐
々
町
、
吉
 
井
 町

 
世
知
原
町
、
富
 江

 町
、
玉
之
浦
町
、
三
井
楽
町
、
岐
 
宿
 町

 
奈
 留

 町
、
若
 松

 町
、
新
魚
目
町
、
有
 川

 町
、
奈
良
尾
町

 
郷
ノ
浦
町
、
勝
 本

 町
、
芦
 辺

 町
、
厳
 原

 町
、
美
津
島
町

 
豊
 玉

 町
、
峰
 
 
町
、
上
 県

 町
、
上
対
馬
町
 

（
解
除
 
 
松
 
浦
 市

、
佐
 
々
 
町
、
上
五
島
町
）
 

県
単
市
町
村
 
１
市
 
７
町
 

松
 
浦
 
市
、
国
 
見
 
町
、
瑞
 
穂
 
町
、
吾
 
妻
 
町
、
田
 
平
 
町
 

佐
 
々
 
町
、
上
五
島
町
、
石
 
田
 
町
 

       （
解
除
 
 
福
 
江
 
市
、
南
串
山
町
、
加
津
佐
町
、
西
有
家
町
 

有
 家

 
町
、
布
 
津
 
町
、
生
 月

 
町
）
 

１
市
２
町
－
村
 

松
 
浦
 
市
、
上
五
島
町
、
（
佐
々
町
）
 

         ※
（
佐
々
町
）
は
再
掲
 

平
成
16
年
 3
月
 
1日
 

同
 
 
 
上
 

法
適
市
町
村
 
４
市
３
７
町
１
村

 
平
 戸

 市
、
福
 江

 市
、
対
 馬

 市
、
壱
 岐

 市
、
伊
王
島
町

 
高
 島

 町
、
野
母
崎
町
、
西
 海

 町
、
大
 島

 町
、
崎
 
戸
 町

 
大
瀬
戸
町
、
外
 海

 町
、
千
々
石
町
、
小
 浜

 町
、
南
串
山
町

 
加
津
佐
町
、
口
之
津
町
、
南
有
馬
町
、
北
有
馬
町
、
西
有
家
町

 
有
 家

 町
、
布
 津

 町
、
大
 島

 村
、
生
 月

 町
、
小
値
賀
町

 
宇
 久

 町
、
福
 島

 町
、
鷹
 島

 町
、
江
 迎

 町
、
鹿
 
町
 町

 
小
佐
々
町
、
吉
 井

 町
、
世
知
原
町
、
富
 江

 町
、
玉
之
浦
町

 
三
井
楽
町
、
岐
 宿

 町
、
奈
 留

 町
、
若
 松

 町
、
新
魚
目
町

 
有
 川

 町
、
奈
良
尾
町
 

（
解
除
 
 
郷
ノ
浦
町
、
勝
 本

 町
、
芦
 辺

 町
、
厳
 原

 町
 

美
津
島
町
、
豊
 玉

 町
、
峰
 
 
町
、
上
 県

 町
 

上
対
馬
町
）
 

県
単
市
町
村
 
１
市
 
６
町
 

松
 
浦
 
市
、
国
 
見
 
町
、
瑞
 
穂
 
町
、
吾
 
妻
 
町
、
田
 
平
 
町
 

佐
 
々
 
町
、
上
五
島
町
 

         （
解
除
 
 
石
 田

 
町
 
）
 

１
市
２
町
－
村
 

松
 
浦
 
市
、
上
五
島
町
、
（
佐
々
町
）
 

          ※
（
佐
々
町
）
は
再
掲
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要
綱
改
正
年
月
日
 

指
 
 
 
 
 
 
 
定
 
 
 
 
 
 
 
要
 
 
 
 
 
 
 
件
 

法
適
過
疎
地
域
市
町
村
（
①
に
該
当
）
 

県
単
独
基
準
過
疎
地
域
市
町
村
（
②
に
該
当
）
 

過
疎
法
附
則
に
よ
る
過
疎
地
域
市
町
村
（
③
該
当
）
 

平
成
16
年
 8
月
 1
日
 

同
 
 
 
上
 

法
適
市
町
村
 
４
市
２
９
町
１
村
 

平
 戸

 市
、
対
 馬

 市
、
壱
 岐

 市
、
五
 島

 市
、
伊
王
島
町

 
高
 島

 町
、
野
母
崎
町
、
西
 海

 町
、
大
 島

 町
、
崎
 
戸
 町

 
大
瀬
戸
町
、
外
 海

 町
、
千
々
石
町
、
小
 浜

 町
、
南
串
山
町

 
加
津
佐
町
、
口
之
津
町
、
南
有
馬
町
、
北
有
馬
町
、
西
有
家
町

 
有
 家

 町
、
布
 津

 町
、
大
 島

 村
、
生
 月

 町
、
小
値
賀
町

 
宇
 久

 町
、
福
 島

 町
、
鷹
 島

 町
、
江
 迎

 町
、
鹿
 
町
 町

 
小
佐
々
町
、
吉
 井

 町
、
世
知
原
町
、
新
上
五
島
町
 

（
解
除
 
 
福
 江

 市
、
富
 江

 町
、
玉
之
浦
町
 

三
井
楽
町

 
岐
 宿

 町
、
奈
 留

 町
、
若
 松

 町
、
新
魚
目
町

 
有
 
川
 町

、
奈
良
尾
町
）
 

県
単
市
町
村
 
１
市
 
５
町
 

松
 
浦
 
市
、
国
 
見
 
町
、
瑞
 
穂
 
町
、
吾
 
妻
 
町
、
田
 
平
 
町
 

佐
 
々
 
町
 

       （
解
除
 
 

上
五
島
町
 ）
 

１
市
１
町
－
村
 

松
 
浦
 
市
、
（
佐
々
町
）
 

       （
解
除
 
 
上
五
島
町
 
）
 

※
（
佐
々
町
）
は
再
掲
 

平
成
17
年
 1
月
 4
日
 

同
 
 
 
上
 

法
適
市
町
村
 
４
市
２
５
町
１
村
４
区
域
 

平
 戸

 市
、
対
 馬

 市
、
壱
 岐

 市
、
五
 島

 市
、
西
 
海
 町

 
大
 島

 町
、
崎
 戸

 町
 
大
瀬
戸
町
、
千
々
石
町
、
小
 
浜
 町

 
南
串
山
町
、
加
津
佐
町
、
口
之
津
町
、
南
有
馬
町
、
北
有
馬
町

 
西
有
家
町
、
有
 家

 町
、
布
 津

 町
、
大
 島

 村
、
生
 
月
 町

 
小
値
賀
町
、
宇
 久

 町
、
福
 島

 町
、
鷹
 島

 町
、
江
 
迎
 町

 
鹿
 町

 町
、
小
佐
々
町
、
吉
 井

 町
、
世
知
原
町
、
 

新
上
五
島
町
 

長
崎
市
の
う
ち
（
旧
伊
王
島
町
、
旧
高
島
町
、
旧
野
母
崎
町

 
旧
外
海
町
）
 

（
解
除
 
 
伊
王
島
町
 
高
 島

 町
、
野
母
崎
町
、
外
 海

 町
）
 

県
単
市
町
村
 
１
市
 
５
町
 

松
 
浦
 
市
、
国
 
見
 
町
、
瑞
 
穂
 
町
、
吾
 
妻
 
町
、
田
 
平
 
町
 

佐
 
々
 
町
 

１
市
１
町
－
村
 

松
 
浦
 
市
、
（
佐
々
町
）
 

        ※
（
佐
々
町
）
は
再
掲
 
 

平
成
17
年
 4
月
 1
日
 

同
 
 
 
上
 

法
適
市
町
村
 
５
市
１
９
町
１
村
６
区
域
 

平
 戸

 市
、
対
 馬

 市
、
壱
 岐

 市
、
五
 島

 市
、
西
 
海
 市

 
千
々
石
町
、
小
 浜

 町
、
南
串
山
町
、
加
津
佐
町
、
口
之
津
町

 
南
有
馬
町
、
北
有
馬
町
、
西
有
家
町
、
有
 家

 町
、
布
 
津
 町

 
大
 島

 村
、
生
 月

 町
、
小
値
賀
町
、
宇
 久

 町
、
福
 
島
 町

 
鷹
 島

 町
、
江
 迎

 町
、
鹿
 町

 町
、
小
佐
々
町
 

新
上
五
島
町
 

長
崎
市
の
う
ち
（
旧
伊
王
島
町
、
旧
高
島
町
、
旧
野
母
崎
町

 
旧
外
海
町
）
 

佐
世
保
市
の
う
ち
（
旧
吉
井
町
、
旧
世
知
原
町
）
 

（
解
除
 
 
吉
 井

 町
、
世
知
原
町
、
西
 海

 町
 

大
 島

 町
 

崎
 
戸
 町

 
大
瀬
戸
町
）
 

県
単
市
町
村
 
５
町
 

国
 
見
 
町
、
瑞
 
穂
 
町
、
吾
 
妻
 
町
、
田
 
平
 
町
、
佐
 
々
 
町
 

         （
解
除
 
 

松
 浦

 
市
 ）

 

 
－
市
－
町
－
村
 

          （
解
除
 
 

松
 浦

 市
、
佐
 
々
 
町
 ）

 

平
成
17
年
10
月
 1
日
 

同
 
 
 
上
 

法
適
市
町
村
 
５
市
１
８
町
６
区
域
 

平
 戸

 市
、
対
 馬

 市
、
壱
 岐

 市
、
五
 島

 市
、
西
 
海
 市

 
千
々
石
町
、
小
 浜

 町
、
南
串
山
町
、
加
津
佐
町
、
口
之
津
町

 
南
有
馬
町
、
北
有
馬
町
、
西
有
家
町
、
有
 家

 町
、
布
 
津
 町

 
小
値
賀
町
、
宇
 久

 町
、
福
 島

 町
、
鷹
 島

 町
、
江
 
迎
 町

 
鹿
 町

 町
、
小
佐
々
町
、
新
上
五
島
町
 

長
崎
市
の
う
ち
（
旧
伊
王
島
町
、
旧
高
島
町
、
旧
野
母
崎
町

 
旧
外
海
町
）
 

佐
世
保
市
の
う
ち
（
旧
吉
井
町
、
旧
世
知
原
町
）
 

（
解
除
 
 
（
旧
）
平
戸
市
、
大
 
島
 村

、
生
 
月
 町

）
 

県
単
市
町
村
 
４
町
 

国
 
見
 
町
、
瑞
 
穂
 
町
、
吾
 
妻
 
町
、
佐
 
々
 
町
 

       （
解
除
 
 

田
 平

 
町
 ）
 

 
－
市
－
町
－
村
 

平
成
17
年
10
月
11
日
 

同
 
 
 
上
 

法
適
市
町
村
 
６
市
１
５
町
６
区
域
 

平
 戸

 市
、
対
 馬

 市
、
壱
 岐

 市
、
五
 島

 市
、
西
 
海
 市

 
雲
 仙

 市
、
加
津
佐
町
、
口
之
津
町
、
南
有
馬
町
、
北
有
馬
町

 
西
有
家
町
、
有
 家

 町
、
布
 津

 町
、
小
値
賀
町
、
宇
 
久
 町

 
福
 島

 町
、
鷹
 島

 町
、
江
 迎

 町
、
鹿
 町

 町
、
小
佐
々
町

 
新
上
五
島
町
 

長
崎
市
の
う
ち
（
旧
伊
王
島
町
、
旧
高
島
町
、
旧
野
母
崎
町

 
旧
外
海
町
）
 

佐
世
保
市
の
う
ち
（
旧
吉
井
町
、
旧
世
知
原
町
）
 

（
解
除
 
 
千
々
石
町
、
小
 
浜
 
町
、
南
串
山
町
）
 

県
単
市
町
村
 
１
町
 

佐
 
々
 
町
 

        （
解
除
 
 
国
 
見
 町

、
瑞
 穂

 
町
、
吾
 
妻
 町

）
 

 
－
市
－
町
－
村
 

平
成
18
年
 1
月
 1
日
 

同
 
 
 
上
 

法
適
市
町
村
 
６
市
１
３
町
８
区
域
 

平
 戸

 市
、
対
 馬

 市
、
壱
 岐

 市
、
五
 島

 市
、
西
 
海
 市

 
雲
 仙

 市
、
加
津
佐
町
、
口
之
津
町
、
南
有
馬
町
、
北
有
馬
町

 
西
有
家
町
、
有
 家

 町
、
布
 津

 町
、
小
値
賀
町
、
宇
 
久
 町

 
江
 迎

 町
、
鹿
 町

 町
、
小
佐
々
町
、
新
上
五
島
町
 

長
崎
市
の
う
ち
（
旧
伊
王
島
町
、
旧
高
島
町
、
旧
野
母
崎
町

 
旧
外
海
町
）
 

佐
世
保
市
の
う
ち
（
旧
吉
井
町
、
旧
世
知
原
町
）
 

松
浦
市
の
う
ち
（
旧
福
島
町
、
旧
鷹
島
町
）
 

（
解
除
 
 
福
 
島
 町

、
鷹
 
島
 
町
）
 

県
単
市
町
村
 
１
町
 

佐
 
々
 
町
 

 
－
市
－
町
－
村
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要
綱
改
正
年
月
日
 

指
 
 
 
 
 
 
 
定
 
 
 
 
 
 
 
要
 
 
 
 
 
 
 

件
 

法
適
過
疎
地
域
市
町
村
（
①
に
該
当
）
 

県
単
独
基
準
過
疎
地
域
市
町
村
（
②
に
該
当
）
 

過
疎
法
附
則
に
よ
る
過
疎
地
域
市
町
村
（
③
該
当
）
 

平
成
18
年
 
3月

31
日
 

同
 
 
 
上
 

法
適
市
町
村
 
７
市
４
町
１
０
区
域
 

平
 戸

 市
、
対
 馬

 市
、
壱
 岐

 市
、
五
 島

 市
、
西
 
海
 市

 
雲
 仙

 市
、
南
島
原
市
、
小
値
賀
町
、
江
 迎

 町
、
鹿
 
町
 町

 
新
上
五
島
町
 

長
崎
市
の
う
ち
（
旧
伊
王
島
町
、
旧
高
島
町
、
旧
野
母
崎
町

 
旧
外
海
町
）
 

佐
世
保
市
の
う
ち
（
旧
吉
井
町
、
旧
世
知
原
町
、
旧
宇
久
町

 
旧
小
佐
々
町
）
 

松
浦
市
の
う
ち
（
旧
福
島
町
、
旧
鷹
島
町
）
 

（
解
除
 
 
加
津
佐
町
、
口
之
津
町
、
南
有
馬
町
、
北
有
馬
町

 
西
有
家
町
、
有
 家

 町
、
布
 津

 町
、
宇
 久

 町
 

小
佐
々
町
）
 

県
単
市
町
村
 
１
町
 

佐
 
々
 
町
 

 －
市
－
町
－
村
 

平
成
18
年
 5
月
23
日
 

同
 
 
 
上
 

法
適
市
町
村
 
７
市
４
町
１
０
区
域
 

平
 戸

 市
、
対
 馬

 市
、
壱
 岐

 市
、
五
 島

 市
、
西
 
海
 市

 
雲
 仙

 市
、
南
島
原
市
、
小
値
賀
町
、
江
 迎

 町
、
鹿
 
町
 町

 
新
上
五
島
町
 

長
崎
市
の
う
ち
（
旧
伊
王
島
町
、
旧
高
島
町
、
旧
野
母
崎
町

 
旧
外
海
町
）
 

佐
世
保
市
の
う
ち
（
旧
吉
井
町
、
旧
世
知
原
町
、
旧
宇
久
町

 
旧
小
佐
々
町
）
 

松
浦
市
の
う
ち
（
旧
福
島
町
、
旧
鷹
島
町
）

 

県
単
市
町
村
 
－
市
－
町
－
村
 

       （
解
除
 
 
佐
 々

 
町
）
 

 
－
市
－
町
－
村
 

平
成
22
年
 3
月
31
日
 

同
 
 
 
上
 

法
適
市
町
村
 
７
市
２
町
１
２
区
域
 

平
 戸

 市
、
対
 馬

 市
、
壱
 岐

 市
、
五
 島

 市
、
西
 
海
 市

 
雲
 仙

 市
、
南
島
原
市
、
小
値
賀
町
、
新
上
五
島
町
 

長
崎
市
の
う
ち
（
旧
伊
王
島
町
、
旧
高
島
町
、
旧
野
母
崎
町

 
旧
外
海
町
）
 

佐
世
保
市
の
う
ち
（
旧
吉
井
町
、
旧
世
知
原
町
、
旧
宇
久
町

 
旧
小
佐
々
町
、
旧
江
迎
町
、
旧
鹿
町
町
）
 

松
浦
市
の
う
ち
（
旧
福
島
町
、
旧
鷹
島
町
）
 

県
単
市
町
村
 
－
市
－
町
－
村
 

 
－
市
－
町
－
村
 

平
成
22
年
 
4月

 1
日
 

同
 
 
 
上
 

法
適
市
町
村
 
８
市
２
町
１
０
区
域
 

平
 戸

 市
、
松
 浦

 市
、
対
 馬

 市
、
壱
 岐

 市
、
五
 
島
 市

 
西
 海

 市
、
雲
 仙

 市
、
南
島
原
市
、
小
値
賀
町
 

新
上
五
島
町
 

長
崎
市
の
う
ち
（
旧
伊
王
島
町
、
旧
高
島
町
、
旧
野
母
崎
町

 
旧
外
海
町
）
 

佐
世
保
市
の
う
ち
（
旧
吉
井
町
、
旧
世
知
原
町
、
旧
宇
久
町

 
旧
小
佐
々
町
、
旧
江
迎
町
、
旧
鹿
町
町
）
 

県
単
市
町
村
 
－
市
－
町
－
村
 

 ※
平
成
２
２
年
５
月
２
１
日
制
度
廃
止
 

 －
市
－
町
－
村
 

法
施
行
日
・
公
示
日
 

要
 
 
 
 
 
 
 
件
 

過
疎
地
域
市
町
村
 

 
 

平
成
26
年
 4
月
 1
日
 

同
 
 
 
上
 

法
適
市
町
村
 
９
市
２
町
１
０
区
域
 

島
 原

 市
、
平
 戸

 市
、
松
 浦

 市
、
対
 馬

 市
、
壱
 
岐
 市

五
 島

 市
、
西
 海

 市
、
雲
 仙

 市
、
南
島
原
市
、
小
値
賀
町

新
上
五
島
町
 

長
崎
市
の
う
ち
（
旧
伊
王
島
町
、
旧
高
島
町
、
旧
野
母
崎
町

 
旧
外
海
町
）
 

佐
世
保
市
の
う
ち
（
旧
吉
井
町
、
旧
世
知
原
町
、
旧
宇
久
町

 
旧
小
佐
々
町
、
旧
江
迎
町
、
旧
鹿
町
町
）
 

 
 
－
市
－
町
－
村
 

令
和
３
年
 
4月

 1
日
 

①
平
成
29
年
度
か
ら
令
和
元
年
度
ま
で
の
平
均
財
政
力
指
数
が

 0
.5
1 
以
下
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
市
町
村

 
・
平
成
27
年
国
勢
調
査
人
口
の
昭
和

50
年
国
勢
調
査
人
口
対
比
減
少
率
28
％
以
上
 

・
平
成
27
年
国
勢
調
査
人
口
の
昭
和

50
年
国
勢
調
査
人
口
対
比
減
少
率
23
％
以
上
で
、
平
成
2
7年

国
勢
調
査
に
お
け
る

65
才
以
上
人
口
の
構
成
率
が
35
％
以
上
 

・
平
成
27
年
国
勢
調
査
人
口
の
昭
和

50
年
国
勢
調
査
人
口
対
比
減
少
率
23
％
以
上
で
、
平
成
27
年

国
勢
調
査
に
お
け
る

15
才
以
上
30
才
未
満
の
人
口
構
成
率
が
11
％
以
下
 

・
平
成
27
年
国
勢
調
査
人
口
の
平
成

2年
国
勢
調
査
人
口
対
比
減
少
率
21
％
以
上
 

②
平
成
29
年
度
か
ら
令
和
元
年
度
ま
で
の
平
均
財
政
力
指
数
が

 0
.6
4 
以
下
で
、
市
町
村
合
併
（
平

成
11
年
4月

以
降
）
前
の
旧
市
町
村
単
位
で
①
の
人
口
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
区
域

 
（
一
部
過
疎
）
 

③
旧
法
で
全
部
過
疎
又
は
み
な
し
過
疎
で
あ
る
市
町
村

に
つ
い
て
、
平
成
29
年
度
か
ら
令
和
元
年
度

ま
で
の
平
均
財
政
力
指
数
が

 0
.5
1 
以
下
で
、
②
の
一
部
過
疎
区
域
の
人
口
が
1/
3以

上
又
は
面
積

が
1/
2
以
上
で
あ
り
、

40
年
人
口
・
55
年
人
口
・
25
年
人
口
の
い
ず
れ
も
減
少
（
み
な
し
過
疎
）

 

過
疎
市
町
村
（
①
に
該
当
）
 

平
戸
市
、
松
浦
市
、
対
馬
市
、
壱
岐
市
、
五
島
市
、
西
海
市
、

雲
仙
市
、
南
島
原
市
、
小
値
賀
町
、
新
上
五
島
町
 

一
部
過
疎
（
②
に
該
当
）
 

長
崎
市
（
旧
香
焼
町
、
旧
伊
王
島
町
、
旧
高
島
町
、
旧
野
母
崎

町
、
旧
外
海
町
）
、
 

佐
世
保
市
（
旧
宇
久
町
、
旧
江
迎
町
、
旧
鹿
町
町
、
旧
小
佐
々

町
、
旧
吉
井
町
、
旧
世
知
原
町
）
 

諫
早
市
（
旧
小
長
井
町
）
 

み
な
し
過
疎
（
③
に
該
当
）
 

島
原
市
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  令
和
４
年
４
月
１
日
 

①
令
和
３
年
４
月
１
日

公
示
市
町
村
 

②
平
成
3
0
年
度
か
ら
令
和

2
年
度
ま
で
の
平
均
財
政
力
指
数
が
 
0
.
5
1
 
以
下
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
市
町
村
 

・
令
和
２
年
国
勢
調
査
人
口
の
昭
和

5
5
年
国
勢
調
査
人
口
対
比
減
少
率
3
0
％
以
上
 

・
令
和
２
年
国
勢
調
査
人
口
の
昭
和

5
5
年
国
勢
調
査
人
口
対
比
減
少
率
2
5
％
以
上
で
、
令
和
２
年

国
勢
調
査
に
お
け
る

6
5
才
以
上
人
口
の
構
成
率
が
3
8
％
以
上
 

・
令
和
２
年
国
勢
調
査
人
口
の
昭
和

5
5
年
国
勢
調
査
人
口
対
比
減
少
率
2
5
％
以
上
で
、
令
和
２
年

国
勢
調
査
に
お
け
る

1
5
才
以
上
3
0
才
未
満
の
人
口
構
成
率
が
1
1
％
以
下
 

・
令
和
２
年
国
勢
調
査
人
口
の
平
成
７
年
国
勢
調
査
人
口
対
比
減
少
率

2
3
％
以
上
 

③
平
成
3
0
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
平
均
財
政
力
指
数
が

 
0
.
6
4
 
以
下
で
、
市
町
村
合
併
（
平

成
1
1
年
4
月
以
降
）
前
の
旧
市
町
村
単
位
で
②
の
人
口
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
区
域

 
（
一
部
過
疎
）
 

過
疎
市
町
村
 

①
に
該
当
 

平
戸
市
、
松
浦
市
、
対
馬
市
、
壱
岐
市
、
五
島
市
、
西
海
市
、

雲
仙
市
、
南
島
原
市
、
小
値
賀
町
、
新
上
五
島
町
 

②
に
該
当
 

島
原
市
、
東
彼
杵
町
 

一
部
過
疎
 

①
に
該
当
 

長
崎
市
（
旧
香
焼
町
、
旧
伊
王
島
町
、
旧
高
島
町
、
旧
野
母
崎

町
、
旧
外
海
町
）
、
 

佐
世
保
市
（
旧
宇
久
町
、
旧
江
迎
町
、
旧
鹿
町
町
、
旧
小
佐
々

町
、
旧
吉
井
町
、
旧
世
知
原
町
）
 

諫
早
市
（
旧
小
長
井
町
）
 

 
③
に
該
当
 

長
崎
市
（
旧
三
和
町
）
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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第１９号）

目次

前文

第一章 総則（第一条―第六条）

第二章 過疎地域持続的発展計画（第七条―第十一条）

第三章 過疎地域の持続的発展の支援のための財政上の特別措置（第十二条―第十五条）

第四章 過疎地域の持続的発展の支援のためのその他の特別措置（第十六条―第二十四条）

第五章 過疎地域の持続的発展の支援のための配慮（第二十五条―第四十条）

第六章 雑則（第四十一条―第四十六条）

附則

過疎地域は、食料、水及びエネルギーの安定的な供給、自然災害の発生の防止、生物の多様性

の確保その他の自然環境の保全、多様な文化の継承、良好な景観の形成等の多面にわたる機能を

有し、これらが発揮されることにより、国民の生活に豊かさと潤いを与え、国土の多様性を支え

ている。

また、東京圏への人口の過度の集中により大規模な災害、感染症等による被害に関する危険の

増大等の問題が深刻化している中、国土の均衡ある発展を図るため、過疎地域の担うべき役割は

、一層重要なものとなっている。

しかるに、過疎地域においては、人口の減少、少子高齢化の進展等他の地域と比較して厳しい

社会経済情勢が長期にわたり継続しており、地域社会を担う人材の確保、地域経済の活性化、情

報化、交通の機能の確保及び向上、医療提供体制の確保、教育環境の整備、集落の維持及び活性

化、農地、森林等の適正な管理等が喫緊の課題となっている。

このような状況に鑑み、近年における過疎地域への移住者の増加、革新的な技術の創出、情報

通信技術を利用した働き方への取組といった過疎地域の課題の解決に資する動きを加速させ、こ

れらの地域の自立に向けて、過疎地域における持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用

した地域活力の更なる向上が実現するよう、全力を挙げて取り組むことが極めて重要である。

ここに、過疎地域の持続的発展に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を

制定する。

第一章 総則

（目的）

第一条 この法律は、人口の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及

び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策

を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、

もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく

風格ある国土の形成に寄与することを目的とする。

（過疎地域）
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第二条 この法律において「過疎地域」とは、次の各号のいずれかに該当する市町村（地方税の

収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。）の区域をいう

。

一 次のいずれかに該当し、かつ、地方交付税法（昭和二十五年法律第二百十一号）第十四条

の規定により算定した市町村の基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した当該市

町村の基準財政需要額で除して得た数値（第十七条第九項を除き、以下「財政力指数」とい

う。）で平成二十九年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一

の数値が〇・五一以下であること。ただし、イ、ロ又はハに該当する場合においては、国勢

調査の結果による市町村人口に係る平成二十七年の人口から当該市町村人口に係る平成二年

の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・一未

満であること。

イ 国勢調査の結果による市町村人口に係る昭和五十年の人口から当該市町村人口に係る平

成二十七年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る昭和五十年の人口で除して

得た数値（以下この項において「四十年間人口減少率」という。）が〇・二八以上である

こと。

ロ 四十年間人口減少率が〇・二三以上であって、国勢調査の結果による市町村人口に係る

平成二十七年の人口のうち六十五歳以上の人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除し

て得た数値が〇・三五以上であること。

ハ 四十年間人口減少率が〇・二三以上であって、国勢調査の結果による市町村人口に係る

平成二十七年の人口のうち十五歳以上三十歳未満の人口を当該市町村人口に係る同年の人

口で除して得た数値が〇・一一以下であること。

ニ 国勢調査の結果による市町村人口に係る平成二年の人口から当該市町村人口に係る平成

二十七年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る平成二年の人口で除して得た

数値が〇・二一以上であること。

二 四十年間人口減少率が〇・二三以上であり、かつ、財政力指数で平成二十九年度から令和

元年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・四以下であること。

ただし、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成二十七年の人口から当該市町村人口に

係る平成二年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数

値が〇・一未満であること。

２ 主務大臣は、過疎地域をその区域とする市町村（以下「過疎地域の市町村」という。）を公

示するものとする。

（特定期間合併市町村に係る一部過疎）

第三条 特定期間合併市町村（平成十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に、市町

村の合併（二以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもって市町村を置き、又は市町村の区

域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。以

下同じ。）により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市町村のう
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ち、前条第一項、第四十一条第一項又は第四十二条の規定の適用を受ける区域をその区域とす

る市町村以外のものをいう。以下この条及び第六章において同じ。）であって、財政力指数で

平成二十九年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇

・六四以下であるもの（地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超え

る市町村を除く。）については、特定期間合併関係市町村（平成十一年三月三十一日に存在し

ていた市町村であって、同年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に市町村の合併によ

りその区域の全部又は一部が特定期間合併市町村の区域の一部となった市町村をいう。以下こ

の条及び第四十一条第二項において同じ。）の区域（平成十一年四月一日から令和三年三月三

十一日までの間の市町村の合併の日（二以上あるときは、当該日のうち最も早い日）の前日に

おける市町村の区域をいう。次項及び第四十一条第二項において「特定期間合併関係市町村の

区域」という。）のうち、次の各号のいずれかに該当する区域を過疎地域とみなして、この法

律の規定を適用する。ただし、第一号、第二号又は第三号に該当する場合においては、国勢調

査の結果による特定期間合併関係市町村の人口に係る平成二十七年の人口から当該特定期間合

併関係市町村の人口に係る平成二年の人口を控除して得た人口を当該特定期間合併関係市町村

に係る同年の人口で除して得た数値が〇・一未満である区域に限る。

一 国勢調査の結果による特定期間合併関係市町村の人口に係る昭和五十年の人口から当該特

定期間合併関係市町村の人口に係る平成二十七年の人口を控除して得た人口を当該特定期間

合併関係市町村の人口に係る昭和五十年の人口で除して得た数値（以下この項及び次項にお

いて「特定期間合併関係市町村四十年間人口減少率」という。）が〇・二八以上であること

。

二 特定期間合併関係市町村四十年間人口減少率が〇・二三以上であって、国勢調査の結果に

よる特定期間合併関係市町村の人口に係る平成二十七年の人口のうち六十五歳以上の人口を

当該特定期間合併関係市町村の人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・三五以上であ

ること。

三 特定期間合併関係市町村四十年間人口減少率が〇・二三以上であって、国勢調査の結果に

よる特定期間合併関係市町村の人口に係る平成二十七年の人口のうち十五歳以上三十歳未満

の人口を当該特定期間合併関係市町村の人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・一一

以下であること。

四 国勢調査の結果による特定期間合併関係市町村の人口に係る平成二年の人口から当該特定

期間合併関係市町村の人口に係る平成二十七年の人口を控除して得た人口を当該特定期間合

併関係市町村の人口に係る平成二年の人口で除して得た数値が〇・二一以上であること。

２ 特定期間合併市町村であって、財政力指数で平成二十九年度から令和元年度までの各年度に

係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・四以下であるもの（地方税の収入以外の政令

で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。）については、特定期間合併関

係市町村の区域のうち、特定期間合併関係市町村四十年間人口減少率が〇・二三以上である区

域を過疎地域とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、国勢調査の結果による特定期
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間合併関係市町村の人口に係る平成二十七年の人口から当該特定期間合併関係市町村の人口に

係る平成二年の人口を控除して得た人口を当該特定期間合併関係市町村に係る同年の人口で除

して得た数値が〇・一未満である区域に限る。

３ 前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

（過疎地域の持続的発展のための対策の目標）

第四条 過疎地域の持続的発展のための対策は、第一条の目的を達成するため、地域における創

意工夫を尊重し、次に掲げる目標に従って推進されなければならない。

一 移住及び定住並びに地域間交流の促進、地域社会の担い手となる人材の育成等を図ること

により、多様な人材を確保し、及び育成すること。

二 企業の立地の促進、産業基盤の整備、農林漁業経営の近代化、情報通信産業の振興、中小

企業の育成及び起業の促進、観光の開発等を図ることにより、産業を振興し、あわせて安定

的な雇用機会を拡充すること。

三 通信施設等の整備及び情報通信技術の活用等を図ることにより、過疎地域における情報化

を進めること。

四 道路その他の交通施設等の整備及び住民の日常的な移動のための交通手段の確保を図るこ

とにより、過疎地域とその他の地域及び過疎地域内の交通の機能を確保し、及び向上させる

こと。

五 生活環境の整備、子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進、医療の確

保並びに教育の振興を図ることにより、住民の生活の安定と福祉の向上を図ること。

六 基幹集落の整備及び適正規模集落の育成を図ることにより、地域社会の再編成を促進する

こと。

七 美しい景観の整備、地域文化の振興、地域における再生可能エネルギーの利用の推進等を

図ることにより、個性豊かな地域社会を形成すること。

（国の責務）

第五条 国は、第一条の目的を達成するため、前条各号に掲げる事項につき、その政策全般にわ

たり、必要な施策を総合的に講ずるものとする。

（都道府県の責務）

第六条 都道府県は、第一条の目的を達成するため、第四条各号に掲げる事項につき、一の過疎

地域の市町村の区域を超える広域にわたる施策、市町村相互間の連絡調整並びに人的及び技術

的援助その他必要な援助を行うよう努めるものとする。

第二章 過疎地域持続的発展計画

（過疎地域持続的発展方針）

第七条 都道府県は、当該都道府県における過疎地域の持続的発展を図るため、過疎地域持続的

発展方針（以下この章において単に「持続的発展方針」という。）を定めることができる。

２ 持続的発展方針は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。

一 過疎地域の持続的発展に関する基本的な事項
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二 過疎地域の持続的発展のために実施すべき施策に関する事項として次に掲げるもの

イ 過疎地域における移住及び定住並びに地域間交流の促進並びに人材の育成に関する事項

ロ 過疎地域における農林水産業、商工業、情報通信産業その他の産業の振興及び観光の開

発に関する事項

ハ 過疎地域における情報化に関する事項

ニ 過疎地域とその他の地域及び過疎地域内を連絡する交通施設の整備及び住民の日常的な

移動のための交通手段の確保に関する事項

ホ 過疎地域における生活環境の整備に関する事項

ヘ 過疎地域における子育て環境の確保並びに高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進に関

する事項

ト 過疎地域における医療の確保に関する事項

チ 過疎地域における教育の振興に関する事項

リ 過疎地域における集落の整備に関する事項

ヌ 過疎地域における地域文化の振興等に関する事項

ル 過疎地域における再生可能エネルギーの利用の推進に関する事項

３ 都道府県は、持続的発展方針を作成するに当たっては、過疎地域を広域的な経済社会生活圏

の整備の体系に組み入れるよう配慮しなければならない。

４ 都道府県は、持続的発展方針を定めようとするときは、あらかじめ、主務大臣に協議し、そ

の同意を得なければならない。この場合において、主務大臣は、同意をしようとするときは、

関係行政機関の長に協議するものとする。

５ 都道府県は、持続的発展方針を定めたときは、これを公表するものとする。

６ 過疎地域の市町村は、持続的発展方針が定められていない場合には、都道府県に対し、持続

的発展方針を定めるよう要請することができる。

７ 前項の規定による要請があったときは、都道府県は、速やかに、持続的発展方針を定めるも

のとする。

（過疎地域持続的発展市町村計画）

第八条 過疎地域の市町村は、持続的発展方針に基づき、当該市町村の議会の議決を経て過疎地

域持続的発展市町村計画（以下単に「市町村計画」という。）を定めることができる。

２ 市町村計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。

一 地域の持続的発展の基本的方針に関する事項

二 地域の持続的発展に関する目標

三 計画期間

四 地域の持続的発展のために実施すべき施策に関する事項として次に掲げるもの

イ 移住及び定住並びに地域間交流の促進並びに人材の育成に関する事項

ロ 農林水産業、商工業、情報通信産業その他の産業の振興及び観光の開発に関する事項

ハ 地域における情報化に関する事項
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ニ 交通施設の整備及び住民の日常的な移動のための交通手段の確保に関する事項

ホ 生活環境の整備に関する事項

ヘ 子育て環境の確保並びに高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進に関する事項

ト 医療の確保に関する事項

チ 教育の振興に関する事項

リ 集落の整備に関する事項

ヌ 地域文化の振興等に関する事項

ル 地域における再生可能エネルギーの利用の推進に関する事項

五 市町村計画の達成状況の評価に関する事項

六 前各号に掲げるもののほか、地域の持続的発展に関し市町村が必要と認める事項

３ 市町村計画には、前項第四号ロに掲げる事項に関し、過疎地域の区域の特性に応じた農林水

産業の振興、商工業の振興、情報通信産業の振興、観光の振興その他の産業の振興の促進に関

する事項（以下この条及び第二十七条において「産業振興促進事項」という。）を記載するこ

とができる。

４ 産業振興促進事項は、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 産業の振興を促進する区域（以下「産業振興促進区域」という。）

二 産業振興促進区域において振興すべき業種

三 前号の業種の振興を促進するために行う事業の内容に関する事項

５ 市町村計画に第二項第四号に掲げる事項を記載するに当たっては、他の市町村との連携に関

する事項について記載するよう努めるものとする。

６ 市町村計画は、他の法令の規定による地域振興に関する計画と調和が保たれるとともに、広

域的な経済社会生活圏の整備の計画及び当該市町村計画を定めようとする市町村の公共施設等

の総合的かつ計画的な管理に関する計画に適合するよう定めなければならない。

７ 過疎地域の市町村は、市町村計画を定めようとするときは、当該市町村計画に定める事項の

うち第二項第四号に掲げる事項（産業振興促進事項を含む。）については、あらかじめ都道府

県に協議しなければならない。

８ 過疎地域の市町村は、市町村計画を定めたときは、直ちに、これを公表するとともに、主務

大臣に提出しなければならない。

９ 主務大臣は、前項の規定により市町村計画の提出があった場合においては、直ちに、その内

容を関係行政機関の長に通知しなければならない。この場合において、関係行政機関の長は、

当該市町村計画についてその意見を主務大臣に申し出ることができる。

１０ 第一項及び前三項の規定は、市町村計画の変更について準用する。

（過疎地域持続的発展都道府県計画）

第九条 都道府県は、持続的発展方針に基づき、過疎地域の持続的発展を図るため、過疎地域持

続的発展都道府県計画（以下単に「都道府県計画」という。）を定めることができる。
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２ 都道府県計画は、都道府県が過疎地域の市町村に協力して講じようとする措置の計画とし、

おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。

一 過疎地域の持続的発展の基本的方針に関する事項

二 過疎地域の持続的発展に関する目標

三 計画期間

四 前条第二項第四号に掲げる事項に関する事項

五 都道府県計画の達成状況の評価に関する事項

六 前各号に掲げるもののほか、過疎地域の持続的発展に関し都道府県が必要と認める事項

３ 都道府県計画に前項第四号に掲げる事項を記載するに当たっては、一の過疎地域の市町村の

区域を超える広域にわたる施策、市町村相互間の連絡調整並びに人的及び技術的援助その他必

要な援助について記載するよう努めるものとする。

４ 都道府県は、都道府県計画を定めたときは、これを公表するとともに、主務大臣に提出する

ものとする。

５ 前条第九項の規定は都道府県計画の提出があった場合について、前項及び同条第九項の規定

は都道府県計画の変更について、それぞれ準用する。

（関係行政機関の長の協力）

第十条 主務大臣は、市町村計画又は都道府県計画の実施に関し必要がある場合においては、関

係行政機関の長に対し、関係地方公共団体に対する助言その他の協力を求めることができる。

（調査）

第十一条 主務大臣は、過疎地域の持続的発展を図るために必要があると認める場合においては

、関係地方公共団体について調査を行うことができる。

第三章 過疎地域の持続的発展の支援のための財政上の特別措置

（国の負担又は補助の割合の特例等）

第十二条 市町村計画に基づいて行う事業のうち、別表に掲げるものに要する経費に対する国の

負担又は補助の割合（以下「国の負担割合」という。）は、当該事業に関する法令の規定にか

かわらず、同表のとおりとする。ただし、他の法令の規定により同表に掲げる割合を超える国

の負担割合が定められている場合は、この限りでない。

２ 国は、市町村計画に基づいて行う事業のうち、別表に掲げるものに要する経費に充てるため

政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費につい

て前項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、

当該交付金の額を算定するものとする。

（国の補助等）

第十三条 国は、過疎地域の持続的発展を支援するため特に必要があると認めるときは、政令で

定めるところにより、予算の範囲内において、市町村計画又は都道府県計画に基づいて行う事

業に要する経費の一部を補助することができる。
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２ 国は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律（昭和三十三年法律第八十一号

）第十二条第一項の規定により地方公共団体に対して交付金を交付する場合において、当該地

方公共団体が同条第二項の規定により作成した施設整備計画に記載された改築等事業（同法第

十一条第一項に規定する改築等事業をいう。）として、市町村計画に基づいて行う公立の小学

校、中学校又は義務教育学校を適正な規模にするための統合に伴い必要となった公立の小学校

、中学校又は義務教育学校に勤務する教員又は職員のための住宅の建築（買収その他これに準

ずる方法による取得を含む。）に係る事業がある場合においては、当該事業に要する経費の十

分の五・五を下回らない額の交付金が充当されるように算定するものとする。

（過疎地域の持続的発展のための地方債）

第十四条 過疎地域の市町村が市町村計画に基づいて行う地場産業に係る事業又は観光若しくは

レクリエーションに関する事業を行う者で政令で定めるものに対する出資及び次に掲げる施設

の整備につき当該市町村が必要とする経費については、地方財政法（昭和二十三年法律第百九

号）第五条各号に掲げる経費に該当しないものについても、地方債をもってその財源とするこ

とができる。

一 交通の確保又は産業の振興を図るために必要な政令で定める市町村道（融雪施設その他の

道路の附属物を含む。）、農道、林道及び漁港関連道

二 漁港及び港湾

三 地場産業の振興に資する施設で政令で定めるもの

四 中小企業の育成又は企業の導入若しくは起業の促進のために市町村が個人又は法人その他

の団体に使用させるための工場及び事務所

五 観光又はレクリエーションに関する施設

六 電気通信に関する施設

七 住民の交通手段の確保又は地域間交流の促進のための鉄道施設及び鉄道車両並びに軌道施

設及び軌道車両のうち総務省令で定める事業者の事業の用に供するもの

八 下水処理のための施設

九 一般廃棄物処理のための施設

十 火葬場

十一 公民館その他の集会施設

十二 消防施設

十三 保育所及び児童館

十四 認定こども園（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法

律（平成十八年法律第七十七号）第三条第一項又は第三項の規定による認定を受けた施設及

び幼保連携型認定こども園（同法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。

別表児童福祉施設の項において同じ。）をいう。）

十五 高齢者の保健又は福祉の向上又は増進を図るための施設

十六 障害者又は障害児の福祉の増進を図るための施設
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十七 診療施設（巡回診療車及び巡回診療船並びに患者輸送車及び患者輸送艇を含む。）

十八 公立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに市町村立の幼稚園、高等学校、中等教育

学校及び特別支援学校

十九 市町村立の専修学校及び各種学校

二十 図書館

二十一 集落の整備のための政令で定める用地及び住宅

二十二 地域文化の振興等を図るための施設

二十三 太陽光、バイオマスを熱源とする熱その他の再生可能エネルギーを利用するための施

設で政令で定めるもの

二十四 前各号に掲げるもののほか、政令で定める施設

２ 前項に規定するもののほか、住民の日常的な移動のための交通手段の確保、地域医療の確保

、集落の維持及び活性化その他の住民が将来にわたり安全に安心して暮らすことのできる地域

社会の実現を図るため特別に地方債を財源として行うことが必要と認められる事業として過疎

地域の市町村が市町村計画に定めるもの（当該事業の実施のために地方自治法（昭和二十二年

法律第六十七号）第二百四十一条の規定により設けられる基金の積立てを含む。次項において

「過疎地域持続的発展特別事業」という。）の実施につき当該市町村が必要とする経費（出資

及び施設の整備につき必要とする経費を除く。）については、地方財政法第五条各号に掲げる

経費に該当しないものについても、人口、面積、財政状況その他の条件を考慮して総務省令で

定めるところにより算定した額の範囲内に限り、地方債をもってその財源とすることができる

。

３ 市町村計画に基づいて行う第一項に規定する出資若しくは施設の整備又は過疎地域持続的発

展特別事業の実施につき過疎地域の市町村が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方

債（当該地方債を財源として設置した施設に関する事業の経営に伴う収入を当該地方債の元利

償還に充てることができるものを除く。）で、総務大臣が指定したものに係る元利償還に要す

る経費は、地方交付税法の定めるところにより、当該市町村に交付すべき地方交付税の額の算

定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。

（資金の確保等）

第十五条 国は、市町村計画又は都道府県計画に基づいて行う事業の実施に関し、必要な資金の

確保その他の援助に努めなければならない。

第四章 過疎地域の持続的発展の支援のためのその他の特別措置

（基幹道路の整備）

第十六条 過疎地域における基幹的な市町村道並びに市町村が管理する基幹的な農道、林道及び

漁港関連道（過疎地域とその他の地域を連絡する基幹的な市町村道並びに市町村が管理する基

幹的な農道、林道及び漁港関連道を含む。）で政令で定める関係行政機関の長が指定するもの

（以下この条において「基幹道路」という。）の新設及び改築については、他の法令の規定に

かかわらず、都道府県計画に基づいて、都道府県が行うことができる。
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２ 都道府県は、前項の規定により市町村道の新設又は改築を行う場合においては、政令で定め

るところにより、当該市町村道の道路管理者（道路法（昭和二十七年法律第百八十号）第十八

条第一項に規定する道路管理者をいう。）に代わってその権限を行うものとする。

３ 第一項の規定により都道府県が行う基幹道路の新設及び改築に係る事業（以下この条におい

て「基幹道路整備事業」という。）に要する経費については、当該都道府県が負担する。

４ 前項の規定にかかわらず、基幹道路整備事業を行う都道府県は、当該基幹道路整備事業に係

る基幹道路の存する市町村に対し、当該基幹道路整備事業に要する経費の全部又は一部を負担

させることができる。

５ 前項の経費について市町村が負担すべき額は、当該市町村の意見を聴いた上、同項の都道府

県の議会の議決を経て定めなければならない。

６ 基幹道路整備事業に要する経費に係る国の負担又は補助については、基幹道路を都道府県道

又は都道府県が管理する農道、林道若しくは漁港関連道とみなす。

７ 第三項の規定により基幹道路整備事業に要する経費を負担する都道府県が後進地域の開発に

関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律（昭和三十六年法律第百十二号。以下

この条及び次条第九項において「負担特例法」という。）第二条第一項に規定する適用団体で

ある場合においては、基幹道路整備事業（北海道及び奄美群島の区域における基幹道路整備事

業でその事業に係る経費に対する国の負担割合がこれらの区域以外の区域におけるその事業に

相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものを除く。）を同条第二項に

規定する開発指定事業とみなして、負担特例法の規定を適用する。

８ 北海道及び奄美群島の区域における基幹道路整備事業でその事業に係る経費に対する国の負

担割合がこれらの区域以外の区域におけるその事業に相当する事業に係る経費に対する通常の

国の負担割合と異なるものについては、第三項の規定により当該基幹道路整備事業に要する経

費を負担する都道府県が負担特例法第二条第一項に規定する適用団体である場合においては、

国は、第一号に掲げる国の負担割合が第二号に掲げる国の負担割合を超えるものにあっては第

一号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を、第一号に掲げる国の負担割合が

第二号に掲げる国の負担割合を超えないものにあっては第二号に掲げる国の負担割合により算

定した額に相当する額を、それぞれ負担し、又は補助するものとする。

一 北海道及び奄美群島の区域以外の区域における基幹道路整備事業に相当する事業に係る経

費に対する通常の国の負担割合をこれらの区域における基幹道路整備事業に係る経費に対す

る国の負担割合として負担特例法第三条第一項及び第二項の規定により算定した国の負担割

合

二 北海道及び奄美群島の区域における基幹道路整備事業に係る経費に対する国の負担割合

（公共下水道の幹線管渠
きよ

等の整備）

第十七条 過疎地域における市町村が管理する公共下水道のうち、広域の見地から設置する必要

があるものであって、過疎地域の市町村のみでは設置することが困難なものとして国土交通大

臣が指定するものの幹線管渠
きよ

、終末処理場及びポンプ施設（以下この条において「幹線管渠等
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」という。）の設置については、下水道法（昭和三十三年法律第七十九号）第三条第一項の規

定にかかわらず、都道府県計画に基づいて、都道府県が行うことができる。

２ 前項の指定は、公共下水道管理者（下水道法第四条第一項に規定する公共下水道管理者をい

う。以下この条において同じ。）である市町村の申請に基づいて行うものとする。

３ 都道府県は、第一項の規定により公共下水道の幹線管渠等の設置を行う場合においては、政

令で定めるところにより、当該公共下水道の公共下水道管理者に代わってその権限を行うもの

とする。

４ 第一項の規定により都道府県が公共下水道の幹線管渠等の設置を行う場合においては、下水

道法第二十二条第一項の規定の適用については、当該都道府県を公共下水道管理者とみなす。

５ 第一項の規定により都道府県が行う公共下水道の幹線管渠等の設置に係る事業（以下この条

において「公共下水道幹線管渠等整備事業」という。）に要する経費については、当該都道府

県が負担する。

６ 前項の規定にかかわらず、公共下水道幹線管渠等整備事業を行う都道府県は、当該公共下水

道幹線管渠等整備事業に係る公共下水道の公共下水道管理者である市町村に対し、当該公共下

水道幹線管渠等整備事業に要する経費の全部又は一部を負担させることができる。

７ 前項の経費について市町村が負担すべき額は、当該市町村の意見を聴いた上、同項の都道府

県の議会の議決を経て定めなければならない。

８ 公共下水道幹線管渠等整備事業に要する経費に係る国の補助及び資金の融通については、当

該公共下水道幹線管渠等整備事業に係る公共下水道を都道府県が設置する公共下水道とみなす

。

９ 負担特例法第二条第一項の規定の例によって算定した同項に規定する財政力指数が〇・四六

に満たない都道府県が行う公共下水道幹線管渠等整備事業に係る経費に対する国の補助の割合

については、負担特例法第三条及び第四条の規定の例による。ただし、負担特例法第三条中「

適用団体」とあるのは、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和三年法律第

十九号）第十七条第九項に規定する都道府県」とする。

（高齢者の福祉の増進）

第十八条 都道府県は、過疎地域における高齢者の福祉の増進を図るため、市町村計画に基づい

て行う事業のうち、老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）第五条の二第三項に規定す

る便宜を供与し、あわせて高齢者の居住の用に供するための施設の整備に要する費用の一部を

補助することができる。

２ 国は、予算の範囲内において、都道府県が前項の規定により補助する費用の一部を補助する

ことができる。

３ 国は、過疎地域における高齢者の福祉の増進を図るため、都道府県が都道府県計画に基づい

て第一項に規定する施設の整備をしようとするときは、予算の範囲内において、当該整備に要

する費用の一部を補助することができる。
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４ 国及び地方公共団体は、過疎地域における介護サービスの確保及び充実を図るため、老人福

祉法第五条の二第一項に規定する老人居宅生活支援事業に係る介護サービスの提供、介護サー

ビスに従事する者の確保、介護施設の整備、提供される介護サービスの内容の充実等について

適切な配慮をするものとする。

第十九条 国は、過疎地域における高齢者の福祉の増進を図るため、過疎地域の市町村が市町村

計画に基づいて高齢者の自主的活動の助長と福祉の増進を図るための集会施設の建設をしよう

とするときは、予算の範囲内において、当該建設に要する費用の一部を補助することができる

。

（医療の確保）

第二十条 都道府県は、過疎地域における医療を確保するため、都道府県計画に基づいて、無医

地区に関し次に掲げる事業を実施しなければならない。

一 診療所の設置

二 患者輸送車（患者輸送艇を含む。）の整備

三 定期的な巡回診療

四 保健師による保健指導等の活動

五 医療機関の協力体制（救急医療用の機器を装備したヘリコプター等により患者を輸送し、

かつ、その輸送中に医療を行う体制を含む。第八項において同じ。）の整備

六 その他無医地区の医療の確保に必要な事業

２ 都道府県は、前項に規定する事業を実施する場合において特に必要があると認めるときは、

病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、次に掲げる事業につき、協力を要請することがで

きる。

一 医師又は歯科医師の派遣

二 巡回診療車（巡回診療船を含む。）による巡回診療

３ 国及び都道府県は、過疎地域内の無医地区における診療に従事する医師若しくは歯科医師又

はこれを補助する看護師（第七項及び第八項において「医師等」という。）の確保その他当該

無医地区における医療の確保（当該診療に従事する医師又は歯科医師を派遣する病院に対する

助成を含む。）に努めなければならない。

４ 都道府県は、第一項及び第二項に規定する事業の実施に要する費用を負担する。

５ 国は、前項の費用のうち第一項第一号から第三号までに掲げる事業及び第二項に規定する事

業に係るものについて、政令で定めるところにより、その二分の一を補助するものとする。た

だし、他の法令の規定により二分の一を超える国の負担割合が定められている場合は、この限

りでない。

６ 国及び都道府県は、過疎地域における医療を確保するため、過疎地域の市町村が市町村計画

に基づいて第一項各号に掲げる事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施される

よう適切な配慮をするものとする。
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７ 都道府県は、医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第三十条の四第一項に規定する医療計

画を作成するに当たっては、過疎地域における医療の特殊事情に鑑み、過疎地域において医師

等の確保、病床の確保等により必要な医療が確保されるよう適切な配慮をするものとする。

８ 前各項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、過疎地域において、必要な医師等の確

保、定期的な巡回診療、医療機関の協力体制の整備等により医療の充実が図られるよう適切な

配慮をするものとする。

（株式会社日本政策金融公庫等からの資金の貸付け）

第二十一条 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、過疎地域において農業（

畜産業を含む。）、林業若しくは漁業を営む者又はこれらの者の組織する法人に対し、その者

又はその法人が農林水産省令で定めるところにより作成した農林漁業の経営改善又は振興のた

めの計画であって農林水産省令で定める基準に適合する旨の都道府県の認定を受けたものを実

施するために必要な資金の貸付けを行うものとする。

（沖縄振興開発金融公庫からの資金の貸付け）

第二十二条 沖縄振興開発金融公庫は、市町村計画のうち集落の整備に関する事項に係る計画に

のっとって過疎地域の市町村の住民が行う住宅の建設若しくは購入又は住宅の建設若しくは購

入に付随する土地若しくは借地権の取得が円滑に行われるよう必要な資金の貸付けについて適

切な配慮をするものとする。

（減価償却の特例）

第二十三条 市町村計画に記載された産業振興促進区域内において当該市町村計画に振興すべき

業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業（産業振興促進区域内

において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若し

くは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業をいう

。次条において同じ。）又は旅館業（下宿営業を除く。次条において同じ。）の用に供する設

備の取得等（取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修（増築

、改築、修繕又は模様替をいう。）のための工事による取得又は建設を含む。次条において同

じ。）をした者がある場合には、当該設備を構成する機械及び装置並びに建物及びその附属設

備については、租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）の定めるところにより、特別

償却を行うことができる。

（地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置）

第二十四条 地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）第六条の規定により、地方公共団体

が、市町村計画に記載された産業振興促進区域内において当該市町村計画に振興すべき業種と

して定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業若しくは旅館業の用に供する

設備の取得等をした者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその

敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る機械及び装置若しくはそ

の事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合若しく

は産業振興促進区域内において畜産業若しくは水産業を行う個人について、その事業に対する
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事業税を課さなかった場合又はこれらの者について、これらの地方税に係る不均一の課税をし

た場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、

地方交付税法第十四条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同

条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額（事業税又は固定資産税に

関するこれらの措置による減収額にあっては、これらの措置がされた最初の年度以降三箇年度

（個人の行う畜産業及び水産業に対するものにあっては、総務省令で定める期間に係る年度）

におけるものに限る。）のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による

当該地方公共団体の当該各年度（これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたと

きは、当該減収額について当該各年度の翌年度）における基準財政収入額となるべき額から控

除した額とする。

第五章 過疎地域の持続的発展の支援のための配慮

（移住及び定住の促進、人材の育成並びに関係者間における緊密な連携及び協力の確保）

第二十五条 国及び地方公共団体は、地域における創意工夫を生かしつつ、過疎地域の持続的発

展が図られるよう、多様な人材の確保に資する移住及び定住の促進、地域社会の担い手となる

人材の育成並びに年齢、性別等にかかわりなく、多様な住民、特定非営利活動法人（特定非営

利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。）

、事業者その他の関係者間における緊密な連携及び協力を確保することについて適切な配慮を

するものとする。

（農林水産業その他の産業の振興）

第二十六条 国及び地方公共団体は、過疎地域の特性に即した農林水産業の振興を図るため、生

産基盤の強化、地域特産物の開発並びに流通及び消費の増進、鳥獣による被害の防止並びに観

光業との連携の推進について適切な配慮をするものとする。

２ 前項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、過疎地域の特性に即した産業の振興を図

るため、生産性の向上、産業の振興に寄与する人材の育成及び確保、起業を志望する者に対す

る支援、先端的な技術の導入並びに産業間の連携の推進について適切な配慮をするものとする

。

（中小企業者に対する情報の提供等）

第二十七条 国及び地方公共団体は、市町村計画に記載された産業振興促進区域において、中小

企業者（中小企業基本法（昭和三十八年法律第百五十四号）第二条第一項に規定する中小企業

者をいう。）が当該市町村計画の産業振興促進事項に基づいて事業活動を行う場合には、当該

中小企業者に対して必要な情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう適切な配慮をするもの

とする。

（観光の振興及び交流の促進）

第二十八条 国及び地方公共団体は、過疎地域には豊かな自然環境、過疎地域において伝承され

てきた文化的所産等の観光資源が存すること等の特性があることに鑑み、過疎地域に対する国

民の理解と関心を深めるとともに、過疎地域の持続的発展に資するため、過疎地域における観
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光の振興並びに過疎地域内の交流並びに過疎地域と国内及び国外の地域との交流の促進につい

て適切な配慮をするものとする。

（就業の促進）

第二十九条 国及び地方公共団体は、過疎地域の住民及び過疎地域へ移住しようとする者の過疎

地域における就業の促進を図るため、良好な雇用機会の拡充並びに実践的な職業能力の開発及

び向上のための施策の充実について適切な配慮をするものとする。

（情報の流通の円滑化等）

第三十条 国及び地方公共団体は、過疎地域における情報通信技術の利用の機会の他の地域との

格差の是正、住民の生活の利便性の向上、産業の振興、地域公共交通の活性化及び再生、物流

の確保、医療及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化、高度情報通信ネットワーク

その他の通信体系の充実及び地域住民が情報通信技術を活用する能力を習得するための機会の

提供について適切な配慮をするものとする。

（地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保）

第三十一条 国及び地方公共団体は、過疎地域における住民の自立した日常生活及び社会生活の

確保並びに利便性の向上、過疎地域内の交流及び過疎地域とその他の地域との交流の促進等を

図るため、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保について適切な配慮をするものとす

る。

（生活環境の整備）

第三十二条 国及び地方公共団体は、過疎地域における定住の促進に資するため、住宅及び水の

確保、汚水及び廃棄物の処理その他の快適な生活環境の確保を図るための施策の充実について

適切な配慮をするものとする。

（保育サービス等を受けるための住民負担の軽減）

第三十三条 国及び地方公共団体は、過疎地域における保育サービス、介護サービス及び保健医

療サービスを受けるための条件の他の地域との格差の是正を図るため、過疎地域の住民がこれ

らのサービスを受けるための住民負担の軽減について適切な配慮をするものとする。

（教育の充実）

第三十四条 国又は地方公共団体は、過疎地域における教育の特殊事情に鑑み、公立学校の教職

員（公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律（昭和三十三年法律第

百十六号）第二条第三項に規定する教職員及び公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準

等に関する法律（昭和三十六年法律第百八十八号）第二条第一項に規定する教職員をいう。）

の定数の算定又は配置について適切な配慮をするものとする。

２ 国及び地方公共団体は、過疎地域に居住する子どもの就学に係る負担の軽減に資するよう、

通学に対する支援について適切な配慮をするものとする。

３ 国及び地方公共団体は、子どもの心身の健やかな成長に資するため、過疎地域の区域外に居

住する子どもが豊かな自然環境、伝統文化等を有する過疎地域の特性を生かした教育を受けら

れるよう適切な配慮をするものとする。



100

４ 国及び地方公共団体は、過疎地域に居住する子ども等が情報通信技術を活用することができ

るようにするための教育及び学習の振興について適切な配慮をするものとする。

５ 前各項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、過疎地域において、その教育の特殊事

情に鑑み、学校教育及び社会教育の充実に努めるとともに、地域社会の特性に応じた生涯学習

の振興に資するための施策の充実について適切な配慮をするものとする。

（地域文化の振興等）

第三十五条 国及び地方公共団体は、過疎地域において伝承されてきた多様な文化的所産の保存

及び活用並びに担い手の育成について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域にお

ける文化の振興について適切な配慮をするものとする。

（再生可能エネルギーの利用の推進）

第三十六条 国及び地方公共団体は、過疎地域において、その自然的特性を生かしたエネルギー

を利用することがその経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及

びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要であること並びに土地、水、バ

イオマスその他の地域に存在する資源を活用した再生可能エネルギーの利用が地域経済の発展

に寄与することに鑑み、再生可能エネルギーの利用の推進について適切な配慮をするものとす

る。

（自然環境の保全及び再生）

第三十七条 国及び地方公共団体は、過疎地域における自然環境の保全及び再生に資するための

措置について適切な配慮をするものとする。

（農地法等による処分）

第三十八条 国の行政機関の長又は都道府県知事は、過疎地域内の土地を市町村計画に定める用

途に供するため農地法（昭和二十七年法律第二百二十九号）その他の法律の規定による許可そ

の他の処分を求められたときは、当該地域の持続的発展に資するため、当該処分が迅速に行わ

れるよう適切な配慮をするものとする。

（国有林野の活用）

第三十九条 国は、市町村計画の実施を促進するため、国有林野の活用について適切な配慮をす

るものとする。

（規制の見直し）

第四十条 国は、国が行う規制の見直しに関する提案の募集に応じて過疎地域の市町村から提案

があったときは、過疎地域の持続的発展を図るため、過疎地域の自然的経済的社会的諸条件及

び地域社会への影響を踏まえ、当該提案に係る規制の見直しについて適切な配慮をするものと

する。

第六章 雑則

（旧過疎自立促進地域の市町村に係る特例）

第四十一条 令和三年三月三十一日において旧過疎地域自立促進特別措置法（平成十二年法律第

十五号。第三項及び附則において「旧過疎自立促進法」という。）の規定に基づく過疎地域を
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その区域とする市町村（以下この章及び附則において「旧過疎自立促進地域の市町村」という

。）であって、次の各号のいずれかに該当し、かつ、財政力指数で平成二十九年度から令和元

年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・五一以下であるもの（地

方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。）の区域

は、第二条第一項の規定の適用を受ける場合を除き、過疎地域とみなして、この法律の規定を

適用する。ただし、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成二十七年の人口から当該市町

村人口に係る平成二年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して

得た数値が〇・一未満である市町村の区域に限る。

一 国勢調査の結果による市町村人口に係る昭和三十五年の人口から当該市町村人口に係る平

成二十七年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る昭和三十五年の人口で除して

得た数値（以下この項において「五十五年間人口減少率」という。）が〇・四以上であるこ

と。

二 五十五年間人口減少率が〇・三以上であって、国勢調査の結果による市町村人口に係る平

成二十七年の人口のうち六十五歳以上の人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得

た数値が〇・三五以上であること。

三 五十五年間人口減少率が〇・三以上であって、国勢調査の結果による市町村人口に係る平

成二十七年の人口のうち十五歳以上三十歳未満の人口を当該市町村人口に係る同年の人口で

除して得た数値が〇・一一以下であること。

２ 旧過疎自立促進地域の市町村のうち特定期間合併市町村であって、財政力指数で平成二十九

年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・六四以下

であるもの（地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を

除く。）については、特定期間合併関係市町村の区域であって、第三条第一項又は第二項の規

定の適用を受ける区域以外の区域のうち、次の各号のいずれかに該当する区域を過疎地域とみ

なして、この法律の規定を適用する。ただし、国勢調査の結果による特定期間合併関係市町村

の人口に係る平成二十七年の人口から当該特定期間合併関係市町村の人口に係る平成二年の人

口を控除して得た人口を当該特定期間合併関係市町村に係る同年の人口で除して得た数値が〇

・一未満である区域に限る。

一 国勢調査の結果による特定期間合併関係市町村の人口に係る昭和三十五年の人口から当該

特定期間合併関係市町村の人口に係る平成二十七年の人口を控除して得た人口を当該特定期

間合併関係市町村の人口に係る昭和三十五年の人口で除して得た数値（以下この項において

「特定期間合併関係市町村五十五年間人口減少率」という。）が〇・四以上であること。

二 特定期間合併関係市町村五十五年間人口減少率が〇・三以上であって、国勢調査の結果に

よる特定期間合併関係市町村の人口に係る平成二十七年の人口のうち六十五歳以上の人口を

当該特定期間合併関係市町村の人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・三五以上であ

ること。
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三 特定期間合併関係市町村五十五年間人口減少率が〇・三以上であって、国勢調査の結果に

よる特定期間合併関係市町村の人口に係る平成二十七年の人口のうち十五歳以上三十歳未満

の人口を当該特定期間合併関係市町村の人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・一一

以下であること。

３ 前項の規定は、令和三年三月三十一日において旧過疎自立促進法第三十三条第二項の規定の

適用を受けていた市町村のうち特定期間合併市町村であって、財政力指数で平成二十九年度か

ら令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・六四以下である

もの（地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。

）に係る同項の規定に基づく過疎地域であった区域について準用する。

４ 前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第四十二条 旧過疎自立促進地域の市町村のうち平成十一年四月一日から令和三年三月三十一日

までの間に、市町村の合併により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入

した市町村については、第二条第一項又は前条第一項の規定の適用を受ける場合を除き、当該

市町村の区域で主務省令で定める基準に該当するものを過疎地域とみなして、この法律の規定

を適用する。

（過疎地域の市町村以外の市町村の区域に対する適用）

第四十三条 この法律の規定（前条の規定を除く。）は、令和二年の国勢調査の結果による人口

の年齢別構成が公表された場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えて、過疎地域の市町村以外の市町村の区

域についても適用する。

第二条第一項第一号 第十七条第九項 当該数値に小数点以下五位未満の端数がある

ときは、これを四捨五入する。

第十七条第九項

平成二十九年度か

ら令和元年度まで

令和二年の国勢調査の結果による人口の年齢

別構成が公表された日の属する年度前三箇年

度内

数値が〇・五一 数値（当該数値に小数点以下二位未満の端数

があるときは、これを切り捨てる。以下この

項及び次条において「平均財政力指数」とい

う。）が全ての市町村に係る平均財政力指数

を合計して得た数値を全ての市町村の数で除

して得た数値（当該数値に小数点以下二位未

満の端数があるときは、これを切り上げる。

）
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平成二十七年 令和二年

平成二年 平成七年

昭和五十年 昭和五十五年

（以下この項にお

いて「四十年間

人口減少率」と

いう。）が〇・

二八

（当該数値に小数点以下二位未満の端数があ

るときは、小数点以下四位までの数値を算

出し、当該数値について小数点以下二位未

満を順次四捨五入する。以下この項におい

て「四十年間人口減少率」という。）が国

勢調査の結果による市町村人口に係る令和

二年の人口から当該市町村人口に係る昭和

五十五年の人口を控除して得た数値が負数

である市町村（以下この項において「四十

年間人口減少市町村」という。）に係る四

十年間人口減少率を合計して得た率を四十

年間人口減少市町村の数で除して得た率（

当該率に小数点以下二位未満の端数がある

ときは、これを切り捨てる。以下この項及

び次条において「基準四十年間人口減少率

」という。）

〇・二三 基準四十年間人口減少率から〇・〇五を控除

して得た率

数値が〇・三五 数値（当該数値に小数点以下三位未満の端数

があるときは、これを四捨五入する。以下ロ

において「高齢者比率」という。）が四十年

間人口減少市町村に係る高齢者比率を合計し

て得た率を四十年間人口減少市町村の数で除

して得た率（当該率に小数点以下二位未満の

端数があるときは、これを切り捨てる。次条

第一項第二号において「基準高齢者比率」と

いう。）

数値が〇・一一 数値（当該数値に小数点以下三位未満の端数

があるときは、これを四捨五入する。以下ハ
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において「若年者比率」という。）が四十年

間人口減少市町村に係る若年者比率を合計し

て得た率を四十年間人口減少市町村の数で除

して得た率（当該率に小数点以下二位未満の

端数があるときは、これを切り上げる。次条

第一項第三号において「基準若年者比率」と

いう。）

数値が〇・二一 数値（当該数値に小数点以下二位未満の端数

があるときは、小数点以下四位までの数値を

算出し、当該数値について小数点以下二位未

満を順次四捨五入する。以下ニにおいて「二

十五年間人口減少率」という。）が国勢調査

の結果による市町村人口に係る令和二年の人

口から当該市町村人口に係る平成七年の人口

を控除して得た数値が負数である市町村（以

下ニにおいて「二十五年間人口減少市町村」

という。）に係る二十五年間人口減少率を合

計して得た率を二十五年間人口減少市町村の

数で除して得た率（当該率に小数点以下二位

未満の端数があるときは、これを切り捨てる

。次条第一項第四号において「基準二十五年

間人口減少率」という。）

第二条第一項第二号 〇・二三 基準四十年間人口減少率から〇・〇五を控除

して得た率

財政力指数で平成

二十九年度から令

和元年度までの各

年度に係るものを

合算したものの三

分の一の数値が〇

・四

平均財政力指数が全ての町村に係る平均財政

力指数を合計して得た数値を全ての町村の数

で除して得た数値（当該数値に小数点以下二

位未満の端数があるときは、これを切り上げ

る。）

平成二十七年 令和二年

平成二年 平成七年
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第三条第一項 財政力指数で平成

二十九年度から令

和元年度までの各

年度に係るものを

合算したものの三

分の一の数値が〇

・六四

平均財政力指数が全ての市に係る平均財政力

指数を合計して得た数値を全ての市の数で除

して得た数値（当該数値に小数点以下二位未

満の端数があるときは、これを切り上げる。

）

平成二十七年 令和二年

平成二年 平成七年

昭和五十年 昭和五十五年

〇・二八 基準四十年間人口減少率

〇・二三 基準四十年間人口減少率から〇・〇五を控除

して得た率

〇・三五 基準高齢者比率

〇・一一 基準若年者比率

〇・二一 基準二十五年間人口減少率

第三条第二項 財政力指数で平成

二十九年度から令

和元年度までの各

年度に係るものを

合算したものの三

分の一の数値が〇

・四

平均財政力指数が全ての町村に係る平均財政

力指数を合計して得た数値を全ての町村の数

で除して得た数値（当該数値に小数点以下二

位未満の端数があるときは、これを切り上げ

る。）

〇・二三 基準四十年間人口減少率から〇・〇五を控除

して得た率

平成二十七年 令和二年

平成二年 平成七年

２ この法律の規定（前条の規定を除く。）は、前項の国勢調査の次に行われる国勢調査の結果

による人口の年齢別構成が公表された場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中
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欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えて、過疎地域の市町村以外の

市町村の区域についても適用する。

第二条

第一項

第一号

第十七条第九項 当該数値に小数点以下五位未満の端数があるときは、

これを四捨五入する。第十七条第九項

平成二十九年度から

令和元年度まで

第四十三条第二項に規定する国勢調査の結果による人

口の年齢別構成が公表された日の属する年度前三箇年

度内

数値が〇・五一 数値（当該数値に小数点以下二位未満の端数があると

きは、これを切り捨てる。以下この項及び次条におい

て「平均財政力指数」という。）が全ての市町村に係

る平均財政力指数を合計して得た数値を全ての市町村

の数で除して得た数値（当該数値に小数点以下二位未

満の端数があるときは、これを切り上げる。）

平成二十七年の人口

から

第四十三条第二項に規定する国勢調査が行われた年（

以下この項及び次条において「調査年」という。）の

人口から

平成二年 調査年から起算して二十五年以前において最近に国勢

調査が行われた年

昭和五十年 調査年から起算して四十年以前において最近に国勢調

査が行われた年

平成二十七年の人口

を

調査年の人口を

（以下この項におい

て「四十年間人口減

少率」という。）が

〇・二八

（当該数値に小数点以下二位未満の端数があるときは

、小数点以下四位までの数値を算出し、当該数値につ

いて小数点以下二位未満を順次四捨五入する。以下こ

の項において「四十年間人口減少率」という。）が国

勢調査の結果による市町村人口に係る調査年の人口か

ら当該市町村人口に係る調査年から起算して四十年以

前において最近に国勢調査が行われた年の人口を控除

して得た数値が負数である市町村（以下この項におい

て「四十年間人口減少市町村」という。）に係る四十
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年間人口減少率を合計して得た率を四十年間人口減少

市町村の数で除して得た率（当該率に小数点以下二位

未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下こ

の項及び次条において「基準四十年間人口減少率」と

いう。）

〇・二三 基準四十年間人口減少率から〇・〇五を控除して得た

率

平成二十七年の人口

の

調査年の人口の

数値が〇・三五 数値（当該数値に小数点以下三位未満の端数があると

きは、これを四捨五入する。以下ロにおいて「高齢者

比率」という。）が四十年間人口減少市町村に係る高

齢者比率を合計して得た率を四十年間人口減少市町村

の数で除して得た率（当該率に小数点以下二位未満の

端数があるときは、これを切り捨てる。次条第一項第

二号において「基準高齢者比率」という。）

数値が〇・一一 数値（当該数値に小数点以下三位未満の端数があると

きは、これを四捨五入する。以下ハにおいて「若年者

比率」という。）が四十年間人口減少市町村に係る若

年者比率を合計して得た率を四十年間人口減少市町村

の数で除して得た率（当該率に小数点以下二位未満の

端数があるときは、これを切り上げる。次条第一項第

三号において「基準若年者比率」という。）

数値が〇・二一 数値（当該数値に小数点以下二位未満の端数があると

きは、小数点以下四位までの数値を算出し、当該数値

について小数点以下二位未満を順次四捨五入する。以

下ニにおいて「二十五年間人口減少率」という。）が

国勢調査の結果による市町村人口に係る調査年の人口

から当該市町村人口に係る調査年から起算して二十五

年以前において最近に国勢調査が行われた年の人口を

控除して得た数値が負数である市町村（以下ニにおい

て「二十五年間人口減少市町村」という。）に係る二

十五年間人口減少率を合計して得た率を二十五年間人
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口減少市町村の数で除して得た率（当該率に小数点以

下二位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

次条第一項第四号において「基準二十五年間人口減少

率」という。）

第二条第

一項第

二号

〇・二三 基準四十年間人口減少率から〇・〇五を控除して得た

率

財政力指数で平成二

十九年度から令和元

年度までの各年度に

係るものを合算した

ものの三分の一の数

値が〇・四

平均財政力指数が全ての町村に係る平均財政力指数を

合計して得た数値を全ての町村の数で除して得た数値

（当該数値に小数点以下二位未満の端数があるときは

、これを切り上げる。）

平成二十七年 調査年

平成二年 調査年から起算して二十五年以前において最近に国勢

調査が行われた年

第三条第

一項

財政力指数で平成二

十九年度から令和元

年度までの各年度に

係るものを合算した

ものの三分の一の数

値が〇・六四

平均財政力指数が全ての市に係る平均財政力指数を合

計して得た数値を全ての市の数で除して得た数値（当

該数値に小数点以下二位未満の端数があるときは、こ

れを切り上げる。）

平成二十七年 調査年

平成二年 調査年から起算して二十五年以前において最近に国勢

調査が行われた年

昭和五十年 調査年から起算して四十年以前において最近に国勢調

査が行われた年

〇・二八 基準四十年間人口減少率

〇・二三 基準四十年間人口減少率から〇・〇五を控除して得た

率
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〇・三五 基準高齢者比率

〇・一一 基準若年者比率

〇・二一 基準二十五年間人口減少率

第三条

第二項

財政力指数で平成二

十九年度から令和元

年度までの各年度に

係るものを合算した

ものの三分の一の数

値が〇・四

平均財政力指数が全ての町村に係る平均財政力指数を

合計して得た数値を全ての町村の数で除して得た数値

（当該数値に小数点以下二位未満の端数があるときは

、これを切り上げる。）

〇・二三 基準四十年間人口減少率から〇・〇五を控除して得た

率

平成二十七年 調査年

平成二年 調査年から起算して二十五年以前において最近に国勢

調査が行われた年

（市町村の廃置分合等があった場合の特例）

第四十四条 令和三年四月一日から前条第一項の規定により読み替えて適用する第二条の規定に

よる公示の日の前日までの間に行われた廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境

界が変更された市町村については、同条第一項並びに第三条第一項及び第二項の規定を適用す

る。この場合において、当該市町村が特定期間合併市町村でないときは、同条第一項及び第二

項の適用については、当該市町村を特定期間合併市町村とみなす。

２ 第二条第一項並びに第三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、前条第一項の規定により

読み替えて適用する第二条の規定による公示の日から前条第二項の規定により読み替えて適用

する第二条の規定による公示の日の前日までの間に行われた廃置分合又は境界変更により新た

に設置され、又は境界が変更された市町村については、前条第一項の規定により読み替えて適

用する第二条第一項並びに第三条第一項及び第二項の規定を適用する。この場合において、当

該市町村が特定期間合併市町村でないときは、同条第一項及び第二項の適用については、当該

市町村を特定期間合併市町村とみなす。

３ 第二条第一項並びに第三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、前条第二項の規定により

読み替えて適用する第二条の規定による公示の日以後に行われた廃置分合又は境界変更により

新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、同項の規定により読み替えて適用

する第二条第一項並びに第三条第一項及び第二項の規定を適用する。この場合において、当該
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市町村が特定期間合併市町村でないときは、同条第一項及び第二項の適用については、当該市

町村を特定期間合併市町村とみなす。

４ 合併市町村（令和三年四月一日以後に市町村の合併により設置され、又は他の市町村の区域

の全部若しくは一部を編入した市町村をいい、過疎地域の市町村を除く。以下この項及び附則

第八条において同じ。）のうち合併関係市町村（市町村の合併によりその区域の全部又は一部

が合併市町村の区域の一部となった市町村をいう。同条において同じ。）に過疎地域の市町村

（当該市町村の合併が行われた日の前日において第三条第一項若しくは第二項（これらの規定

を前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。）、第四十一条第二項（同条第三項にお

いて準用する場合を含む。）又はこの項の規定の適用を受けていた市町村を含む。）が含まれ

るものについては、当該合併市町村の区域のうち当該市町村の合併が行われた日の前日におい

て過疎地域であった区域（第三条第一項又は第二項（これらの規定を前条の規定により読み替

えて適用する場合を含む。）の規定の適用を受ける区域を除く。）を過疎地域とみなして、こ

の法律の規定を適用する。この場合において必要な事項は、政令で定める。

５ 令和三年四月一日以後に行われた廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が

変更された市町村については、第四十一条及び第四十二条の規定は適用しない。

（主務大臣等）

第四十五条 第二条第二項における主務大臣は、総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣とす

る。

２ 第七条第四項、第八条第八項（同条第十項において準用する場合を含む。）及び第九項（同

条第十項及び第九条第五項において準用する場合を含む。）、第九条第四項（同条第五項にお

いて準用する場合を含む。）、第十条並びに第十一条における主務大臣は、総務大臣、農林水

産大臣、国土交通大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣とする。

３ この法律における主務省令は、総務省令・農林水産省令・国土交通省令とする。

（政令への委任）

第四十六条 第二条第一項、第三条第一項及び第二項並びに第四十一条第一項から第三項までに

規定する数値の算定、市町村の廃置分合又は境界変更があった場合についてこの法律の規定を

適用するために必要な事項、第四十三条の場合におけるこの法律の規定の適用に関し必要な事

項、沖縄県の市町村について第四十一条の規定を適用する場合において必要な事項その他この

法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行する。

（国の負担等に関する規定の適用）

第二条 第十二条（別表を含む。附則第五条において同じ。）、第十三条、第十六条第六項から

第八項まで、第十七条第八項及び第九項、第十八条第二項及び第三項、第十九条並びに第二十

条第五項の規定は、令和三年度の予算に係る国の負担又は補助（令和二年度以前の年度の国庫
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債務負担行為に基づき令和三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除

く。）から適用し、令和二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき令和三年度以降の年度

に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び令和二年度以前の年度の歳出予算に係る国の

負担又は補助で令和三年度以降の年度に繰り越されたものについては、附則第四条第一項及び

第二項に定めるもののほか、なお従前の例による。

（この法律の失効）

第三条 この法律は、令和十三年三月三十一日限り、その効力を失う。

（旧過疎自立促進法の失効に伴う経過措置）

第四条 旧過疎自立促進法第六条に規定する市町村計画又は旧過疎自立促進法第七条に規定する

都道府県計画に基づく事業に係る国の負担又は補助のうち、令和二年度以前の年度の国庫債務

負担行為に基づき令和三年度以降の年度に支出すべきものとされたもの及び令和二年度以前の

年度の歳出予算に係るもので令和三年度以降の年度に繰り越されたものについては、旧過疎自

立促進法第十条（別表を含む。）、第十一条、第十六条第五項、第十八条第二項及び第三項並

びに第十九条の規定は、旧過疎自立促進法の失効後も、なおその効力を有する。

２ 旧過疎自立促進地域の市町村の区域又は令和三年三月三十一日において旧過疎自立促進法第

三十三条第二項の規定により過疎地域とみなされる区域内における旧過疎自立促進法第十四条

第一項に規定する基幹道路の新設及び改築に係る事業並びに旧過疎自立促進法第十五条第一項

に規定する公共下水道の幹線管渠等の設置に係る事業で、同日においてその工事を完了してい

ないものについては、旧過疎自立促進法第十四条及び第十五条の規定は、令和九年三月三十一

日までの間に限り、なおその効力を有する。

３ 地方公共団体が、旧過疎自立促進地域の市町村の区域若しくは令和三年三月三十一日におい

て旧過疎自立促進法第三十三条第二項の規定により過疎地域とみなされる区域内において製造

の事業、旧過疎自立促進法第三十条に規定する農林水産物等販売業若しくは旅館業の用に供す

る設備を同日以前に新設し、若しくは増設した者に係る事業税、不動産取得税若しくは固定資

産税について課税免除若しくは不均一課税をした場合又は旧過疎自立促進地域の市町村の区域

若しくは同日において同項の規定により過疎地域とみなされる区域内において畜産業若しくは

水産業を行う個人に係る事業税について同日以前に課税免除若しくは不均一課税をした場合に

おける地方交付税法第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定について

は、旧過疎自立促進法第三十一条の規定は、旧過疎自立促進法の失効後も、なおその効力を有

する。

４ 平成二年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に株式会社日本政策金融公庫法（平

成十九年法律第五十七号）附則第四十二条第二号の規定による廃止前の農林漁業金融公庫法（

昭和二十七年法律第三百五十五号）の規定により農林漁業金融公庫が締結した貸付契約に係る

貸付金であって旧過疎地域活性化特別措置法（平成二年法律第十五号）第二十三条に規定する

資金に係るものについては、旧過疎自立促進法附則第十五条の規定は、旧過疎自立促進法の失

効後も、なおその効力を有する。
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（特定市町村等に対するこの法律の準用）

第五条 旧過疎自立促進地域の市町村のうち過疎地域の市町村以外のものであって、第三条（第

四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条及び附則第七条において同じ。）

又は第四十一条第二項（同条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。）の規

定の適用を受ける区域を含まないもの（以下「特定市町村」という。）については、令和三年

度から令和八年度までの間（特定市町村のうち財政力指数で平成二十九年度から令和元年度ま

での各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・四以下のもの（以下「特別特定

市町村」という。）については、令和三年度から令和九年度までの間）に限り、政令で定める

ところにより、第十二条から第十四条まで、第十六条、第十七条、第二十三条及び第二十四条

の規定を準用する。この場合において、第十二条、第十三条及び第二十四条の規定の準用に関

し令和九年度（特別特定市町村については、令和十年度）以降必要となる経過措置は、政令で

定める。

第六条 旧過疎自立促進地域の市町村のうち過疎地域の市町村以外のものであって、第三条又は

第四十一条第二項の規定の適用を受ける区域を含むものについては、当該規定の適用を受ける

区域以外の区域を特定市町村の区域とみなして、前条の規定を適用する。

２ 前項の規定により特定市町村の区域とみなされる区域のうち、当該区域を含む市町村に係る

財政力指数で平成二十九年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の

一の数値が〇・四以下のものについては、特別特定市町村の区域とみなして、前条の規定を適

用する。

３ 前二項の場合において必要な事項は、政令で定める。

第七条 令和三年三月三十一日において旧過疎自立促進法第三十三条第二項の規定の適用を受け

ていた市町村のうち過疎地域の市町村以外のものであって、同項の規定に基づく過疎地域であ

った区域について第三条又は第四十一条第二項（同条第三項において準用する場合に限る。以

下この項において同じ。）の規定の適用を受ける区域以外の区域を含むものについては、旧過

疎自立促進法第三十三条第二項の規定に基づく過疎地域であった区域のうち第三条又は第四十

一条第二項の規定の適用を受ける区域以外の区域を特定市町村の区域とみなして、附則第五条

の規定を適用する。

２ 前項の規定により特定市町村の区域とみなされる区域のうち、当該区域を含む市町村に係る

財政力指数で平成二十九年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の

一の数値が〇・四以下のものについては、特別特定市町村の区域とみなして、附則第五条の規

定を適用する。

３ 前二項の場合において必要な事項は、政令で定める。

第八条 合併市町村のうち合併関係市町村に特定市町村（当該市町村の合併が行われた日の前日

において附則第六条からこの条までの規定のいずれかの規定の適用を受けていた市町村を含む

。）が含まれるものについては、当該合併市町村の区域のうち当該市町村の合併が行われた日
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の前日において当該特定市町村の区域であった区域を特定市町村の区域とみなして、附則第五

条の規定を適用する。

２ 合併市町村のうち合併関係市町村に特別特定市町村（当該市町村の合併が行われた日の前日

において附則第六条第二項、前条第二項又はこの項の規定のいずれかの規定の適用を受けてい

た市町村を含む。）が含まれるものについては、当該合併市町村の区域のうち当該市町村の合

併が行われた日の前日において当該特別特定市町村の区域であった区域を特別特定市町村の区

域とみなして、附則第五条の規定を適用する。

３ 前二項の場合において必要な事項は、政令で定める。

別表（第十二条関係）

事業の区分 国の負担割合

教

育

施

設

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する

法律第二条に規定する義務教育諸学校のうち公立

の小学校、中学校又は義務教育学校を適正な規模

にするための統合に伴い必要となり、又は必要と

なった公立の小学校、中学校又は義務教育学校の

校舎又は屋内運動場の新築又は増築（買収その他

これに準ずる方法による取得を含む。）

十分の五・五

児

童

福

祉

施

設

児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第

七条第一項に規定する児童福祉施設のうち保育所

又は幼保連携型認定こども園の設備の新設、修理

、改造、拡張又は整備

二分の一から十分の五

・五（国又は地方公共

団体以外の者が設置す

る保育所又は幼保連携

型認定こども園に係る

ものにあっては、三分

の二）まで

消

防

施

設

消防施設強化促進法（昭和二十八年法律第八十七

号）第三条に規定する消防の用に供する機械器具

及び設備の購入又は設置

十分の五・五
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７．辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律 
（昭和３７年４月２５日法律第８８号） 

 
（目的） 

第１条 この法律は、辺地を包括する市町村について、当分の間、当該辺地に係る公共的施設の総合

的、かつ、計画的な整備を促進するために必要な財政上の特別措置等を定め、辺地とその他の地域

との間における住民の生活文化水準の著しい格差の是正を図ることを目的とする。 
 
（定義） 

第２条 この法律において「辺地」とは、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれず、

他の地域に比較して住民の生活文化水準が著しく低い山間地、離島その他のへんぴな地域で、住民

の数その他について政令で定める要件に該当しているものをいう。 
２ この法律において「公共的施設」とは、次に掲げる施設で、辺地とその他の地域との間における

住民の生活文化水準の著しい格差の是正を図るため最低限度必要なものをいう。 
一 電灯用電気供給施設 
二 道路及び渡船施設 
三 小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程の児童又は生徒の通学を容

易にするための自動車、渡船施設又は寄宿舎 
四 診療施設 
五 飲用水供給施設 
六 前各号に掲げるもののほか、政令で定める施設 

（総合整備計画の策定等）

第３条 この法律によつて公共的施設の整備をしようとする市町村は、当該市町村の議会の議決を経

て当該辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画（以下「総合整備計画」という。）

を定めることができる。

２ 総合整備計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 整備しようとする公共的施設

二 整備の方法

三 整備に要する経費とその財源内訳

３ 総合整備計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努

めるものとする。

一 整備を必要とする辺地の事情

二 その他総務省令で定める事項

４ 市町村は、総合整備計画を定めようとするときは、あらかじめ、第２項各号に掲げる事項に係る

部分について都道府県知事と協議しなければならない。

５ 市町村は、総合整備計画を定めたときは、総務大臣にこれを提出しなければならない。 
６ 都道府県知事は、前項の規定により市町村が総務大臣に提出する総合整備計画に関し、当該都道

府県が当該市町村に協力して講じようとする措置の計画（以下「都道府県計画」という。）を定め

るように努めなければならない。 



115

７ 総務大臣は、第五項の規定により総合整備計画の提出があつた場合においては、直ちに、その旨

を当該総合整備計画について関係がある各省各庁の長（財政法（昭和２２年法律第３４号）第２０

条第２項の各省各庁の長をいう。）（以下「関係各省各庁の長」という。）に通知しなければなら

ない。この場合において、関係各省各庁の長は、当該総合整備計画についてその意見を総務大臣に

申し出ることができる。

８ 前各項の規定は、第５項の規定により総合整備計画を提出した市町村が当該総合整備計画を変更

しようとする場合について準用する。

 
（関係各省各庁の長等の協力） 

第４条 総務大臣は、総合整備計画に基づく公共的施設の整備に関し必要がある場合においては、関

係各省各庁の長に対し、当該市町村に対する技術的助言その他の協力を求めることができる。 
２ 総務大臣は、総合整備計画のうちに、第２条第２項各号に掲げる施設に関する事業で当該市町村

以外の者が経営するものに係る計画が含まれている場合においては、関係各省各庁の長を通じて、

これらの者に対し、これらの施設の設置及び経営について当該市町村に対する協力を求めることが

できる。 
 
（地方債） 

第５条 第３条第５項の規定により市町村が総務大臣に提出した総合整備計画に基づいて実施する

公共的施設の整備につき当該市町村が必要とする経費については、地方財政法 （昭和２３年法律

第１０９号）第５条 各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもつてその財源

とすることができる。  
 
（元利償還金の基準財政需要額への算入） 

第６条 総合整備計画に基づいて実施する公共的施設の整備につき当該市町村が必要とする経費の

財源に充てるため起こした地方債（当該地方債を財源として設置した施設に関する事業の経営に伴

う収入を当該地方債の元利償還に充てることができるものを除く。）で、総務大臣が指定したもの

に係る元利償還に要する経費は、地方交付税法 （昭和２５年法律第２１１号）の定めるところに

より、当該市町村に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとす

る。 
 
（助言及び調査） 

第７条 総務大臣又は都道府県知事は、公共的施設の総合的、かつ、計画的な整備を促進するために

必要があると認める場合においては、辺地を包括する市町村に対し助言し、又はそれらの市町村に

ついて調査を行うことができる。 
 
（政令への委任） 

第８条 この法律の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。 
 

附 則 抄 
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１ この法律は、公布の日から施行し、次項の規定による改正後の地方交付税法の規定は、昭和３８

年度分の地方交付税から適用する。 
 

附 則 （平成１０年６月１２日法律第１０１号） 抄 
 
（施行期日） 

第１条 この法律は、平成１１年４月１日から施行する。 
 

附 則 （平成１１年７月１６日法律第８７号） 抄 
 
（施行期日） 

第１条 この法律は、平成１２年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 
一 第１条中地方自治法第２５０条の次に５条、節名並びに２款及び款名を加える改正規定（同法

第２５０条の９第１項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第

４０条中自然公園法附則第９項及び第１０項の改正規定（同法附則第１０項に係る部分に限る。）、

第２４４条の規定（農業改良助長法第１４条の３の改正規定に係る部分を除く。）並びに第４７

２条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第６条、第８条及び第１７条の改正規定に係る部

分を除く。）並びに附則第７条、第１０条、第１２条、第５９条ただし書、第６０条第４項及び

第５項、第７３条、第７７条、第１５７条第４項から第６項まで、第１６０条、第１６３条、第

１６４条並びに第２０２条の規定 公布の日 
 
（国等の事務） 

第１５９条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前にお

いて、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公

共団体その他公共団体の事務（附則第１６１条において「国等の事務」という。）は、この法律の

施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理す

るものとする。 
 
（不服申立てに関する経過措置） 

第１６１条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下この条

において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条に

おいて「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てについては、施行

日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規

定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当

該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 
２ 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該

機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第２条第９項第１

号に規定する第１号法定受託事務とする。 
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（その他の経過措置の政令への委任） 
第１６４条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する

経過措置を含む。）は、政令で定める。 
 
（検討） 

第２５０条 新地方自治法第２条第９項第１号に規定する第１号法定受託事務については、できる限

り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第１に掲げるもの及び新地方自

治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な

見直しを行うものとする。 
 
第２５１条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方

公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案し

つつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

第２５２条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに

従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立っ

て、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則 （平成１１年１２月２２日法律第１６０号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律（第２条及び第３条を除く。）は、平成１３年１月６日から施行する。

附 則 （平成２３年５月２日法律第３７号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める

日から施行する。

一 第７条、第２２条、第２５条、第２７条、第２８条、第３０条、第３１条、第３３条（次号に

掲げる改正規定を除く。）、第３７条及び第３８条の規定並びに附則第８条、第１０条、第１１

条、第１３条、第１９条、第２５条、第３３条及び第４１条の規定 公布の日から起算して３月

を経過した日

（罰則に関する経過措置）

第２３条 この法律（附則第１条各号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為に対

する罰則の適用については、なお従前の例による。

 
（政令への委任） 

第２４条 附則第２条から前条まで及び附則第３６条に規定するもののほか、この法律の施行に関し

必要な経過措置は、政令で定める。 



118

附 則 （平成２５年６月１４日法律第４４号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、公布の日から施行する。

（罰則に関する経過措置）

第１０条 この法律（附則第１条各号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為に対

する罰則の適用については、なお従前の例による。

（政令への委任） 
第１１条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経

過措置を含む。）は、政令で定める。 
 

附 則 （平成２７年６月２４日法律第４６号） 抄

（施行期日）

第１条 この法律は、平成２８年４月１日から施行する。 
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１１
過過
疎疎
地地
域域
等等
集集
落落
ネネ
ッッ
トト
ワワ
ーー
クク
圏圏
形形
成成
支支
援援
事事
業業

基
幹
集
落
を
中
心
に
周
辺
の
複
数
集
落
を
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
り
と

す
る
「
集
落
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
圏
」
（
小
さ
な
拠
点
）
に
お
い
て
、
地

域
運
営
組
織
等
が
行
う
生
活
支
援
の
取
組
や
「
な
り
わ
い
」
を
創
出

す
る
活
動
等
を
支
援
。
（
過
疎
地
域
以
外
の
条
件
不
利
地
域
も
対
象
）

（
定
額
補
助
）

２２
過過
疎疎
地地
域域
持持
続続
的的
発発
展展
支支
援援
事事
業業

過
疎
地
域
の
地
域
課
題
解
決
を
図
り
、
持
続
的
発
展
に
資
す
る

取
組
と
し
て
、
過
疎
市
町
村
が
実
施
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
等
技
術
活
用
事

業
、
都
道
府
県
等
が
行
う
人
材
育
成
事
業
を
支
援
。

（
市
町
村
：
定
額
補
助

都
道
府
県
：
6/
10
、
1/
2補

助
）

３３
過過
疎疎
地地
域域
集集
落落
再再
編編
整整
備備
事事
業業

過
疎
市
町
村
が
過
疎
地
域
の
集
落
再
編
を
図
る
た
め
に
行
う
定
住

促
進
団
地
整
備
、
定
住
促
進
空
き
家
活
用
等
の
事
業
に
対
し
て
補
助
。

（
1/
2補

助
）

４４
過過
疎疎
地地
域域
遊遊
休休
施施
設設
再再
整整
備備
事事
業業

過
疎
市
町
村
が
過
疎
地
域
に
あ
る
遊
休
施
設
を
再
活
用
し
て
地
域

間
交
流
及
び
地
域
振
興
、
地
域
課
題
解
決
を
図
る
た
め
の
施
設
整
備

に
対
し
て
補
助
。
（
1/
3補

助
）

○○
過過
疎疎
地地
域域
等等
にに
おお
けけ
るる
地地
域域
課課
題題
解解
決決
のの
たた
めめ
のの
取取
組組
をを
支支
援援
すす
るる
ここ
とと
にに
よよ
りり
、、
過過
疎疎
地地
域域
のの
持持
続続
的的
発発
展展
をを
支支
援援
。。

【
事
業
例
】
熊
本
県
水
俣
市
（
R3
～
）

遠
隔
診
療

水
俣
市
立
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
と
へ
き
地
診
療
所
、

市
内
医
療
機
関
、
介
護
施
設
等
（
13
箇
所
）
を
結

ん
だ
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
実
証
的
に
実
施
。

【
事
業
例
】
佐
賀
県
伊
万
里
市
（
H2
9～

）
地
域
公
共
交
通
（
バ
ス
）

黒
川
町
ま
ち
づ
く
り
運
営
協
議
会
が
主
体
と
な
り
、

住
民
ア
ン
ケ
ー
ト
、
住
民
参
加
の
検
討
委
員
会
の
開
催
に
よ
り
、

①
バ
ス
の
運
行
形
態
を
見
直
し

②
ス
マ
ホ
等
で
運
行
状
況
・
乗
換
案
内
の
確
認
等
が
で
き
る
ア
プ
リ
の
開
発

［
効

果
］
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
利
用
者
数
の
増
加
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
性
化

過
疎
地
域
持
続
的
発
展
支
援
交
付
金

集
落

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
圏

に
お
け
る
取

組
の

イ
メ
ー
ジ

R
6
当

初
予

算
額

(
案

)
：

8
0
5
百

万
円

（
R
5
当

初
予

算
額

：
8
0
5
百

万
円

）
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過
疎
地
域
等
集
落
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
圏
形
成
支
援
事
業

〇
「
集

落
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
圏

」
（
小

さ
な
拠

点
）
に
お
い
て
、
生

活
支

援
や

「
な
り
わ

い
」
の

創
出

等
の

地
域

課
題

の
解

決
に
資

す
る
取

組
を

幅
広

く
支

援
（
特

に
専

門
人

材
や

ＩＣ
Ｔ
等

技
術

を
活

用
す
る
場

合
に
は

上
乗

せ
支

援
）
。

（
１
）
対

象
地

域
過

疎
地

域
を
は

じ
め
と
し
た
条

件
不

利
地

域

（
２
）
事

業
主

体
集

落
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
圏

を
支

え
る
中

心
的

な
組

織

（
地

域
運

営
組

織
等

）

（
３
）
対

象
事

業
集

落
機

能
の

維
持

・
活

性
化

プ
ラ
ン
に
基

づ
く
取

組

（
4
）
交

付
対

象
経

費
の

限
度

額
1
,5
0
0
万

円
（
定

額
補

助
）

※
下

記
事

業
に
つ
い
て
は

、
限

度
額

を
上

乗
せ

①
専

門
人

材
を
活

用
す
る
事

業
（
＋

5
0
0
万

円
）

②
ＩＣ

Ｔ
等

技
術

を
活

用
す
る
事

業
（
＋

1
,0
0
0
万

円
）

上
記

（
①

＋
②

）
併

用
事

業
（
＋

1
,5
0
0
万

円
）

施
策

の
概

要

①
専
門
人
材
活
用
の
イ
メ
ー
ジ

特
産
品
開
発
、
観
光
振
興
、
地
域
交
通
、
地
域
人
材
育
成
、
移
住
定
住
促
進
、

IC
T
技
術
等
に
関
す
る
専
門
的
知
識
を
有
す
る
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
、
事
業
者

等

②
ＩＣ

Ｔ
等
技
術
活
用
の
イ
メ
ー
ジ

ド
ロ
ー
ン
を
活
用
し
た
買
物
支
援
、
セ
ン
サ
ー
を
用
い
た
鳥
獣
被
害
対
策
、
対
話
型

ア
プ
リ
を
活
用
し
た
高
齢
者
の
見
守
り
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
学
習
環
境
整
備

等

R
6
当

初
予

算
額

(
案

)
:
4
0
0
百

万
円

（
R
5
予

算
額

：
4
0
0
百

万
円

）

集
落
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
圏
に
お
け
る
取
組
の
イ
メ
ー
ジ

セ
ン
サ
ー
を
活
用
し
た

鳥
獣

被
害

対
策

ス
マ
ー
ト
農
業
の
推
進

地
域
課
題
解
決
に
資
す
る

専
門
人
材
の
活
用

役
場
所
在
地
域

ア
プ
リ
に
よ
る

デ
マ
ン
ド
バ
ス
の
予
約

ア
プ
リ
等
を
活
用
し
た

高
齢
者
の
買
い
物

支
援

※
範
囲
は
、
新
旧
小
学
校
区
、
旧
町
村
等
を
想
定

2
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過
疎
地
域
持
続
的
発
展
支
援
事
業

○
過

疎
地

域
の

持
続

的
発

展
に
必

要
な
人

材
育

成
事

業
、
ＩＣ

Ｔ
等

技
術

活
用

事
業

を
支

援
。

（
１
）
対

象
地

域
過

疎
地

域

（
２
）
事

業
主

体
①

過
疎

市
町

村

②
都

道
府

県

（
３
）
交

付
対

象
経

費
の

限
度

額
2
,0
0
0
万

円

（
４
）
交

付
率

①
定

額

②
1
/
2
又

は
6
/
1
0
（
※

）
※

財
政

力
指

数
0
.5
1
未

満
の

都
道

府
県

に
限

る

（
５
）
対

象
事

業

施
策

の
概

要
人

材
育

成
事

業
の

イ
メ
ー
ジ

ＩＣ
Ｔ
等

技
術

活
用

事
業

の
イ
メ
ー
ジ

【
実

施
例

】

複
数

の
過

疎
市

町
村
を
対

象
と
し
都

道
府

県
主

催
で
行

う
地

域
リ
ー
ダ
ー
育

成
、
交

流
、
分

野
別

人
材

育
成
研

修
事

業
等

〇
人

材
育

成
事

業
・

地
域

リ
ー
ダ
ー
の

育
成

・
他

地
域

と
の

交
流

や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

強
化

等
※
育
成
す
べ
き
人
材
（
地
域
の
リ
ー
ダ
ー
）
の
イ
メ
ー
ジ

様
々

な
地

域
組

織
や

活
動

に
横

断
的

に
関

わ
る
人

材
（
横

串
人

材
）
、
地

域
資

源
を

活
用

し
、
地

場
産

品
開

発
や

地
域

P
R
が

で
き
る
人

材
、
地

域
内

人
材

と
外

部
人

材
を

つ
な
ぐ
人

材
、
IT
リ
テ
ラ
シ
ー
に
長

け
た
人

材
等

〇
ＩＣ

Ｔ
等

技
術

活
用

事
業

（
過

疎
市

町
村

の
み

）
・

集
落

等
の

テ
レ
ワ
ー
ク
環

境
整

備
・

オ
ン
ラ
イ
ン
で
の

健
康

相
談

・
ア
プ
リ
を
活

用
し
た
災

害
情

報
な
ど
の

生
活

情
報

配
信

・
ド
ロ
ー
ン
を
活

用
し
た
買

物
等

の
生

活
支

援
・

セ
ン
サ

ー
を
使

っ
た
鳥

獣
対

策
等

【
実

施
例

】
AI
を
活

用
し
た
自

動
配

車
シ
ス
テ
ム
の

構
築
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の

健
康

相
談

体
制

の
構

築
等

3

R
6
当

初
予

算
額

(
案

)
:
2
5
4
百

万
円

（
R
5
予

算
額

：
2
5
4
百

万
円

）
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○
ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
社

会
を
見

据
え
、
都

市
部

か
ら
過

疎
地

域
へ

の
移

住
を
推

進
す
る
と
と
も
に
、
過

疎
地

域
に
お
け
る
定

住
を
促

進
す
る
た
め
、
定

住
促

進
団

地
の

整
備

や
空
き
家

を
活

用
し
た
住

宅
整

備
等

を
支

援

事
業

の
イ
メ
ー
ジ

（（
１１
））
事事

業業
のの

種種
類類

①①
定定

住住
促促

進進
団団

地地
整整

備備
事事

業業

過
疎

市
町

村
が

実
施

す
る
基

幹
的

な
集

落
等

に
住

宅
団

地
を
造

成
す
る
事

業
に
対

し
て
補

助

②②
定定

住住
促促

進進
空空

きき
家家

活活
用用

事事
業業

過
疎

市
町

村
内

に
点

在
す
る
空

き
家

を
有

効
活

用
し
、
過

疎
市

町
村

が
実

施
す
る
住

宅
整

備
に
対

し
て
補

助

③
集

落
等

移
転

事
業

基
礎

的
条

件
が

著
し
く
低

下
し
た
集

落
又

は
孤

立
散

在
す
る
住

居
の

基
幹

的
な
集

落
等

へ
の

移
転

事
業

に
対

し
て
補

助

④
季

節
居

住
団

地
整

備
事

業

交
通

条
件

が
悪

く
、
公

共
サ

ー
ビ
ス
の

確
保

が
困

難
な
地

域
に

あ
る
住

居
を
対

象
に
し
た
、
冬

期
間

な
ど
季

節
居

住
等

の
た
め
の

団
地

形
成

事
業

に
対

し
て
補

助

（（
２２
））
実実

施施
主主

体体
過

疎
市

町
村

（（
３３
））
交交

付付
率率

１
／

２
以

内

定
住
促
進
空
き
家
活
用
事
業

定
住
促
進
団
地
整
備
事
業

施
策

の
概

要

過
疎
地
域
集
落
再
編
整
備
事
業

交
付
対
象
経
費
の
限
度
額

3
,8
7
7
千
円
×
戸
数

交
付
対
象
経
費
の
限
度
額

4
,0
0
0
千
円
×
戸
数

過
疎
地
域
内
の
空
き
家
を

移
住
者
等
へ
の
住
宅
へ
改
修

改
修
前

改
修
後

過
疎
地
域
内
で
定
住
促
進

の
た
め
の
住
宅
団
地
を
造
成 4

R
6
当

初
予

算
額

(
案

)
:
9
1
百

万
円

（
R
5
予

算
額

：
9
1
百

万
円

）
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過
疎

地
域

に
数

多
く
存

在
し
て
い
る
廃

校
舎

や
使

用
さ
れ

て
い
な
い
家

屋
等

の
遊

休
施

設
を
有

効
活

用
し
、
地

域
振

興
、
地

域
課

題
解

決
に
資

す
る
施

設
や

都
市

住
民

等
と
の

地
域

間
交

流
を
促

進
す
る
た
め
の

農
林

漁
業

等
体

験
施

設
、
生

産
加

工
施

設
、
地

域
芸

能
・
文

化
体

験
施

設
等

の
整

備
事

業
に
対

し
て
補

助

（（
１１
））
事事

業業
主主

体体

過
疎

市
町

村

（（
２２
））
交交

付付
対対

象象
経経

費費
のの

限限
度度

額額

6
0
,0
0
0
千

円

（（
３３
））
交交

付付
率率

１
／

３
以

内

○
過

疎
地

域
内

の
遊

休
施

設
を
有

効
活

用
し
、
地

域
間

交
流

促
進

や
地

域
振

興
に
資

す
る
施

設
へ

再
整

備
す
る
取

組
を
支
援

施
策

の
概

要
事

業
の

イ
メ
ー
ジ

過
疎
地
域
遊
休
施
設
再
整
備
事
業

過
疎

地
域

内
の

遊
休

施
設

過
疎

地
域

内
の

課
題

解
決
に

対
応

し
た

施
設

へ

改
修

使
用
さ
れ
て

い
な
い
倉
庫
等

使
用
さ
れ
て

い
な
い
旧
公
民
館

廃
校
舎

地
域
運
営
組
織
等
の

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
拠
点
施
設

食
肉
、
農
産
物
等
の

加
工
施
設

5

R
6
当

初
予

算
額

(
案

)
:
6
0
百

万
円

（
R
5
予

算
額

：
6
0
百

万
円

）

テ
レ
ワ

ー
ク
施

設
や

サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
等

働
く
場

の
施

設
整

備
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過
疎
地
域

の
持
続
的

発
展
の

支
援
に
関

す
る
件

（
令
和
３

年
３
月

９
日

衆
議

院
総
務

委
員
会
決

議
）

政政
府府

はは
、、
「「過過

疎疎
地地

域域
のの

持持
続続

的的
発発

展展
のの

支支
援援

にに
関関

すす
るる
特特

別別
措措

置置
法法

」」のの
施施

行行
にに
当当

たた
りり
、、
次次

のの
諸諸

点点
にに
つつ
いい
てて
適適

切切
なな
措措

置置
をを
講講

じじ
、、
そそ
のの

運運
用用

にに
万万

全全
をを
期期

すす
べべ

きき
でで
ああ
るる
。。

一一
昭昭

和和
四四

十十
五五

年年
のの

過過
疎疎

地地
域域

対対
策策

緊緊
急急

措措
置置

法法
制制

定定
以以

来来
、、
五五

十十
年年

以以
上上

にに
わわ

たた
っっ
てて
過過

疎疎
対対

策策
がが

実実
施施

ささ
れれ

てて
きき
たた
ここ
とと
をを

踏踏
まま
ええ
、、
今今

後後
とと
もも
過過

疎疎
対対

策策
法法

にに
よよ
るる
施施

策策
のの

効効
果果

をを
検検

証証
しし
つつ
つつ
、、
過過

疎疎
地地

域域
にに
対対

すす
るる
実実

効効
性性

ああ
るる
支支

援援
措措

置置
のの

在在
りり
方方

にに
つつ
いい
てて
、、
過過

疎疎
地地

域域
のの

市市
町町

村村
のの

意意
見見

もも
踏踏

まま
ええ
つつ
つつ
、、
必必

要要
なな
検検

討討
をを
行行

うう
ここ
とと
。。

二二
平平

成成
のの

合合
併併

にに
つつ
いい
てて
はは

、、
周周

辺辺
地地

域域
のの

活活
力力

がが
低低

下下
しし
たた
なな
どど
、、
なな
おお
多多

くく
のの

課課
題題

がが
指指

摘摘
ささ
れれ

てて
おお
りり
、、
本本

法法
にに
おお
いい
てて
、、

一一
部部

過過
疎疎

、、
みみ

なな
しし
過過

疎疎
のの

要要
件件

をを
設設

けけ
たた
ここ
とと
をを
踏踏

まま
ええ
、、
今今

後後
とと
もも
合合

併併
市市

町町
村村

のの
過過

疎疎
対対

策策
のの

効効
果果

のの
検検

証証
をを
行行

うう
とと
とと
もも

にに
、、
合合

併併
にに
伴伴

うう
過過

疎疎
地地

域域
のの

諸諸
課課

題題
のの

解解
消消

にに
向向

けけ
たた
継継

続続
的的

なな
支支

援援
をを
行行

うう
ここ
とと
。。

三三
本本

法法
にに
基基

づづ
くく
過過

疎疎
地地

域域
持持

続続
的的

発発
展展

市市
町町

村村
計計

画画
のの

策策
定定

にに
つつ
いい
てて
はは

、、
住住

民民
自自

治治
のの

徹徹
底底

のの
観観

点点
かか

らら
、、
多多

様様
なな
住住

民民
のの

意意
見見

がが
十十

分分
にに
反反

映映
ささ
れれ

るる
よよ
うう
市市

町町
村村

にに
周周

知知
すす
るる
なな
どど
、、
必必

要要
なな
措措

置置
をを
講講

ずず
るる
ここ
とと
。。

四四
過過

疎疎
地地

域域
のの

市市
町町

村村
かか

らら
のの

提提
案案

にに
係係

るる
国国

にに
よよ
るる
規規

制制
のの

見見
直直

しし
にに
当当

たた
っっ
てて
はは

、、
国国

がが
果果

たた
すす
べべ

きき
ナナ
シシ
ョョ
ナナ
ルル

・・ミミ
ニニ
ママ

ムム
のの

確確
保保

にに
もも
配配

慮慮
すす
るる
ここ
とと
。。

五五
過過

疎疎
地地

域域
のの

市市
町町

村村
がが

、、
非非

過過
疎疎

地地
域域

とと
なな
るる
ここ
とと
をを
目目

指指
しし
、、
地地

域域
活活

性性
化化

等等
のの

取取
組組

をを
積積

極極
的的

にに
推推

進進
すす
るる
よよ
うう
本本

法法
のの

趣趣
旨旨

をを
周周

知知
すす
るる
とと
とと
もも
にに
、、
非非

過過
疎疎

地地
域域

とと
なな
っっ
たた
市市

町町
村村

にに
対対

しし
てて
もも
きき
めめ
細細

かか
くく
丁丁

寧寧
なな
ササ

ポポ
ーー
トト
をを
積積

極極
的的

にに
行行

うう
ここ
とと
。。

六六
地地

方方
交交

付付
税税

のの
財財

源源
保保

障障
機機

能能
がが

適適
切切

にに
発発

揮揮
ささ
れれ

るる
ここ
とと
のの

重重
要要

性性
にに
鑑鑑

みみ
、、
本本

法法
のの

適適
用用

のの
有有

無無
にに
かか

かか
わわ

らら
ずず
、、
市市

町町
村村

にに
おお
いい
てて
、、
住住

民民
生生

活活
にに
不不

可可
欠欠

なな
施施

設設
のの

整整
備備

等等
をを
始始

めめ
、、
必必

要要
なな
住住

民民
ササ

ーー
ビビ
スス
をを
安安

定定
的的

にに
提提
供供

すす
るる
たた
めめ
のの

十十
分分

なな
財財

源源
がが

確確
保保

ささ
れれ

るる
よよ
うう
、、
地地

方方
財財

政政
計計

画画
へへ

のの
必必

要要
なな
経経

費費
のの

計計
上上

、、
地地

方方
交交

付付
税税

のの
法法

定定
率率

のの
見見

直直
しし
等等

にに
よよ
るる
総総

額額
のの

充充
実実

確確
保保

、、
条条

件件
不不

利利
地地

域域
等等

地地
域域

のの
実実

情情
にに
十十

分分
にに
配配

慮慮
しし
たた
基基

準準
財財

政政
需需

要要
額額

のの
算算

定定
なな
どど
、、
地地

方方
財財

政政
制制

度度
のの

見見
直直

しし
をを
検検

討討
すす
るる
ここ
とと
。。

右右
決決

議議
すす
るる
。。
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